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近
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秋
田
地
方
に
お
け
る
近
世
は
、
藩
主
佐
竹
義
宣
の
移
封
を
も
っ
て
始
ま
る
。
そ
れ
ま
で
の
領
主
秋
田
実
季
の
居
城
湊
城
に
、
義
宣
が
入
っ

た
の
は
慶
長
七
（
一
六
〇
二
）
年
九
月
一
七
日
で
あ
る
。
秋
田
地
方
の
大
名
領
は
、
こ
の
と
き
を
前
後
し
て
大
き
く
変
動
す
る
。
そ
れ
ま
で

の
領
主
が
、
す
べ
て
転
封
さ
れ
、
あ
る
い
は
改
易
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
に
、
佐
竹
義
宣
な
ど
が
移
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
激
し
い
変
動
は
、
慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）
年
九
月
の
「
関
ヶ
原
の
戦
い
」
が
直
接
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
。

　

左
遷
と
思
わ
れ
る
佐
竹
氏
の
移
封
に
よ
っ
て
、
秋
田
地
方
は
こ
の
一
年
後
開
幕
さ
れ
る
江
戸
幕
府
の
「
幕
藩
体
制
」
に
組
み
込
ま
れ
る
。

佐
竹
氏
に
よ
る
支
配
は
、
明
治
時
代
と
い
う
新
し
い
政
治
体
制
が
始
ま
る
ま
で
約
三
世
紀
に
わ
た
っ
て
続
く
の
で
あ
る
。

　

郷
土
の
近
世
を
さ
ぐ
る
場
合
、
特
に
近
世
前
半
を
わ
れ
わ
れ
に
語
っ
て
く
れ
る
史
料
は
、
中
世
と
同
様
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
な
い
。
後
期

か
ら
末
期
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
地じ

か

た方
文
書
が
村
の
旧
家
に
発
見
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
近
年
は
家
屋
の
新
改
築
が
進
み
、
そ
の
た
び
に
廃
棄

さ
れ
た
り
し
て
、
急
速
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
の
史
料
も
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
地
方
で
は
過
去
の
災
害
に
よ
っ
て
相
当
の
史
料
が
失
わ
れ
て
も
い
る
か
ら
、
近
世
の
郷
土
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
場
合
、
や
は
り
史
料
不
足
が
隘あ
い

路ろ

と
な
っ
て
い
る
。

　

近
世
（
江
戸
時
代
）
は
、
幕
藩
体
制
と
い
う
封
建
制
の
下
で
政
治
的
に
は
非
常
に
安
定
し
た
時
代
で
、
ひ
と
口
に
「
天
下
泰
平
」
と
い
う

こ
と
ば
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
ば
は
、
支
配
す
る
も
の
の
側
か
ら
見
た
場
合
の
象
徴
的
な
こ
と
ば
で
あ
り
、
支
配
さ
れ
る
大
部
分
の

農
民
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
こ
の
時
代
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　

過
重
な
年
貢
、
し
ば
し
ば
襲
っ
て
く
る
凶
作
、
固
定
し
た
士
農
工
商
の
階
級
と
統
制
、
破
綻
に
向
う
「
米
づ
か
い
」
の
経
済
な
ど
、
ど
れ

ひ
と
つ
と
っ
て
も
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
は
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
苛
酷
な
時
代
を
、
人
々
は
ど
ん
な
考
え
を
も
ち
、
ど
ん
な
く
ら
し

を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
近
年
の
郷
土
を
、
封
建
制
の
中
で
の
人
々
の
く
ら
し
を
中
心
に
し
て
み
て
い
き
た
い
。

　
　

秋
田
藩
政
は
じ
ま
る

　
　
　
　
　
　
　
　

「
太
閤
検
地
」
に
よ
っ
て
、
全
国
各
地
の
大
名
は
土
地
領
有
権
を
豊
臣
政
権
に
安あ
ん

堵ど

さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
各
地
で
抗
争

を
く
り
広
げ
て
い
た
大
名
間
の
問
題
も
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
十
年
余
り
の
後
、
も
う
一
度
全
国
的
な
、
し
か
も
厳
し

い
再
編
成
が
行
わ
れ
る
。「
関
ヶ
原
の
戦
い
」
を
経
て
徳
川
家
康
が
、
新
し
い
政
権
を
つ
く
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
全
国
の
大
名
を
関
ヶ
原
の
戦
い
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
と
そ
の
評
価
を
も
と
に
し
た
、
厳
し
い
再
編
成
で
あ
っ
た
。

　

か
つ
て
天
下
人
に
な
る
と
思
っ
た
信
長
に
近
づ
き
、
次
に
秀
吉
に
誼よ
し

み
を
通
じ
た
よ
う
に
、「
関
ヶ
原
」
以
前
か
ら
、
さ
ら
に
ま
た
家
康

に
誼よ
し

み
を
通
じ
て
、
用
心
を
つ
く
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
実
季
は
、
た
だ
驚
く
ば
か
り
の
国
替
え
で
あ
っ
た
。
領
地
広
大
な
秋
田
に
比
べ
、

慶
長
七
（
一
六
〇
二
）
年
移
る
こ
と
に
な
っ
た
宍
戸
は
狭
い
土
地
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
海
沿
岸
の
重
要
港
土
崎
湊
に
居
城
を
お

い
て
い
た
秋
田
氏
に
と
っ
て
は
、
暗
い
気
持
ち
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
宍
戸
転
封
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
に
対
す
る
秋
田
氏
の
対
応
へ
の
、
徳
川
家
康
の
厳
し
い
評
価
の
結
果
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
竹
義
宣
も
厳
し
く
処
罰
さ
れ
た
大
名
の
一
人
で
あ
っ
た
。
義
宣
は
七
年
五
月
八
日
に
移
封
の
命
令
を
伏
見
で
受

け
取
っ
た
。
七
月
に
家
康
の
朱
印
状
を
受
け
取
る
が
、
そ
れ
に
は
「
出
羽
国
の
内
、
秋
田
・
仙
北
両
所
を
進
め
置

き
候
。
全
く
御
知
行
有
る
可
候
な
り
」
と
あ
る
だ
け
で
、
石
高
が
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
石
高
は
、
常
陸
国
五
四
万
五
千
石

で
あ
る
。
新
領
地
の
石
高
が
示
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
一
〇
年
後
で
、
一
八
万
五
千
石
で
あ
っ
た
。
二
〇
万
石
に
決
定
さ
れ
た
の
は
、
実

に
六
〇
年
以
上
た
っ
た
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
れ
ま
で
と
は
半
分
以
下
の
大
減
封
で
あ
り
、
さ

ら
に
辺
境
の
国
へ
の
転
封
と
い
う
苛
酷
な
処・
罰・
で
あ
っ
た
。

秋
田
実
季
転
封

　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
実
季
転
封

　
　
　
　
　
　
　
　

佐
竹
氏
秋
田
に
移
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
竹
氏
秋
田
に
移
る
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前
述
の
通
り
、
常
陸
国
か
ら
佐
竹
氏
が
移
さ
れ
た
の
と
入
れ
違
い
に
、
秋
田
地
方
の
諸
大
名
は
常
陸
国
に
移
封
さ
れ
た
。
郷
土
地
方
の
大

名
で
あ
っ
た
秋
田
実
季
は
、
宍
戸
五
万
五
千
石
に
移
っ
た
。
こ
れ
は
わ
ず
か
に
加
増
さ
れ
た
形
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
二
万
六
千

石
余
の
秀
吉
蔵
入
地
の
代
官
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
か
ら
み
る
と
、
石
高
は
半
分
で
決
し
て
有
利
な
転
出
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
後
、
さ
ら
に

実
季
は
奥
州
三
春
に
移
さ
れ
る
が
、
寛
永
七
（
一
六
三
〇
）
年
伊
勢
国
朝あ

さ

ま熊
に
配
流
さ
れ
て
、
そ
の
地
で
八
四
歳
と
い
わ
れ
る
生
涯
を
閉
じ

る
。
い
つ
ま
で
も
戦
国
大
名
の
武
骨
で
直
情
で
あ
っ
た
実
季
の
行
動
を
、
幕
府
が
疑
っ
た
た
め
の
処
分
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
地
方
の
新
し
い
領
主
と
な
っ
た
佐
竹
氏
は
、
新
羅
三
郎
義
光
に
発
す
る
源
氏
の
名
族
で
あ
る
。
一
二
世
紀
中
葉
に

常
陸
国
久
慈
郡
佐
竹
郷
に
入
り
、
間
も
な
く
「
佐
竹
氏
」
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
鎌
倉
時
代
の
は
じ
め
大

豪
族
に
成
長
し
、
足
利
幕
府
の
も
と
で
常
陸
国
守
護
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
常
州
ば
か
り
で
な
く
、
関
東
中
央
部
か
ら
奥
州
南
部

に
ま
で
勢
い
を
広
げ
た
こ
と
も
あ
り
、
東
国
で
の
戦
国
大
名
と
し
て
名
が
高
か
っ
た
。

　

関
東
の
東
北
部
に
あ
っ
て
、
江
戸
を
お
さ
え
る
位
置
に
あ
る
佐
竹
氏
は
、
家
康
に
と
っ
て
心
安
か
ら
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
。
関
ヶ
原
の
戦
い

の
際
の
佐
竹
氏
の
動
向
は
、
天
下
人
と
な
っ
た
家
康
に
と
っ
て
絶
好
の
口
実
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
口
実
を
与
え
な
く
て
も
、
徳

川
氏
に
よ
る
幕
藩
体
制
の
確
立
の
た
め
に
は
転
封
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
の
処
分
は
、
改
易
寸
前
と
も
と
れ
る
佐
竹

氏
に
と
っ
て
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

三
二
歳
の
義
宣
は
国
元
に
帰
ら
ず
、留
守
の
ま
ま
七
月
中
旬
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
水
戸
城
を
あ
け
わ
た
し
た
。
伏
見
か
ら
江
戸
に
着
き
、

そ
の
後
直
接
秋
田
に
向
か
い
、
湊
城
に
入
っ
た
の
は
、
北
国
の
秋
た
け
な
わ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
一
面
の
黄
金
の
穂
波
が
新
領
主
を
迎
え
、
秋

田
藩
は
こ
の
と
き
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
入
国
よ
り
三
月
前
の
六
月
に
、
義
宣
は
次
の
よ
う
な
制
書
を
与
え
て
い
る
。

　
　

一
、
秋
田
で
は
、
領
民
に
不
心
得
の
な
い
よ
う
に
申
し
つ
け
る
た
め
に
、
在
々
に
お
き
見
（
掟
）
の
制
札
を
た
て
る
こ
と
。
在
々
の
所

務
（
租
税
・
諸
役
）
は
課
さ
ず
、
自
分
下
向
ま
で
は
、
在
来
ど
お
り
た
る
べ
き
こ
と
を
触
れ
て
お
く
こ
と
。

　
　

二
、
先
に
引
越
し
た
も
の
は
、
明
屋
で
あ
っ
て
も
侍
屋
敷
に
入
ら
ず
、
自
分
下
向
ま
で
は
町
屋
に
滞
在
す
る
こ
と
。
追
っ
て
屋
敷
割
を

行
な
う
。

　
　

三
、
右
の
者
た
ち
が
仕
置
の
た
め
に
町
方
や
在
々
を
廻
っ
て
も
、
酒
樽
、
肴
そ
の
他
一
切
の
礼
物
を
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　

四
、（
略
）

　
　

五
、（
略
）

　
　

六
、
兵
粮
米
を
秋
田
方
か
ら
渡
さ
れ
た
ら
う
け
取
り
置
き
、
申
し
出
が
な
く
て
も
所
望
す
る
こ
と
。

　
　

七
、
知
行
・
物
成
を
調
査
し
、
帳
簿
を
作
製
す
る
こ
と
。

　
　

八
、
秋
田
・
仙
北
に
検
地
が
必
要
で
あ
る
。
公
儀
（
幕
府
）
の
検
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
別
に
や
る
必
要
が
あ
る
か

ら
、
不
肖
の
者
（
身
分
の
低
い
家
臣
）
で
も
検
地
熟
練
の
者
は
召
連
れ
る
こ
と
。

　

特
に
後
三
項
は
新
領
国
を
経
営
す
る
た
め
に
は
、
最
低
の
必
要
事
項
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
旧
領
主
秋
田
氏
の
移
転
は
ほ
ぼ
終
わ
っ

て
い
た
ら
し
く
、
城
受
け
取
り
の
一
切
が
完
了
し
た
の
は
八
月
二
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
義
宣
は
「
掟
」
を
発
し
て
い
る
。「
在
々
の

百
姓
等
は
今
ま
で
の
常
陸
と
は
替
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
懇
切
に
検
地
を
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
具
合
に
す
る
の
か
よ

く
知
ら
な
い
者
に
は
、
能
く
申
し
聞
か
せ
て
、
合
点
の
い
っ
た
と
こ
ろ
で
境
目
な
ど
を
引
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
き
、
道

路
・
河
川
等
に
よ
る
村
切
（
村
境
の
確
定
）、
小
物
成
の
取
り
立
て
、
馬
の
飼
料
と
掃
除
は
百
姓
に
申
し
つ
け
て
よ
い
が
、
そ
の
他
の
非
分

の
儀
は
申
し
つ
け
て
な
ら
な
い
こ
と
、
仕
置
に
従
わ
ず
徒
党
を
く
ん
で
反
抗
す
る
百
姓
は
成
敗
す
べ
き
こ
と
、
な
ど
を
命
じ
た
。

　

秋
田
に
移
っ
た
義
宣
は
、
湊
城
に
住
み
一
部
の
家
臣
は
領
内
各
地
に
支
城
を
お
き
分
散
駐
屯
さ
せ
た
。
旧
領
主
の
数
が
多
く
複
雑
な
入
り

組
み
方
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
お
さ
え
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
入
国
直
後
か
ら
仙
北
や
阿
仁
な

ど
各
地
に
新
政
反
対
の
一
揆
が
お
こ
り
、
次
の
年
ま
で
続
い
て
い
る
。
人
心
は
動
揺
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

五
城
目
地
域
で
は
、
岡
本
城
主
安
東
兵
部
が
佐
竹
氏
の
家
臣
に
な
っ
た
こ
と
は
、
前
に
述
べ
て
あ
る
。
馬
場
目
城
主
一
族
の
中
で
、
秋
田

秋
田
藩
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
藩
の
成
立
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氏
の
家
臣
と
な
っ
た
馬
場
目
勘
十
郎
の
名
は
、「
秋
田
氏
分
限
帳
」
中
に
一
三
六
石
六
斗
八
升
と
し
て
見
え
る
が
、「
馬
場
目
氏
系
図
」
に
は

佐
竹
氏
陪
臣
と
な
っ
た
勝
繁
の
名
は
あ
る
が
勘
十
郎
の
名
は
見
え
な
い
。
勝
繁
か
ら
続
く
系
図
は
、
玄
蕃
正
勝
時
直
系
の
よ
う
に
示
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
時
代
の
事
情
と
二
〇
〇
年
以
上
も
経
っ
た
文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年
の
作
製
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
の
お
け
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。

　

秋
田
氏
の
本
城
で
あ
っ
た
土
崎
の
湊
城
に
は
入
部
し
た
佐
竹
義
宣
が
入
り
、
父
義
重
は
仙
北
に
入
っ
た
。
か
つ
て
秋
田
氏
の
居
館
で
あ
っ

た
霧
山
城
は
陣
屋
に
さ
れ
、
桧
山
は
佐
竹
氏
の
給
人
町
と
な
っ
た
。
陣
屋
に
は
佐
竹
氏
一
族
の
小
場
式
部
義
成
が
入
っ
た
。

　

小
場
義
成
は
後
大
館
に
移
り
、
県
北
の
守
備
を
世
襲
し
佐
竹
氏
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
馬
場
目
氏
系
図
に
は
勝
繁
が
慶
長
年

中
桧
山
で
義
成
の
家
臣
と
な
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
勝
繁
は
造
酒
ま
た
は
監
物
と
も
い
い
、四
〇
石
の
禄
高
で
小
場
氏
に
仕
え
て
い
る
。

桧
山
に
は
こ
の
後
の
慶
長
一
五
（
一
六
一
〇
）
年
多
賀
谷
左
兵
衛
宣
家
が
入
り
、
元
和
六
（
一
六
二
〇
）
年
四
月
本
城
を
破
却
し
て
茶
臼
山

に
陣
屋
を
築
い
て
、
代
々
居
館
と
し
て
い
る
。

　

馬
場
目
氏
は
小
場
氏
に
従
っ
て
大
館
に
移
り
、
明
治
以
降
も
大
館
に
そ
の
ま
ま
居
住
し
て
旧
家
の
一
つ
に
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
〇

（
一
九
五
五
）
年
代
に
北
海
道
函
館
に
移
っ
た
と
い
う
。

　

慶
長
八
年
五
月
に
は
、
義
宣
は
早
く
も
せ
ま
い
湊
城
か
ら
移
る
た
め
に
、
久
保
田
神
明
山
に
新
城
建
設
を
始
め
て
い
る
。
城
が
完
成
し
て

移
っ
た
の
は
、
九
年
八
月
二
五
日
で
あ
る
。
こ
の
城
は
、
石
垣
は
ほ
と
ん
ど
な
く
て
土
塁
で
代
え
、
天
守
の
櫓
も
つ
く
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ

れ
は
、
幕
府
の
監
視
に
対
す
る
自
己
保
存
的
な
政
治
的
配
慮
で
あ
っ
た
。
城
は
久
保
田
城
と
も
矢
留
城
と
も
呼
ば
れ
、
城
下
の
久
保
田
は
内

町
を
武
士
の
町
、
外と

町
を
町
人
の
町
と
し
、
内
町
と
外
町
の
間
に
は
河
川
（
旭
川
）
を
掘
っ
て
堀
の
代
わ
り
と
し
、
そ
の
境
を
は
っ
き
り
と

さ
せ
た
。

　

そ
し
て
町
人
町
で
あ
る
外
町
の
都
市
計
画
を
進
め
て
い
る
。
城
の
東
側
は
、
仁
別
川
・
太
平
川
と
地
名
に
長
沼
な
ど
「
沼
」
の
字
が
つ
く

沼
沢
地
で
、
天
然
の
堀
と
も
い
え
る
地
形
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
久
保
田
の
城
下
町
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
名
は
領
地
を
将
軍
か
ら
与
え
ら
れ
、
そ
の
領
地
か
ら
年
貢
を
取
り
立
て
る
こ
と
の
ほ
か
、
立
法
・
司
法
・
行

政
・
軍
事
警
察
な
ど
の
権
限
を
含
む
極
め
て
強
い
土
地
と
人
間
と
に
対
す
る
支
配
権
を
行
使
す
る
。
こ
れ
を

知
行
権
と
か
領
知
権
と
か
い
う
。
こ
の
知
行
権
を
行
使
し
て
、
大
名
は
領
内
を
治
め
将
軍
に
仕
え
て
い
く
た
め
に
、
多
く
の
家
臣
を
か
か
え

政
治
の
し
く
み
を
つ
く
っ
た
。
秋
田
藩
の
場
合
、
家
臣
を
「
番
方
」
の
組
に
編
成
し
て
軍
事
体
制
を
整
え
た
。
ま
た
「
役
方
」
と
し
て
、
家

老
の
も
と
に
財
政
を
つ
か
さ
ど
る
勘
定
奉
行
、
寺
社
の
取
り
し
ま
り
に
あ
た
る
寺
社
奉
行
、
土
木
建
築
工
事
を
つ
か
さ
ど
る
作
事
奉
行
、
産

業
面
を
担
当
す
る
銅
山
方
・
木
山
方
・
産
物
方
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
係
が
あ
り
、
民
政
を
担
当
す
る
町
奉
行
や
郡
奉
行
な
ど
の
組
織
機
構
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
奉
行
・
諸
係
は
、
時
代
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
複
雑
に
か
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
大
名
の
領
内
支
配
の
し
く
み
を
、

幕
府
に
対
し
て
「
藩
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

地
方
支
配
の
た
め
に
は
大
館
・
十
二
所
・
桧
山
・
角
館
・
刈
和
野
・
角
間
川
・
横
手
・
湯
沢
・
院
内
に
組
下
衆
を
駐
屯
さ
せ
、
一
門
や
重

臣
を
所
と
こ
ろ

預
あ
ず
か
りと

し
て
配
置
し
、
組
下
衆
を
指
揮
さ
せ
て
い
る
。
小
場
氏
・
多
賀
谷
氏
は
所
預
と
な
っ
た
一
門
で
あ
る
。

　

家
臣
は
藩
主
の
所
領
の
一
部
を
知
行
地
と
し
て
分
ち
与
え
ら
れ
、
そ
の
部
分
の
支
配
権
を
認
め
ら
れ
る
「
地
方
知
行
」
の
も
の
と
、
ご
く

下
級
の
も
の
で
藩
主
に
入
る
年
貢
か
ら
米
や
金
銭
を
与
え
ら
れ
る
「
蔵
米
知
行
」
の
も
の
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
領
地
は
藩
主
が
年
貢

を
と
る
直
轄
地
（
蔵
入
地
・
蔵
分
）
と
、家
臣
に
分
け
与
え
ら
れ
た
知
行
地
（
給
分
）
と
が
あ
っ
た
。
秋
田
藩
で
は
、給
分
を
も
つ
家
臣
を
「
地

頭
」
と
呼
ん
で
い
る
。
今
日
各
村
に
残
る
「
物
成
並
諸
役
相
定
条
々
」
な
ど
に
、
蔵
入
の
村
・
給
分
の
村
と
あ
る
の
は
領
地
が
こ
の
よ
う
に

分
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
方
知
行
制
は
、
旧
領
常
陸
国
時
代
と
同
じ
制
度
で
あ
る
。
下
級
の
も
の
以
外
は
、
原
則
と
し

て
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
知
行
地
が
与
え
ら
れ
た
。
給
人
は
土
地
や
農
民
に
対
し
て
強
い
支
配
力
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
藩
の
支
配
が
軌
道
に
の
り
、
力
が
強
ま
っ
て
く
る
と
、
家
臣
の
知
行
地
は
次
第
に
多
く
の
村
に
分
散
さ
れ
、
最
後
に
は
ひ
と

り
の
農
民
さ
え
も
支
配
で
き
な
く
な
る
と
い
う
極
端
な
例
さ
え
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
頭
の
知
行
地
に
対
す
る
実
際
的
な
権
力
は
、

せ
い
ぜ
い
定
め
ら
れ
た
年
貢
を
と
り
た
て
る
程
度
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

藩
政
の
基
本
的
し
く
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藩
政
の
基
本
的
し
く
み
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し
か
し
、
一
八
世
紀
末
寛
政
の
こ
ろ
で
も
、
こ
の
給
分
の
土
地
が
全
体
の
七
〇
％
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
、
最
後
ま
で
地
方
知
行
制
を
行
っ

て
い
る
。
こ
れ
が
秋
田
藩
支
配
組
織
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
給
分
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
家
臣
が
自
分
の
資
本
力
で
開
墾

し
た
土
地
を
、
藩
と
知
行
地
に
組
み
入
れ
た
と
い
う
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
々
時
代
は
後
に
な
る
が
、
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
二
月
の
「
六
郡
惣
高
村
附
帳
」
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ

に
は
、
各
村
の
蔵
分
・
給
分
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
五
城
目
分
を
抜
い
て
お
き
た
い
。

　
　

秋
田
郡
村
　々

御
代
官
山
崎
甚
五
兵
衛　

同
手
代
役
信
太
左
助　

同
渡
部
市
三
郎

　
　

一
当
高
四
百
拾
八
石
五
斗
壱
升
三
合　

親
郷

五
十
目
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
拾
野
目
村

　
　
　
　

内
百
五
拾
六
石
弐
斗
三
升
弐
合　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

内
弐
百
六
拾
弐
石
弐
斗
八
升
壱
合　
　
　

給　

分

　
　

一
当
高
六
百
三
拾
弐
石
三
斗
五
升
三
合　

寄
江

山
内
村

　
　
　
　

内
壱
石
壱
斗
壱
升
二
合　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
六
百
三
拾
壱
石
弐
斗
四
升
壱
合　
　
　

給　

分

　
　
　
　
　

支
江
上
山
内
村
・
同
下
山
内
村
・
同
山
之
根
村
・
同
和
田
村
・
同
中
嶋
村

　
　

一
当
高
六
拾
壱
石
弐
斗
六
升　
　
　
　
　

寄
江

小
倉
村

　
　
　
　

内
壱
斗
三
升
壱
合　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
六
拾
壱
石
壱
斗
壱
升
九
合　
　
　
　
　

給　

分

　
　

一
当
高
弐
百
六
右
弐
斗
五
升
九
合　
　
　

寄
江

富
田
村

　
　
　
　

内
壱
斗
七
升
弐
合　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
弐
百
六
石
八
升
七
合　
　
　
　
　
　
　

給　

分

　
　

一
給
分
当
高
弐
百
四
拾
壱
石
五
斗
九
升
六
合　

寄
江

湯
又
村

　
　
　
　
　

支
江
袖
ヶ
沢
村

　
　

一
当
高
三
百
四
拾
弐
石
九
斗
四
升
三
合　
　

寄
江

浅
見
内
村

　
　
　
　

内
弐
百
拾
四
石
七
斗
壱
升
弐
合　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
百
弐
拾
八
石
弐
斗
三
升
壱
合　
　
　
　

給　

分

　
　
　
　
　

支
江
大
場
村
・
同
滝
下
村
・
同
小
川
口
村

　
　

一
給
分
当
高
五
百
六
拾
六
石
八
斗
七
合　

寄
江

中
津
又
村

　
　
　
　
　

支
江
八
田
村
・
同
長
面
村
・
同
御
蔵
下
村
・
同
乙
市
村
・
同
小
林
村
・
同
落
合
村
・
同
高
田
村
・
同
千
日
村
・
同
北
村

　
　

一
当
高
百
壱
石
弐
斗
六
升　
　
　
　
　
　

寄
江

黒
土
村

　
　
　
　

内
弐
石
壱
斗
弐
合　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
九
拾
九
石
壱
斗
四
升
八
合　
　
　
　
　

給　

分

　
　

一
当
高
三
百
五
拾
八
石
三
斗
五
升
三
合　

寄
江

上
樋
口
村

　
　
　
　

内
弐
斗
八
升
七
合　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
三
百
五
拾
八
石
壱
斗
壱
升
六
合　
　
　

給　

分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
江

岩
野
村

　
　

一
当
高
四
拾
四
石
七
斗
壱
升
六
合　
　

寄
江

槐
新
田
村

　
　
　
　

内
八
石
六
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

五
城
目
の
給
分
・
蔵
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
城
目
の
給
分
・
蔵
分
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同
三
拾
六
石
壱
斗
壱
升
六
合　
　
　
　
　

給　

分

　
　

一
当
高
百
六
拾
弐
石
九
斗
四
升
三
合　
　

寄
江

館
越
村

　
　
　
　

内
四
斗
六
升
八
合　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
百
六
拾
弐
石
四
斗
七
升
九
合　
　
　
　

給　

分

　
　

一
当
高
百
七
拾
六
石
弐
斗　
　
　
　
　
　
　
　

久
保
村

　
　
　
　

内
壱
石
四
斗
弐
升
九
合　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
百
七
拾
四
石
五
斗
九
升
壱
合　
　
　
　

給　

分

　
　
　
　
　

支
江
川
原
村
・
同
関
合
村

　
　

一
当
高
四
百
弐
拾
三
石
四
斗
五
合　
　
　

寄
江

高
崎
村

　
　
　
　

内
壱
石
弐
升
六
合　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
四
百
弐
拾
弐
石
三
斗
七
升
九　
　
　
　

給　

分

　
　
　
　
　

支
江
下
モ
村
・
同
田
中
村
・
同
道
村
・
同
坊
村

　
　

一
当
高
千
三
百
五
拾
弐
石
四
斗
七
升
壱
合　

寄
江

馬
場
目
村

　
　
　
　

内
弐
百
八
拾
弐
石
三
斗
四
升
九
合　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
千
七
拾
石
壱
斗
弐
升
弐
合　
　
　
　
　

給　

分

　
　
　
　
　

支
江
寺
庭
村
・
同
中
村
・
同
大
吹
沢
村
・
同
水
沢
村
・
同
小
才
村
・
同
坊
ヶ
沢
村
・
同
平
ノ
下
村
・
同
門
前
村
・
同
台
村
・
同

町
村
・
同
第
尺
寺
村
・
同
恋
地
村
・
同
杉
沢
村
・
同
落
合
村

　
　

一
当
高
八
拾
四
石
七
斗
壱
升
八
合　
　

寄
江

小
立
花
村

　
　
　
　

内
九
升
八
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
八
拾
四
石
六
斗
弐
升　
　
　
　
　
　
　

給　

分

　
　

一
当
高
弐
百
五
拾
五
右
八
斗
七
升
三
合　

寄
江

浦
横
町
村

　
　
　
　

内
三
升
六
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
弐
百
五
拾
五
石
八
斗
三
升
七　
　
　
　

給　

分

　
　

一
当
高
百
弐
拾
八
石
壱
斗
七
升
四
合　

寄
江

岡
本
恋
地
村

　
　
　
　

内
弐
斗
七
升
九
合　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
百
弐
拾
七
石
八
斗
九
升
九
合　
　
　
　

給　

分

　
　
　
　
　

支
江
下
小
池
村
・
同
上
小
池
村

　
　

一
当
高
百
九
拾
七
石
五
斗
七
升
八
合　
　

寄
江

野
田
村

　
　
　
　

内
七
升
九
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
百
九
拾
七
石
四
斗
五
升
九
合　
　
　
　

給　

分

　
　

一
当
高
四
百
弐
拾
七
石
四
斗
六
升　
　
　

親
郷

大
川
村

　
　
　
　

内
三
百
弐
拾
壱
石
五
斗
三
升
三
合　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
百
五
石
九
斗
弐
升
七
合　
　
　
　
　
　

給　

分

　
　

一
当
高
五
百
拾
六
石
七
斗
四
升
九
合　
　

寄
江

西
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
野
々
村

　
　
　
　

内
六
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
五
百
拾
六
石
七
斗
四
升
三
合　
　
　
　

給　

分

　
　
　
　
　

支
江
下
タ
村
、
同
田
中
村
・
同
四
ツ
家
村
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一
当
高
弐
百
七
石
八
斗
弐
升　
　
　
　

寄
江

谷
地
中
村

　
　
　
　

内
壱
石
六
斗
七
升
九
合　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
弐
百
六
石
壱
斗
四
升　
　
　
　
　
　
　

給　

分

　
　
　
　
　

支
江
茨
嶋
村
・
同
樋
下
村
・
同
四
軒
村
・
同
三
軒
村

　
　

一
当
高
百
八
拾
七
石
七
斗
四
升
六
合　

寄
江

下
樋
口
村

　
　
　
　

内
五
石
四
斗
弐
升
七
合　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
百
八
拾
弐
石
三
斗　
　
　
　
　
　
　
　

給　

分

　
　

一
当
高
百
弐
拾
壱
石
弐
斗
三
升
三
合　
　

寄
江

石
崎
村

　
　
　
　

内
四
石
弐
斗
三
升
七
合　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
百
拾
六
石
九
斗
九
升
六
合　
　
　
　
　

給　

分

　

五
城
目
町
に
関
係
す
る
分
だ
け
で
あ
る
が
、「
惣
高
村・
附・
帳
」
に
は
当
時
の
村
々
の
名
前
が
、す
べ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
本
町
の
町
域
に
は
、

実
に
多
く
の
村
が
あ
っ
た
こ
と
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
る
。
そ
の
村
々
は
、親
郷
・
寄
江（
郷
）・
支
江（
郷
）に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
。

親
郷
は
五
十
目
村
と
大
川
村
で
、
そ
の
親
郷
の
下も
と

に
寄
江
が
あ
り
、
さ
ら
に
支
江
が
あ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。

　

「
郷
」
と
い
う
と
律
令
時
代
の
「
郷
里
制
」
が
思
い
出
さ
れ
る
。
こ
の
制
度
の
地
方
行
政
区
画
の
末
端
の
組
織
が
、
郷
・
里
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
秋
田
藩
の
組
織
は
違
う
。
中
世
に
は
、「
小
（
男
）
鹿
之
庄・
」「
新
城
庄・
」
と
な
ら
ん
で
「
五
十
目
庄・
」
が
「
御
代
官

所
之
帳
」
に
み
ら
れ
、「
湖
東
通・
」
の
名
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

中
世
の
「
庄
」
が
親
郷
に
似
た
組
織
と
い
う
感
じ
が
す
る
。

　

親
郷
と
寄
郷
に
は
当
高
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
当
高
は
御
蔵
分
と
給
分
に
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
支
郷
に
は
高
の
記
載
は
な
い
。

支
郷
の
分
は
寄
郷
の
高
に
含
ま
れ
て
い
て
、
村
名
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
支
郷
は
寄
郷
に
隣
接
す
る
場
所
に
あ
っ
て
、
そ
の
戸

数
は
二
戸
か
ら
七
戸
ほ
ど
の
小
村
で
あ
っ
た
。

　

藩
政
の
基
礎
と
な
る
土
地
の
掌
握
を
は
か
る
た
め
の
検
地
に
、
た
だ
ち
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
示
し
た

よ
う
な
惣
高
村
附
帳
が
作
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
都
度
改
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
諸
般
の
支
配
体
制
が
確
立
し
た
と
み
ら
れ
る
の
は
、
寛
文
の
前

半
（
一
六
六
五
年
ご
ろ
）
で
、
最
初
の
領
内
総
検
地
か
ら
六
〇
余
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

佐
竹
氏
は
入
部
後
間
も
な
い
慶
長
八
年
に
、最
初
の
領
内
総
検
地
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
先
竿
」
と
呼
ん
で
い
る
。

一
揆
や
越
訴
な
ど
が
、
入
国
し
た
七
年
か
ら
続
い
て
い
る
中
で
、
藩
は
弾
圧
や
懐
柔
に
よ
っ
て
村
の
上
層
部
の
人
び
と
を

そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
村
役
人
に
任
命
し
て
、
検
地
を
実
施
し
て
い
っ
た
。

　

ま
ず
、
検
地
帳
・
屋
敷
帳
を
作
製
す
る
。
検
地
帳
は
耕
地
の
、
屋
敷
帳
は
屋
敷
の
所
有
者
と
所
在
・
面
積
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
土
地
台
帳

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
基
本
台
帳
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
村
高
を
定
め
、
村
切
と
呼
ぶ
村
の
境
を
確
定
し
た
。

　

先
竿
に
続
く
二
回
目
の
総
検
地
を
、「
中
竿
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
着
手
は
慶
長
一
九
（
一
六
一
四
）
年
ご
ろ
と
い
わ
れ
る
。
中
竿

検
地
で
は
、
前
の
検
地
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
に
加
え
て
、
現
実
の
耕
作
農
民
を
把
握
す
る
こ
と
、
田
畠
の
所
有
者
と
の
借
耕
小
作
の
関
係
、

村
相
互
の
出
入
耕
作
関
係
を
明
確
に
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
小
農
民
の
経
営
を
育
成
保
護
し
、
こ
の
よ
う
な
小
農
民
を

独
立
し
た
貢
租
負
担
者
に
積
極
的
に
押
し
た
て
て
い
こ
う
と
し
た
。

　

正
保
四
（
一
六
四
七
）
年
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
三
回
日
の
総
検
地
を
、「
後
竿
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
間
に
家
臣
や
農
民
に

大
い
に
新
田
開
発
を
奨
励
し
た
五
〇
年
間
の
結
果
に
対
処
す
る
も
の
で
、
そ
の
検
地
の
内
容
は
中
竿
と
変
わ
り
が
な
い
。
最
後
の
総
検
地
後

竿
に
よ
っ
て
、
藩
体
制
の
建
設
期
が
ほ
ぼ
終
わ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
、
政
治
行
政
の
機
構
が
整
備
さ
れ
て
、
寛
文
に
至
っ

て
藩
政
が
確
立
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
項
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

後
竿
の
こ
と
を
、
正
保
四
年
に
着
手
し
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
か
二
年
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
慶
安
検
地
と
も
呼
ん
で
い
る
。

最
初
の
検
地

　
　
　
　
　
　
　

最
初
の
検
地

　
　
　
　
　
　
　



246247

こ
の
段
階
で
農
民
か
ら
の
、
労
働
賦
役
の
取
り
た
て
の
し
く
み
が
銀
納
制
に
変
わ
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
親

郷
が
定
め
ら
れ
、
親
郷
が
寄
郷―

支
郷
を
統
制
し
て
い
く
と
い
う
村
落
支
配
の
編
成
が
行
な
わ
れ
、
給
人
の
村
と
蔵
人
の
村
が
行
政
的
に
は

領
主―

代
官
と
い
う
ル
ー
ト
に
一
本
化
さ
れ
て
い
る
。

　

今
日
、
旧
家
な
ど
か
ら
検
地
帳
が
発
見
さ
れ
る
が
、
先
竿
・
中
竿
・
後
竿
の
藩
政
初
期
の
検
地
帳
・
屋
敷
帳
・
図
面
な
ど
は
み
つ
か
っ
て

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
ろ
の
土
地
・
耕
地
の
所
有
関
係
・
耕
作
関
係
や
農
業
規
模
・
村
の
規
模
な
ど
は
、
具
体
的
に
は
分
か
ら
な

い
部
分
が
あ
る
。

　

検
地
に
よ
っ
て
村
高
が
決
ま
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
定
の
基
準
に
従
い
貢
租
（
年
貢
）
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
直
ち
に
領
主
の
名

で
「
黒
印
御
定
書
」
が
村
に
発
布
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
所
領
か
ら
地
代
の
よ
う
な
形
で
徴
集
さ
れ
る
の
が
年
貢
で
あ
る
が
、
秋
田
藩
の
場
合

は
、
米
で
納
め
る
田
畑
の
「
物
成
」
が
年
貢
の
主
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
物
成
の
ほ
か
に
、
わ
ら
・
ぬ
か
・
薪
・
か
や
・
春
や
冬
の
季
節
的

な
人
夫
を
出
す
諸
役
・
普
請
の
人
夫
・
蔵
番
の
人
夫
な
ど
が
、
さ
ら
に
そ
れ
に
付
け
加
わ
っ
て
い
た
。
物
成
の
一
部
は
、
大
豆
・
小
豆
・
食

用
の
胡
麻
油
・
燈
料
の
え
ご
ま
油
で
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
名
と
そ
の
家
臣
団
か
ら
な
る
支
配
階
級
は
、
強
力
な
権
力
に
よ
っ
て
食
料
や
生
活
に
必
要
な
諸
物
資
、
冬
囲
い
や

工
事
な
ど
の
労
働
力
、
馬
の
飼
料
ま
で
農
民
に
納
め
さ
せ
て
生
活
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
年
貢
諸
役
を
決
め
る
検
地
は
、

最
も
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
し
、
百
姓
の
心
配
も
大
き
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
検
地
を
行
な
っ
て
い
く
新
し
い
タ
イ
プ
の
家
臣
（
藩
の
新
官
僚
）
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
戦
国
争
乱
の
山
野
を
か
け
巡
っ
た

武
骨
な
武
士
よ
り
も
、
領
国
を
う
ま
く
経
営
し
、
財
政
の
基
礎
を
拡
大
し
て
い
く
技
術
を
も
っ
た
行
政
官
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ

う
な
創
設
期
・
建
設
期
に
、
義
宣
を
た
す
け
て
藩
体
制
確
立
の
た
め
に
努
力
し
た
有
能
な
家
臣
に
、
渋
江
内
膳
政
光
や
梅
津
憲
忠
・
政
景
兄

弟
が
い
る
。

　

渋
江
政
光
は
、
も
と
荒
川
弥
五
郎
と
い
い
下し
も
つ
け野

小
山
氏
の
牢
人
で
あ
っ
た
が
、
常
陸
で
佐
竹
氏
の
陪
臣
と
な
り
、
義
宣
に
見
出
さ
れ
て
渋

江
氏
の
後
嗣
と
な
っ
て
登
用
さ
れ
て
い
る
。
秋
田
に
移
っ
て
か
ら
、
織
田
氏
の
地じ

か

た方
法
を
ま
ね
た
と
い
わ
れ
る
独
自
の
「
渋
江
検
法
」
と
称

す
る
検
地
技
法
を
確
立
し
た
。
ま
た
、
財
政
実
務
の
手
腕
も
随
一
で
あ
っ
た
。
そ
の
才
腕
を
か
わ
れ
て
、
秋
田
藩
政
創
建
期
の
家
老
と
し
て

登
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
譜
代
衆
の
反
感
が
義
宣
の
親
任
に
比
例
し
て
強
く
、
暗
殺
を
は
か
る
も
の
さ
え
あ
っ
た
。

　

最
も
困
難
な
最
初
の
総
検
地
が
実
施
さ
れ
、
政
光
の
総
指
揮
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。
政
光
は
慶
長
一
〇
（
一
六
〇
五
）
年
の
は
じ
め
ま
で

か
か
っ
て
、
小
野
寺
氏
の
旧
臣
黒
沢
甚
兵
衛
、
常
陸
で
検
地
に
あ
た
っ
て
い
た
牛
丸
兵
左
衛
門
ら
を
ス
タ
ッ
フ
に
し
て
検
地
を
完
成
し
た
。

こ
の
な
か
に
、
実
季
の
旧
臣
岡
本
城
主
の
安
東
兵
部
季
村
も
入
っ
て
い
る
。
政
光
は
、
新
し
い
領
地
に
精
通
し
て
い
る
秋
田
氏
・
小
野
寺
氏

の
旧
臣
を
用
い
て
検
地
を
急
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
の
検
地
で
は
、
久
保
田
周
辺
の
平
野
と
そ
の
北
に
つ
づ
く
湖
東
部
（
潟
東
地

方
）
の
平
地
が
、
特
別
に
重
要
に
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
高
が
半
分
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
佐
竹
氏
に
と
っ
て
は
、
開
田
す
べ
き
部
分
が
多
く

残
っ
て
い
る
平
地
は
魅
力
あ
る
土
地
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
わ
が
五
城
目
の
地
域
は
、
そ
う
し
た
土
地
で
あ
っ
た
。
政
光
は
検
地
に
よ
っ

て
耕
地
面
積
を
調
査
す
る
と
同
時
に
、
開
田
で
き
る
土
地
を
も
調
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
後
の
郷
土
の
開
田
を
み
る

と
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

安
東
季
村
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
単
に
こ
の
地
方
に
く
わ
し
い
秋
田
氏
旧
臣
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
経
済
通
・
算
用
家
と
し
て
秋
田
氏
時

代
に
検
地
や
財
政
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
政
光
が
戦
死
し
た
の
ち
は
、
そ
の
後
の
実
力
者
と
な
っ
た
梅
津
憲
忠
・
政
景
に

経
済
通
と
し
て
仕
え
て
い
る
。
慶
長
一
九
（
一
六
一
四
）
年
、「
中
竿
」
を
は
じ
め
た
と
こ
ろ
で
、政
光
は
大
坂
冬
の
陣
で
戦
死
し
て
し
ま
っ
た
。

　

元
和
四
（
一
六
一
八
）
年
に
な
る
と
、
憲
忠
は
藩
政
全
般
を
、
政
景
は
財
政
の
す
べ
て
を
担
当
す
る
と
い
う
梅
津
政
権
を
現
出
さ
せ
て
い

る
。
政
景
は
寛
永
五
（
一
六
二
八
）
年
江
戸
屋
敷
で
家
老
に
な
る
が
、
そ
の
間
勘
定
奉
行
・
惣
山
奉
行
・
久
保
田
町
奉
行
な
ど
の
要
職
を
兼

ね
て
い
る
。
そ
の
活
躍
と
手
腕
は
、彼
の
書
き
の
こ
し
た
「
梅
津
政
景
日
記
」
に
く
わ
し
い
。
政
景
は
義
宣
の
没
し
た
す
ぐ
あ
と
に
亡
く
な
っ

て
い
る
。
寛
永
一
〇
（
一
六
三
三
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
渋
江
の
田
法
の
立
場
を
書
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
普
通
一
戸
平
均
を
六
人
と
み
て
、
年
貢
を
納
め
た
の
こ
り
か
ら
ひ
と
り
一
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年
一
石
と
み
た
六
人
分
の
雑
費
を
差
引
き
、「
三
年
一
凶
」
と
い
わ
れ
る
安
定
を
欠
く
稲
作
で
も
困
ら
ぬ
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
収
入
の
三

分
の
二
を
生
活
に
、
三
分
の
一
を
郷・
倉・
に
入
れ
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
産
量
の
多
少
に
よ
っ
て
一
定
の
田
地
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
農
家
が
保
て
る
よ
う
に
し
て
永
代
売
買
を
禁
じ
、
入
質
は
一
〇
年
以
下
と
し
、
作
付
け
義
務
を
課
し
て
い
る
。「
渋
江
田
法
」
を
受
け

継
い
だ
藩
官
僚
は
少
な
く
な
い
が
、
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
に
没
し
た
新
田
目
道
茂
が
最
も
有
名
で
あ
る
。

　

検
地
は
、
検・
地・
竿・
と
い
う
一
種
の
物
指
を
用
い
て
一
筆
毎
に
田
畑
の
丈
量
を
す
る
も
の
で
、
一
定
の
長
さ
の
検
地
竿
を
用
い
る
の
は
太

閤
検
地
と
同
様
で
あ
る
。
竿
で
丈
量
す
る
の
で
、
検
地
す
る
こ
と
を
「
竿
入
れ
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

丈
量
に
当
っ
て
は
、
秋
田
藩
の
場
合
方
七
尺
で
一
歩
と
み
て
い
て
、
太
閤
検
地
の
六
尺
三
寸
よ
り
ゆ
る
や
か
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

御
当
家
の
渋
江
政
光
主
慶
長
御
遷
封
の
度
、
民
を
服
さ
し
む
る
の
事
を
計
っ
て
竿
を
六
尺
五
寸
と
な
し
て
民
に
早
く
其
の
竿
延
を
知
ら

し
め
、
此
竿
を
打
に
一
足
運
び
越
し
て
是
を
も
民
に
免
す
事
と
な
し
て
是
を
越
足
の
法
と
言
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（「
田
法
歩
尺
精
弁
」『
秋
田
叢
書
』
十
一
巻
）

　

こ
こ
に
あ
げ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
竿
で
五
寸
、
さ
ら
に
越
足
で
五
寸
を
延
ば
し
て
実
質
七
尺
で
一
間
と
す
る
と
い
う
文
書
や
著
書
が
数
多

く
の
こ
っ
て
い
る
。

　

丈
量
は
一
筆
毎
に
行
な
う
が
、
そ
れ
を
一
筆
毎
に
整
理
し
検
地
帳
に
記
載
す
る
。

　

天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
の
「
秋
田
郡
石
崎
村
新
田
御
検
地
野
帳
」
の
場
合
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

「
下
田
六　十

七

＝
四

三
畝
拾
弐
歩　
　
　

九
蔵
」
と
あ
る
の
は
、
一
筆
の
田
数
四
枚
、
そ
の
た
て
六
間
よ
こ
一
七
間
で
面
積
三
畝
拾
弐
歩
で
あ
る

こ
と
を
示
し
、
面
積
と
名
請
人
の
間
に
は
石
高
が
記
入
さ
れ
て
い
る
が
、
符
箋
で
み
え
な
い
。

　

さ
ら
に
検
地
で
重
要
な
の
は
、
田
位
の
決
定
で
あ
る
。
田
畑
の
生
産
条
件
に
よ
っ
て
、
上
・
中
・
下
・

（
下
の
下
）
の
四
等
級
で
あ
る

が
、
こ
の
外
に
菅
田
・
稗
田
に
区
分
す
る
こ
と
が
ま
れ
に
あ
る
。

　
　

上
田―

住
家
に
近
い
所
、
土
壌
肥
沃
、
日
当
り
よ
く
水
か
か
り
の
よ
い
所
。

　
　

中
田―

土
壌
肥
沃
で
あ
る
が
、
住
家
よ
り
遠
く
、
高
く
ろ
で
日
当
り
や
や
不
足
、
水
枯
れ
の
心
配
が
あ
っ
て
、
上
田
と
認
め
難
い
。

　
　

下
田―

 

土
壌
は
肥
沃
と
い
え
る
が
、
深
田
で
馬
の
使
用
不
可
、
日
当
り
に
障
り
あ
り
、
堤
か
か
り
の
水
思
う
よ
う
に
か
か
ら
な
い
所
、

住
家
よ
り
遠
い
所
。

　
　

田―

谷
地
土
で
ね
ば
り
け
な
く
、
深
田
、
堤
下
、
谷
地
の
中
、
滝
水
か
か
り
、
清
水
か
か
り
の
所
。

　
　

上
畠―

屋
敷
付
近
、
麻
畠
・
大
根
畠
・
煙
草
畠
な
ど
の
所
。

　
　

中
畠―

住
家
に
近
い
が
、
耕
作
に
難
儀
な
所
。

　
　

下
畠―

湿
気
強
く
、
こ
や
し
を
特
に
必
要
と
す
る
所
。

　
　

島―

山
あ
い
、
山
の
上
、
岩
の
上
、
木
の
下
、
水
つ
き
、
石
交
り
、
住
家
に
遠
い
所
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
検
地
秘
伝
集
』）

　

耕
地
の
等
級
が
決
ま
る
と
、そ
れ
に
応
じ
て
一
反
歩
当
り
の
公
定
生
産
高
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
石こ
く
も
り盛

（
斗
代
）
と
い
う
。

田
は
米
で
、
畑
は
作
物
を
米
に
換
算
し
て
表
わ
す
。
石
盛
に
地
積
を
乗
じ
る
と
石
高
が
出
て
く
る
。

　
　

一
反
に
つ
き　

上
田―

分
米
一
石
五
斗　

中
田―

同
一
石
二
斗　

下
田―

同
一
石
、

田―

同
七
斗

　
　

一
畝
に
つ
き　

菅
田―

分
米
七
升　

田―

同
五
升　

藺
田―

同
一
斗
五
升　

苗
代―

同
一
斗
五
升

　
　

一
畝
に
つ
き　

上
畑―

分
米
五
升　

中
畑―

同
四
升　

下
畑―

同
三
升　

畑―

同
二
升　

屋
敷―

同
一
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
御
当
国
御
格
式
検
地
秘
伝
集
』・『
検
地
秘
伝
集
』）

　

し
か
し
、
実
際
に
は
も
っ
と
複
雑
な
計
算
を
し
た
ら
し
く
、
公
定
の
反
当
生
産
高
と
実
高
に
は
か
な
り
の
く
い
ち
が
い
が
あ
り
、
籾
と
玄

米
の
い
ず
れ
で
貢
納
す
る
か
で
も
計
算
に
差
が
生
ず
る
。
貢
納
高
を
ど
の
よ
う
に
算
出
し
た
の
か
は
、
な
か
な
か
は
っ
き
り
し
な
い
。

　

こ
こ
に
、
ま
と
め
て
検
地
の
意
義
と
性
格
を
書
い
て
お
こ
う
。

　
　

先
竿　

佐
竹
氏
入
部
直
後
に
渋
江
政
光
を
奉
行
と
し
て
行
な
っ
た
も
の
で
、慶
長
八（
一
六
〇
三
）年
の
検
地
帳
が
残
っ
て
い
る
。義
宣
の
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制
書
に
「
秋
田
・
仙
北
在
々
百
姓
等
、
常
州
と
相
替
候
。
懇
切
に
仕
り
、
検
地
不
案
内
の
所
を
能
く
申
聞
、
合
点
致
さ
せ
候
て
、
境
目

を
ひ
か
せ
可
申
事
。」
と
あ
っ
て
領
民
の
動
向
に
気
を
配
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
総
検
地
に
よ
っ
て
前
代
諸
領
主
に
よ
っ
て
ま
ち

ま
ち
で
あ
っ
た
の
を
、
佐
竹
氏
独
自
の
検
法
に
よ
っ
て
統
一
す
る
と
と
も
に
、
農
民
と
土
地
と
の
一
体
的
支
配
を
図
る
た
め
に
、
一
部

旧
郷
村
を
分
割
に
よ
る
新
村
を
設
定
す
る
こ
と
を
は
じ
め
て
い
る
。
寛
文
四
年
に
古
老
の
伝
え
る
話
と
し
て
「
本
国
は
義
宣
遷
封
以
前

迄
、
田
租
は
七
つ
八
つ
成
の
免
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
義
宣
は
人
心
収
纜
に
つ
と
め
て
平
均
六
つ
成
の
高
免
を
定
め
、
労
役
な
ど
も

な
る
べ
く
省
略
し
た
」（『
北
羽
発
達
史
』）
と
あ
る
。
し
か
し
、
六
つ
成
は
六
割
の
「
六
公
四
民
」
の
貢
租
で
、
決
し
て
低
い
も
の
で

は
な
い
。

　
　

中
竿　

入
部
後
一
〇
年
、
本
格
的
検
地
を
行
な
っ
た
。
慶
長
一
五
（
一
六
一
〇
）
年
か
ら
一
七
年
ま
で
と
す
る
説
と
、
慶
長
一
八
年
か

ら
元
和
元
（
一
六
一
五
）
年
ま
で
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
県
内
に
残
る
検
地
帳
は
慶
長
一
九
（
一
六
一
四
）
年
の
も
の
が
多
い
。
奉
行

は
渋
江
政
光
で
、
こ
の
と
き
の
検
地
法
を
「
渋
江
検
法
」
と
よ
び
「
御
当
国
御
格
式
検
地
秘
伝
之
書
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。「
漸

く
領
民
が
よ
ろ
こ
ん
で
服
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
渋
江
政
光
六
郡
の
郷
村
を
検
地
し
て
田
の
生
米
を
算
定
し
、
四
六
の
法
を
も
っ

て
分
米
を
定
め
た
」（『
徳
政
夜
話
』）
と
あ
る
の
は
、
藩
サ
イ
ド
の
話
で
に
わ
か
に
信
じ
難
い
。
こ
の
第
二
回
の
総
検
地
で
は
、
先
竿

以
後
に
開
発
さ
れ
た
新
田
も
含
め
て
極
め
て
厳
し
い
調
査
を
す
る
と
と
も
に
、小
農
民
の
自
立
化
を
図
っ
た
。暫
定
的
で
懐
柔
的
で
あ
っ

た
先
竿
の
と
き
よ
り
も
出・
目・
が
あ
る
の
は
当
然
で
、
各
村
と
も
相
当
の
高
が
増
加
し
て
い
る
。

　
　

後
竿　

中
竿
以
後
三
〇
年
、
そ
の
間
開
発
さ
れ
た
新
田
を
含
め
て
、
さ
ら
に
一
層
き
厳
し
く
検
地
す
る
と
と
も
に
小
農
自
立
を
進
め
、

あ
わ
せ
て
地
頭
付
け
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
地じ

か

た方
知
行
制
の
確
立
を
図
っ
た
。
正
保
四
（
一
六
四
七
）
年
、
慶
安
元
（
一
六
四
八
）

年
の
検
地
帳
が
県
内
に
多
く
残
っ
て
い
る
。
入
部
後
五
〇
年
で
佐
竹
検
地
が
完
成
し
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
と
き
の
検
地
役
は
秋
田
郡
で

は
二
〇
組
で
あ
っ
た
。

　
　

新
開
・
起
返
検
地　

一
斉
に
行
な
う
検
地
（
本
検
地
）
で
は
、
村
々
に
本
帳
と
呼
ば
れ
る
検
地
帳
を
つ
く
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
中
竿

以
降
は
新
田
開
発
が
あ
る
た
び
に
随
時
新
開
検
地
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
一
旦
荒
れ
た
所
を
再
び
耕
地
に
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。

そ
の
都
度
、
検
地
帳
が
作
ら
れ
た
。

　
　

打
直
検
地　

生
産
条
件
に
著
し
い
変
動
を
生
じ
た
と
き
、
土
地
の
出
入
り
が
複
雑
に
な
っ
た
り
、
田
位
・
免
の
変
更
が
あ
っ
た
り
し
た

場
合
に
、
平
均
竿
入
れ
と
称
さ
れ
る
打
う
ち
な
お
し直

検
地
を
行
な
っ
た
。
在
来
の
検
地
帳
を
ご
破
算
に
し
て
新
し
く
検
地
帳
が
作
ら
れ
た
。

　

三
回
に
わ
た
る
総
検
地
で
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
先
竿
よ
り
中
竿
で
高
が
増
え
、貢
租
が
重
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。郷
土
の
村
々

の
比
較
で
き
る
検
地
帳
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、
山
田
村
（
昭
和
町
山
田
）
の
例
で
み
よ
う
。

　

山
田
村
は
、
中
竿
に
よ
っ
て
本
田
新
田
あ
わ
せ
て
一
五
九
石
一
斗
四
合
と
な
っ
た
。
上
田
六
五
石
六
斗
四
升
、
中
田
六
〇
石
一
斗
八
升
二

合
、
あ
と
わ
ず
か
の
下
田
二
四
石
二
斗
、

田
五
石
八
斗
九
升
四
合
の
内
訳
と
な
っ
て
い
る
。「
過
分
の
上
田
が
ち
ニ
而

百
姓
つ
ふ
れ
」「
百
姓

す
り
き
り
迷
惑
申
」
と
い
う
村
の
文
書
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。「
す
り
き
り
」「
す
り
き
り
人
」
と
い
う
こ
と
ば
は
「
政
景
日
記
」
に
も
み
え

る
が
、
貧
乏
と
か
貧
乏
人
と
か
い
う
意
味
で
、
も
と
も
と
百
姓
が
つ
か
っ
て
い
た
き
わ
め
て
感
覚
的
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
か
す
め
と
ら
れ
、

磨
滅
し
て
、
す
り
切
れ
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
ば
に
、
農
民
の
怨
嗟
の
声
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
地
名
が
示
す

よ
う
な
山
の
間
に
ひ
っ
こ
ん
だ
村
の
田
が
、
大
半
上
田
だ
と
い
う
こ
と
は
ど
う
考
え
て
も
無
理
で
あ
る
。
面
積
を
多
く
し
て
出
目
を
増
や
そ

う
と
し
た
ば
か
り
か
、
田
位
ま
で
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
後
半
で
は
、
上
田
八
〇
石
二
斗
、
中
田
五
四
石
二
斗
四
升
、
下
田
三
三
石
七
斗
三
升
七
合
、

田
一
二
石
二
斗
七
升
三
合
、
上
畠

四
斗
一
升
二
合
、
中
畠
九
斗
四
合
、
下
畠
八
斗
六
合
、

畠
三
斗
六
合
、
屋
敷
一
石
七
斗
一
升
三
合
、
あ
わ
せ
て
一
八
四
石
五
斗
九
升
一
合

で
あ
る
。
中
竿
か
ら
新
田
開
発
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
農
民
に
と
っ
て
は
「
弥い
よ
い
よ々

百
姓
す
り
き
り
迷
惑
申
事
、
先
御
竿
（
中
竿
の

こ
と
）
ニ
過
分
之
上
田
が
ち
に
て
百
姓
つ
ふ
れ
、
過
分
ニ
人
う
り
申
所
ニ
、
新
御
竿
（
後
竿
の
こ
と
）
ニ
如
此
之
上
田
が
ニ
て
百
姓
つ
ふ
れ

ほ
う
（
亡
）
所
仕
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。（『
秋
田
県
史
』
第
二
巻
）

　

そ
し
て
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
名
請
人
・
屋
敷
持
ち
が
多
く
な
り
、
無
屋
敷
・
分
付
記
載
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
き
な
高
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持
百
姓
が
増
え
た
の
で
は
な
く
、
小
農
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
高
の
百
姓
と
し
て
高
持
の
と
こ
ろ
に
誰
そ
れ
分
な
ど
と
記
載
さ

れ
て
い
て
貢
租
負
担
が
あ
い
ま
い
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、確
実
な
年
貢
納
入
の
単
位
に
組
み
入
れ
て
い
こ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
は
、
後
竿
の
大
川
村
の
検
地
野
帳
の
一
例
で
あ
る
。

　
　

出
羽
国
秋
田
之
内
大
川
村
御
検
地
野
帳

　
　

石
田　

い
か
り
沖　

面
柳　

田
谷
そ
へ　

野
そ
へ　

と
と
め
き　

内
面　

そ
た
け
田　

下
潟
田　

下
嶋
田　

う
つ
む
け　

伊
勢
堂
前　

小
樋　

大
槻　

赤
沼　

中
野　

ひ
ゐ
田
尻　

三
か
ら
関　

川
原　

後
野　

中
島　

小
中
島

　
　

一
、
上
田　

五
町
弐
反
四
畝
四
歩　

分
米
七
拾
八
石
六
斗
二
升

　
　

一
、
中
田　

五
町
弐
反
二
畝
拾
歩　

同　

六
拾
七
石
九
斗
三
合

　
　

一
、
下
田　

七
町
弐
反
七
畝
拾
六
歩　

同　

七
拾
二
石
六
斗
一
升
一
合

　
　

一
、

田　

拾
町
壱
反
七
畝
九
歩　

同　

七
拾
二
石
二
斗
一
升
一
合

　
　

一
、
中
畠　

七
反
六
畝
弐
拾
参
歩　

同　

一
石
七
斗
一
合

　
　

一
、
下
畠　

参
町
五
反
七
畝
四
歩　

同　

拾
石
七
斗
一
升
四
合

　
　

一
、

畠　

参
町
参
反
七
畝
拾
七
歩　

同　

六
石
七
斗
五
升
五
合

　
　

一
、
屋
敷　

八
畝
拾
歩　

同　

八
斗
三
升
五
合

　
　
　

田
畑
屋
敷
合　

参
拾
五
町
七
反
壱
畝
参
歩

　
　
　

分
米
合　

参
百
拾
参
石
八
斗
五
升
五
合

　
　
　
　

内

　
　
　

百
七
拾
九
石
五
斗
七
升
六
合　
　

本
田

　
　
　

百
参
拾
弐
石
弐
斗
七
升
九
合　
　

本
田
並

　
　
　

免
六
ツ
成

　
　
　
　

内

　
　
　

弐
拾
六
石
八
斗
九
升
六
合　
　
　

御
蔵
分

　
　
　

八
拾
五
石
四
斗
弐
升
七
合　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

内　

六
升
五
合
畝
違
調
丈　

享
保
拾
四
酉
年
よ
り
出
高
の
分

　
　

同
免　

拾
九
石
九
斗
五
升
六
合　

本
田
代
給
合
残
高　

八
拾
五
石
壱
斗
壱
合

　
　
　

天
保
四
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塩　

又
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
介
川
弥
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秦
杢
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
宮
三
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
野
彦
右
衛
門

　

藩
の
も
つ
広
範
か
つ
強
力
な
支
配
権
お
よ
び
所
領
は
、
そ
の
領
国
の
米
の
公
定
生
産
高
で
あ
る
石
高
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
を

「
表
高
」
と
呼
ぶ
。
所
領
と
支
配
権
の
程
度
を
あ
ら
わ
す
と
と
も
に
、
幕
府
に
対
す
る
忠
誠
の
義
務
で
あ
る
軍
役
の
標
準
で
あ
り
、
大
名
と

藩
の
格
式
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
度
定
め
ら
れ
た
格
式
は
、
そ
の
領
国
で
は
一
般
的
に
い
っ
て
変
更
は
な
か
っ
た
。
秋

田
藩
の
表
高
は
、
最
終
的
に
二
〇
万
石
と
さ
れ
江
戸
時
代
が
終
わ
る
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
表
高
に
対
し
、
実
高
は
新
田
開
発
や
田

位
の
く
り
あ
げ
な
ど
に
よ
っ
て
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
際
の
石
高
を
「
内
高
」
と
い
う
。
内
高
は
検
地
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
な
る
も
の
で
、
一
九
世
紀
中
ご
ろ
の
藩
政
末
期
に
は
表
高
の
二
倍
を
こ
え
て
い
た
。
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検
地
が
お
わ
る
と
村
を
単
位
と
し
て
貢
租
の
村
高
を
決
定
し
て
、
令
書
を
出
す
。
領
主
の
黒
印
を
捺
し
て
あ
る
の
で
「
黒

印
御
定
書
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
正
式
に
は
「
物
成
並
諸
役
相
定
条
々
」「
諸
役
相
定
条
々
」
と
い
う
の
が
そ
の
タ
イ
ト

遣
者
壱
人
一
日
ニ
付
壱
升
五
合
つ
ゝ
禰
ん
く
可
引
合
事

　
　

一
伝
馬
之
事
、
高
百
石
ニ
付
一
年
ニ
卅
疋
、
此
扶
持
分
一
日
壱
人
ニ
付
米
弐
升
、
但
口
付
共
年
貢
可
引
合
事

　
　

一
わ
ら
草
之
事
、
高
百
石
ニ
付
十
月
よ
り
三
月
ま
て
六
月
ニ
廿
四
表
百
姓
可
出
之
事

　
　

一
ぬ
か
の
事
、
高
百
石
ニ
付
一
年
ニ
三
十
俵
、
但
五
斗
入
ニ
て
百
姓
可
出
之
事

　
　

一
詰
め
夫
之
事
、
高
千
石
ニ
壱
人
宛
、
ふ
ち
か
た
壱
人
一
日
ニ
付
壱
升
つ
ゝ
禰
ん
く
可
引
合
事

　
　

一
升
之
事
、
公
儀

下
候
は
ん
の
升
ニ
て
可
斗
、
但
と
か
き
之
上
給
人
少
も
非
分
於
有
之
ハ
可
致
訴
訟
事

　
　

一
口
米
之
事
、
物
成
壱
石
ニ
付
弐
升
つ
ゝ
可
出
事

　
　

一
礼
銭
之
事
、
百
姓
可
為
思
寄
次
第
事
、
も
し
さ
い
そ
く
候
共
不
思
寄
所
者
出
間
敷
事

　
　

一
小
物
成
山
川
野
役
右
如
相
定
公
儀
へ
可
差
上
事

　
　

一
肝
煎
諸
役
不
可
有
之
事

　
　

一
肝
煎
人
仕
一
年
壱
人
ニ
付
四
月
宛
の
事

　
　
　
　

慶
長
拾
年

　
　
　
　
　
　
　

八
月
廿
日

　

は
じ
め
に
村
高
と
免
を
示
し
、
次
の
行
に
物
成
分
を
示
す
。
さ
ら
に
諸
役
と
し
て
、
人
足
・
伝
馬
・
詰
夫
の
労
働
力
、
馬
の
飼
料
と
し
て

の
わ・
ら・
草
・
ぬ
か
な
ど
の
夫
役
が
、
高
に
対
し
て
割
り
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
貢
納
外
に
、
小
物
成
・
川
山
野
役
・
肝
煎
免
・
肝
煎

人
仕
の
規
定
が
あ
る
が
、
小
物
成
な
ど
の
と
こ
ろ
は
「
右
如
相
定
」
と
あ
り
、
そ
の
右
如
の
部
分
の
条
項
は
な
い
。
別
に
文
書
で
指
示
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
代
官
・
地
頭
へ
の
礼
銭
の
こ
と
ま
で
一
条
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
役
職
の
も
の
が
村
へ
や
っ
て
く

る
と
、
な
に
が
し
か
の
「
袖
の
下
」
を
出
す
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
が
、
御
定
書
に
こ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
と
そ
れ
も
公
認
の

黒
印
御
定
書

　
　
　
　
　
　
　

黒
印
御
定
書

　
　
　
　
　
　
　

（黒印）

ル
で
あ
る
。

　

「
物
成
並
諸
役
」
と
あ
る
方
は
蔵
分
の
村
、「
諸
役
」
と
あ
る
方
は
給
分
の
村
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

先
竿
の
黒
印
御
定
書
は
、
慶
長
一
〇
年
八
月
二
〇
日
付
の
蔵
分
の
村
の
も
の
四
通
、
同
じ
日
付
の
給
分

の
村
の
も
の
五
通
し
か
県
内
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
通
に
馬
場
目
字
寺
庭
の
石
井
百
合
子
氏

蔵
の
「
馬
場
ノ
目
諸
役
相
定
条
々
」
が
あ
る
。
そ
の
後
に
出
さ
れ
た
も
の
に
は
、慶
長
一
九
（
一
六
一
四
）

年
・
元
和
元
（
一
六
一
五
）
年
・
寛
文
一
〇
（
一
六
七
〇
）
年
・
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
・
宝
永
二
（
一
七

〇
五
）
年
・
正
徳
二
（
一
七
二
一
）
年
・
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
の
も
の
が
あ
る
が
、
江
戸
時
代
中

期
の
宝
永
二
年
の
御
定
書
（
物
成
並
諸
役
相
定
條
々
）
が
町
内
で
は
多
く
保
存
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
い

ず
れ
も
が
町
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
列
記
し
て
お
く
。
野
田
村
（
町
教
委
所
有
）・
高

崎
村
（
同
前
）・
山
内
村
（
大
石
喜
郎
所
有
）・
槐
村
（
武
田
二
記
治
所
有
）・
谷
地
中
村
（
佐
藤
久
兵

衛
所
有
）。

　

町
指
定
文
化
財
の
第
一
号
（
昭
和
五
〇
年
）
と
な
っ
て
い
る
、
藩
最
初
の
黒
印
御
定
書
の
全
文
を
か

か
げ
て
お
く
。

　
　
　
　

馬
場
ノ
目
諸
役
相
定
條
々

　
　

一
高
七
百
弐
拾
壱
石
四
升　

六
ツ
五
分
成

　
　
　

納
四
百
六
拾
八
石
□
斗
七
升
六
合

　
　

一
人
足
仕
之
事
、
物
成
百
石
ニ
付
年
中
百
人
ま
て
者
ふ
ち
か
た
五
合
宛
に
て
可
召
仕
、
其
上
の
人

黒印御定書（慶長 10年・馬場目村）
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こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
武
士
の
な
か
に
は
堂
々
と
礼
銭
を
催
促
す
る
も
の
ま
で
い
た
こ
と
が
、
こ
の
条
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

　

ざ
っ
と
読
ん
だ
だ
け
で
も
六
五
％
の
高
い
年
貢
で
あ
り
、
そ
れ
に
口
米
が
目
減
り
分
と
し
て
付
加
税
の
形
で
と
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
給
分
の
村
と
蔵
分
の
村
で
は
、
詰
夫
・
人
足
仕
・
伝
馬
・
わ
ら
草
・
ぬ
か
・
肝
煎
人
仕
に
つ
い
て
違
い
が
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も

給
分
の
村
の
方
が
重
い
と
、
ひ
と
口
に
は
い
え
な
い
が
、
不
利
に
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
給
分
の
村
に
な
い
の
は
、
代
官
人
足
仕
だ
け

で
あ
る
。
蔵
分
の
村
の
物
成
の
次
に
こ
と
わ
っ
て
あ
る
「
水
損
干
損
其
節
は
可
為
見
聞
次
第
事
」
と
い
う
毛
引
の
但
書
が
、
給
分
の
村
に
は

な
い
。
蔵
分
と
い
う
の
は
、
領
主
佐
竹
氏
が
直
接
領
有
す
る
と
こ
ろ
を
い
い
、
家
臣
団

に
分
給
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
給
分
と
い
う
。
先
竿
・
中
竿
の
段
階
ま
で
は
、村
単
位
で
あ
っ

た
こ
と
な
ど
、
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

後
竿
で
本
田
に
対
し
て
も
地
頭
付
け
が
実
施
さ
れ
て
、
給
分
の
村
に
も
蔵
分
が
設
定

さ
れ
た
り
、
相
給
関
係
が
入
り
組
ん
だ
り
し
、
明
和
七
（
一
七
七
〇
）
年
に
な
る
と
、

相
給
関
係
は
農
民
個
々
の
持
高
に
及
び
、
一
人
の
百
姓
に
数
人
か
ら
十
数
人
の
給
人
の

ほ
か
に
、
と
き
に
は
蔵
分
ま
で
持
ち
、
収
取
・
支
配
の
関
係
が
極
端
に
複
雑
錯
綜
し
た

も
の
に
な
っ
て
き
た
。

　

寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
ご
ろ
は
領
内
全
体
の
蔵
分
率
は
約
二
九
％
と
な
っ
て
い
る
。

五
城
目
地
域
で
み
る
と
、
八
郎
潟
沿
岸
羽
州
街
道
沿
い
は
、
蔵
分
が
多
く
な
る
の
に
対

し
、
そ
の
背
後
の
低
地
は
給
分
が
多
く
な
り
、
山
麓
と
沢
目
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
給
分

と
な
る
と
い
う
色
分
け
に
な
る
。

　

黒
印
御
定
書
に
記
載
さ
れ
た
年
貢
を
負
担
す
る
農
民
は
、
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
農

民
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
農
民
は
、
家
に
血
縁
の
家
族
を
も
ち
、
隷
属
農
民
を
し
た
が

え
た
手
作
地
主
で
、こ
れ
を
本
百
姓
と
呼
ん
で
い
る
。

手
作
地
主
の
も
と
で
直
接
耕
作
を
し
て
い
る
小
百
姓

を
独
立
さ
せ
、
田
畑
を
荒
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な

が
ら
、
年
貢
を
負
担
す
る
も
の
を
増
や
し
、
こ
れ
を

確
保
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
、
一
七
世
紀
末
ご
ろ

か
ら
一
八
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
藩
農
政
の
一
つ
の

重
点
で
あ
っ
た
。
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
本
百
姓

が
増
加
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
地
主
は
名

子
・
下
人
の
小
農
を
分
家
と
し
て
独
立
さ
せ
た
訳
で

あ
る

　

小
農
の
分
家
は
一
八
世
紀
の
享
保
年
間
に
は
じ
ま

る
が
、
こ
れ
は
血
縁
分
家
で
は
な
い
。
今
日
で
は
、

血
縁
か
非
血
縁
か
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
い

ず
れ
に
し
ろ
こ
の
時
代
は
、
ど
ん
な
分
家
で
あ
れ
本
家
を
中
核
と
し
た
血
縁
的
同
族
団
と
し
て
結
び
つ
き
、
農
作
業
に
お
い
て
も
共
同
体
と

し
て
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
た
。
今
日
「
ま
き
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
が
、
そ
の
共
同
体
で
あ
る
。

　

さ
き
に
掲
げ
た
黒
印
御
定
書
は
、
領
内
最
初
の
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
も
っ
と
後
の
御
定
書
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　

秋
田
郡

　
　
　

高
崎
村
物
成
並
諸
役
相
定
條
々

　
　

免
六
ツ
七
歩
成

種 別

物 成

　 口 米

わ ら

ぬ か

ま き

か や

雪垣人足
五 斗 米

合 計

諸

役

数 量 扶持米引 銀 納

米　６石

米１斗２升　

13把

１石５斗

１釜

1,000 把

米　５斗

米６石６斗２升

人足　（不定）

１斗５升

５升

５升

６匁５分

１匁５分

18匁

６匁

６匁

米２斗５升 銀 38 匁

（注）『御金蔵御定法書』（『秋田叢書』第 11巻）による。

蔵分百姓負担

（当高 10石について）

種 別

物 成

　 口 米

わ ら

ぬ か

雪垣人足

春垣人足

詰 夫

詰 馬

五 斗 米

合 計

諸

役

数 量 扶持米引 銀 納

米　６石

米　１斗２升

13把

１石５斗

４人

３人

3.6 人

３疋（口付トモ）

米　５　斗

米６石６斗２升

人足　23.6 人

馬　３疋

わら・ぬか

米４升

米３升

６匁５分

１匁５分

６匁

５匁

１匁８分

３匁

米　２斗 銀 47匁８分

（注）ただし、黒印御定書の規定と次の点が異なる。
　　・入用次第の人足 3.6 人を詰夫としていること。
　　・伝馬を詰馬とし、扶持米引なしとしていること。
　　　　　　　　　　　　　　　　（『八郎潟の研究』）

給分百姓負担

（当高 10石について）

ま き

か や

米９升

米４升

18匁

６匁

１釜

1,000 把

（ ）
（ ）

（ ）又ハ人足（ ）（ ）　　９人（ ）
（ ）又ハ人（ ）（ ）足９人（ ）
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高
弐
百
九
拾
石
三
斗
三
升
九
合　

本
田

　
　
　

同
免

　
　
　

同
七
斗
九
升　
　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
五
ツ
弐
歩
成

　
　
　

同
六
拾
壱
石
六
斗
三
升
三
合　
　

新
田

　
　

同
四
ツ
成

　
　
　

同
三
拾
九
石
九
斗
九
升
三
合　
　

新
田

　
　

同
三
ツ
成

　
　
　

同
壱
石
三
斗
四
升
弐
合　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
四
百
五
石
八
斗
四
升
弐
合

　
　
　

此
物
成
弐
百
四
拾
参
石
五
斗
五
合

　
　
　
　

但
水
損
干
損
其
年
之
見
分
次
第
た
る
べ
し

　
　

一
六
ツ
成
高
百
石
ニ
付
物
成
六
拾
石
宛
、
蔵
入
、
給
分
共
百
姓
可
納
之
事

　
　

一
升
者
判
之
舛
に
て
可
斗
之
、
若
非
分
ニ
斗
取
者
於
有
之
者
急
度
可
致
披
露
事

　
　

一
口
米
之
儀
物
成
六
捨
石
ニ
付
米
壱
石
弐
斗
宛
可
出
之
事

　
　

一
藁
草
者
物
成
六
拾
石
ニ
付
六
尺
結
縄
に
て
百
三
拾
丸
可
出
之
、
藁
之
本
を
打
違
、
両
方
揃
、
中
を
六
尺
丸
ニ
可
致
之
事

　
　

一
糠
者
物
成
六
拾
石
ニ
付
五
斗
入
三
拾
俵
宛
可
出
之
事

　
　

一
蔵
入
之
村
人
足
入
次
第
可
出
之
、
扶
持
方
者
壱
人
壱
日
ニ
付
判
之
舛
に
て
壱
升
五
合
宛
年
貢
納
候
時
之
勘
定
に
可
引
合
、
竈
木
夏
萱

雪
垣
等
之
人
足
扶
持
方
も
可
為
右
同
前
事

　
　

一
給
分
之
村
六
ツ
成
高
百
石
ニ
付
壱
ヶ
年
に
入
足
弐
百
三
拾
六
人
可
出
之
、
扶
持
方
ハ
壱
人
壱
日
ニ
付
判
之
舛
に
て
壱
升
宛
可
取
之
、

内
弐
百
人
者
春
垣
夏
萱
雪
垣
竈
木
之
分
也
、
同
三
拾
六
人
者
入
用
次
第
可
勤
之
事

　
　

一
蔵
入
之
村
馬
入
次
第
可
出
之
、
壱
疋
ニ
口
付
壱
人
、
此
扶
持
方
判
之
舛
に
て
米
弐
升
宛
年
貢
納
候
時
之
勘
定
に
可
引
合
事

　
　

一
給
分
之
村
六
つ
成
高
百
石
に
付
壱
ヶ
年
ニ
馬
三
拾
疋
宛
可
出
之
、
但
壱
疋
に
付
口
付
壱
人
此
扶
持
方
判
之
舛
に
て
米
弐
升
宛
可
取
之

事

　
　

一
蔵
入
之
村
六
つ
成
高
千
石
ニ
付
詰
夫
壱
人
宛
可
出
之
事

　
　

一
給
分
之
村
其
給
人
江
戸
詰
之
時
者
六
ツ
成
高
百
石
ニ
付
江
戸
夫
壱
人
宛
可
相
勤
、
道
中
江
戸
逗
留
中
給
人
致
扶
持
之
外
壱
ヶ
年
ニ
付

判
之
舛
に
て
米
五
石
宛
、
半
年
詰
者
米
弐
石
五
斗
可
請
取
之
事

　
　

一
蔵
入
之
村
人
足
仕
、
六
ツ
成
高
百
石
ニ
付
壱
ヶ
年
ニ
三
拾
人
宛
可
召
仕
之
事

　
　

一
蔵
入
之
村
肝
煎
免
、
物
成
米
百
石
ニ
付
弐
石
、
弐
百
石
ニ
付
三
石
、
其
上
之
高
ハ
百
石
ニ
五
斗
宛
之
算
用
ニ
蔵

肝
煎
取
之
、
物
成

皆
済
之
時
分
勘
定
ニ
可
引
合
事

　
　

一
壱
郷
之
肝
煎
支
配
之
百
姓
家
壱
軒
ニ
付
壱
ヶ
年
ニ
人
足
四
人
宛
可
召
仕
之
事

　
　

一
壱
郷
ニ
新
田
之
肝
煎
於
有
之
者
、
支
配
之
新
田
百
姓
家
壱
軒
ニ
付
壱
ヶ
年
ニ
人
足
四
人
宛
新
田
之
肝
煎
可
召
仕
之
、
本
田
之
肝
煎
壱

郷
新
田
之
百
姓
家
壱
軒
ニ
付
壱
ヶ
年
ニ
人
足
弐
人
宛
可
召
仕
之
、
本
田
作
候
百
姓
新
田
を
も
作
候
は
ば
家
壱
軒
ニ
付
壱
ヶ
年
ニ
人
足

四
人
宛
本
田
肝
煎
仕
之
、
新
田
肝
煎
者
人
足
弐
人
宛
可
召
仕
之
事

　
　

一
蔵
入
之
村
給
分
之
村
共
ニ
壱
郷
之
肝
煎
作
候
高
六
ツ
成
弐
拾
石
迄
者
夫
・
伝
馬
・
人
足
不
出
之
、
肝
煎
弐
拾
石
高
之
分
者
百
姓
可
勤

之
、
弐
拾
石

上
作
候
は
ば
過
分
者
何
程
に
て
も
肝
煎
可
勤
之
事

　
　

一
山
川
野
役
如
相
定
之
蔵
へ
可
納
之
事

　
　

一
蔵
入
之
本
田
新
田
関
堤
普
請
壱
村
之
内
に
て
も
自
分
之
田
へ
不
掛
水
な
り
と
も
壱
村
之
百
姓
無
残
人
足
出
し
可
勤
之
、
但
給
人
之
新
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田
は
正
保
慶
安
年
中
平
均
之
竿
入
候
分
者
本
田
可
為
同
前
、
其
以
後
之
開
ハ
右
水
掛
り
之
田
作
候
百
姓
は
か
り
人
足
可
出
之
事

　
　

一
蔵
入
之
村
給
分
之
村
共
ニ
欠
落
百
姓
於
有
之
ハ
当
物
成
小
役
共
壱
郷
之
百
姓
可
致
皆
納
、
附
て
跡
田
地
作
人
有
之
ま
て
は
壱
郷
之
者

作
之
荒
間
敷
事

　
　

一
蔵
人
之
本
田
開
之
水
に
て
延
宝
弐
寅
之
年
よ
り
以
来
給
人
新
田
致
候
分
者
蔵
入
ニ
竿
入
之
事

　
　

一
蔵
入
之
本
田
開
之
堰
江
給
人
新
田
之
水
を
加
取
候
儀
停
止
之
事

　
　

一
地
頭
代
官
江
礼
銭
之
儀
、
百
姓
可
為
存
寄
次
第
事

　
　

一
跡
々
よ
り
如
申
付
在
々
所
々
之
百
姓
奢
た
る
儀
不
仕
、
農
業
を
専
に
い
た
し
進
退
持
立
て
候
様
に
常
々
心
か
け
、
諸
事
不
可
致
油
断

事

　
　

一
領
分
中
百
姓
返
之
儀
、
検
地
之
時
有
付
候
帳
面
次
第
た
る
べ
し

　
　
　

但
地
頭
代
官

暇
為
取
候
百
姓
者
可
為
各
別
事

　
　

一
蔵
人
之
村
代
官
之
者
給
分
之
地
頭
并
在
々
公
用
勤
候
者
非
分
之
儀
於
有
之
者
急
度
可
致
披
露
事

　
　

一
不
孝
之
百
姓
於
有
之
者
可
処
罪
科
事

　
　

一
従
先
年
如
申
付
肝
煎
百
姓
不
応
其
身
ニ
屋
作
不
可
致
之
、
但
街
道
筋
之
家
人
宿
仕
者
は
可
為
各
別
事

　
　

一
百
姓
衣
類
江
戸

御
法
度
書
之
通
可
致
事

　
　

一
勧
進
相
撲
あ
や
津
里
等
之
芝
居
之
者
、
在
々
所
々
ニ
一
切
不
可
留
置
事

　
　

一
神
事
祭
礼
或
は
葬
礼
年
忌
之
仏
事
、
或
は
娶
取
聟
取
諸
事
之
祝
儀
等
ニ
至
迄
、
百
姓
に
不
似
合
結
構
不
可
致
之
事

　
　

一
往
還
之
旅
人
に
不
可
致
慮
外
、
夫
伝
馬
無
滞
出
之
、
駄
賃
・
木
賃
如
制
札
可
取
之
事

　
　

右
条
々
可
相
守
之
者
也

　
　
　
　

宝
永
二
年
酉
十
一
月　

日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
印

　
　
　

秋
田
郡
槐
新
田
村
物
成
并
諸
役
相
定
條
々

　
　

免
五
ツ
弐
分

　
　
　

高
拾
七
石
四
斗
弐
升
弐
合　
　
　

新
田

　
　

同
四
ツ

　
　
　

同
三
拾
六
石
四
斗
七
合　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
三
拾
九
石
三
斗
七
升

　
　
　
　
　

此
物
成
弐
拾
三
石
六
斗
弐
升
弐
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

　
　
　

秋
田
郡
館
越
村
物
成
并
諸
役
相
定
條
々

　
　

免
六
つ
弐
分
成

　
　
　

高
百
八
石
六
斗
九
升
六
合　
　
　

本
田

　
　

同
免

　
　
　

同
弐
拾
壱
石
四
斗
九
升
九
合　
　

新
田

　
　

同
四
つ
成

　
　
　

同
三
拾
四
石
三
斗
弐
升
弐
合　
　

新
田

　
　

当
高
〆
百
五
拾
七
石
四
斗
壱
升
六
合

　
　
　
　
　

此
物
成
九
拾
四
石
四
斗
五
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

　
　
　

秋
田
郡
湯
野
亦
村
物
成
并
諸
役
相
定
條
々

　
　

免
五
つ
五
分
成

　
　
　

高
百
五
拾
八
石
九
斗
七
升
八
合　

本
田

　
　

同
免

　
　
　

同
六
拾
八
石
七
斗
八
升
六
合　
　

新
田

　
　

当
高
〆
弐
百
八
石
七
斗
八
升
四
合

　
　
　
　

此
物
成
百
弐
拾
五
石
弐
斗
七
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

　
　
　

秋
田
郡
黒
土
村
物
成
并
諸
役
相
定
之
事

　
　

免
五
ツ
五
分
成

　
　
　

高
六
拾
石
四
斗
七
升
四
合　
　
　

本
田

　
　

同
免

　
　
　

同
弐
拾
四
石
壱
斗
七
合　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
ツ
五
分
成

　
　
　

同
五
石
六
斗
九
升
三
合　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
八
拾
壱
石
八
斗
三
合

　
　
　
　

此
物
成
四
拾
九
石
八
升
弐
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）



262263

　
　
　

秋
田
郡
石
崎
村
物
成
并
諸
役
相
定
條
々

　
　

免
五
ツ
成

　
　
　

高
九
拾
石
三
斗
四
合　
　
　
　
　

本
田

　
　

同
免

　
　
　

同
四
拾
石
三
斗　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
ツ
成

　
　
　

同
弐
拾
壱
石
四
斗
七
升
四
合　
　

新
田

　
　

当
高
〆
百
弐
拾
三
石
弐
斗
弐
升
三
合

　
　
　
　

此
物
成
七
拾
石
九
斗
三
升
四
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

　
　
　

秋
田
郡
樋
口
古
江
村
物
成
并
諸
役
相
定
條
々

　
　

免
六
ツ
五
分
成

　
　
　

高
三
百
九
石
四
斗
三
升
六
合　
　
　

本
田

　
　

同
五
ツ
三
分
成

　
　
　

同
百
五
拾
壱
石
五
斗
九
升
七
合　
　

新
田

　
　

同
五
ツ
成

　
　
　

同
弐
百
弐
拾
壱
石
八
斗
壱
升
壱
分　

新
田

　
　

同
四
ツ
五
歩
成

　
　
　

同
七
拾
三
石
弐
斗
弐
升
九
合　
　
　

新
田

　
　

同
五
つ
成

　
　
　

同
七
拾
三
石
八
斗
弐
合　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
つ
七
分
成

　
　
　

同
三
石
九
斗
七
升　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
つ
成

　
　
　

同
弐
拾
弐
石
七
斗
七
合　
　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
百
八
拾
六
石
五
升
四
合

　
　
　
　

此
物
成
百
拾
壱
石
六
斗
三
升
弐
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

　
　
　

秋
田
郡
大
川
村
物
成
并
諸
役
相
定
條
々

　
　

免
六
つ
成

　
　
　

高
百
七
拾
三
石
八
斗
三
升
八
合　
　

本
田

　
　

同
免

　
　
　

同
二
拾
八
石
壱
斗
六
升
弐
合　
　
　

新
田

　
　

同
五
つ
成

　
　
　

同
百
四
石
七
斗
弐
合　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
つ
五
分
成

　
　
　

同
百
拾
石
壱
斗
四
升　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
つ
二
分
成

　
　
　

同
五
拾
壱
石
七
斗
八
升
九
合　
　
　

新
田

　
　

同
四
つ
成

　
　
　

同
拾
七
石
壱
斗
九
合　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
四
百
拾
九
石
五
斗
壱
升
四
合

　
　
　
　

此
物
成
弐
百
五
拾
壱
石
七
斗
八
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

　
　
　

秋
田
郡
西
野
村
物
成
并
諸
役
相
定
條
々

　
　

免
五
つ
三
分
成

　
　
　

高
百
拾
弐
石
四
斗
七
升
四
合　
　
　

本
田

　
　

同
免

　
　
　

同
四
百
八
拾
三
石
七
斗
九
升
六
合　

新
田

　
　

同
四
つ
三
分
成

　
　
　

同
拾
四
石
七
斗
四
升
壱
合　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
五
百
四
拾
六
石
壱
斗
壱
合

　
　
　
　

此
物
成
三
百
弐
拾
七
石
六
斗
六
升
壱
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

　
　
　

秋
田
郡
浅
見
内
村
物
成
并
諸
役
相
定
條
々

　
　

免
六
ツ
成

　
　
　

高
弐
百
拾
三
石
壱
斗
五
升
三
合　

本
田

　
　

同
免

　
　
　

同
六
拾
壱
石
三
斗
三
升
六
合　
　

新
田

　
　

同
五
ツ
成

　
　
　

同
五
石
七
斗
四
升
三
合　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
ツ
成

　
　
　

同
四
拾
五
石
弐
斗
五
升
八
合　
　

新
田

　
　

同
三
ツ
三
分
成

　
　
　

同
八
石
三
斗
壱
升　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
三
百
拾
四
石
弐
斗
九
升
五
合

　
　
　
　

此
物
成
百
八
拾
八
石
五
斗
七
升
七
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

　
　
　

秋
田
郡
富
田
村
物
成
并
諸
役
相
定
條
々

　
　

免
五
ツ
七
分
成

　
　
　

高
三
拾
八
石
六
斗
六
升
九
合　
　
　

本
田

　
　

同
免
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秋
田
郡
五
十
目
村
物
成
並
諸
役
相
定
條
々

　
　

免
六
ツ
八
歩
成

　
　
　

高
三
百
五
拾
壱
石
五
斗
六
升　
　

本
田

　
　

同
六
つ
成

　
　
　

同
拾
四
石
九
斗
六
升
三
合　
　
　

新
田

　
　

同
五
つ
成

　
　
　

同
弐
拾
壱
石
七
升
七
合　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
合
四
百
三
拾
石
九
斗
六
升
弐
合

　
　
　
　

此
物
成
弐
百
五
拾
八
石
五
斗
七
升
七
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

　
　
　

同
壱
石
三
斗
九
升　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
ツ
三
分
成

　
　
　

同
四
拾
壱
石
三
斗
七
升
三
合　
　
　

新
田

　
　

同
四
ツ
成

　
　
　

同
弐
石
八
斗
三
升
弐
合　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
三
ツ
三
歩
成

　
　
　

同
九
斗
五
升
七
合　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
六
百
八
拾
七
石
弐
升
三
合

　
　
　
　

此
物
成
四
百
拾
弐
石
弐
斗
壱
升
四
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

　

五
城
目
町
内
に
保
存
さ
れ
伝
え
ら
れ
る
黒
印
御
定
書
を
な
ら
べ
た
が
、高
崎
村
以
下
の
も
の
は
五
十
目
村
の
も
の
を
除
き
、宝
永
二
（
一
七

〇
五
）
年
酉
一
一
月
の
日
付
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
五
十
目
村
の
も
の
は
、
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
辰
三
月
の
日
付
に
な
っ
て
い
る
。

五
城
目
で
保
存
さ
れ
て
い
て
発
見
さ
れ
た
も
の
は
、「
馬
場
ノ
目
」
と
五
十
目
村
の
も
の
以
外
は
、
宝
永
二
年
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。
最
終

的
に
宝
永
二
年
交
付
の
も
の
が
、
以
後
基
本
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

決
定
さ
れ
た
貢
租
が
書
か
れ
、
生
活
を
規
制
す
る
条
項
が
示
さ
れ
る
と
い
う
、
当
時
と
し
て
は
最
重
要
の
文
書
は
、
最
重
要
で
あ
る
だ
け

に
よ
く
保
存
さ
れ
、
今
日
ま
で
残
っ
て
い
て
わ
れ
わ
れ
の
目
に
ふ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
昔
肝
煎
を
つ
と
め
た
村
の
旧
家
の
所
有
と

な
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
や
、
現
在
も
そ
の
こ
ろ
の
村
で
あ
っ
た
村
落
の
重
要
書
類
と
し
て
検
地
帳
と
と
も
に
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の

な
ど
で
あ
る
。

　

宝
永
以
降
の
黒
印
御
定
書
は
、
高
崎
村
の
も
の
以
外
は
、
物
成
の
項
ま
で
示
し
て
以
下
を
省
略
し
た
の
は
、
ど
の
村
の
も
の
も
文
面
・
内

容
と
も
に
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

慶
長
一
〇
年
交
付
の
最
初
の
も
の
と
、
宝
永
二
年
の
約
百
年
後
の
も
の
と
で
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
相
当
な
違
い
が
あ
る
の
に
気
付
く
で

あ
ろ
う
。
非
常
に
条
項
が
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
物
成
と
も
呼
ば
れ
る
諸
役
の
条
項
を
読
ん
で
も
、複
雑
で
負
担
も
重
く
な
っ
て
い
る
。

複
雑
な
だ
け
に
、
抜
け
道
も
ご
ま
か
し
も
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
次
の
条
に
は
肝
煎
の
特
権
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ

て
、
支
配
機
構
の
末
端
に
あ
る
肝
煎
を
し
て
、
農
民
サ
イ
ド
よ
り
も
藩
の
側
に
立
た
せ
て
お
こ
う
と
す
る
意
図
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
農

民
た
ち
は
、
重
い
貢
租
の
負
担
の
外
に
、
肝
煎
に
も
労
役
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
が
あ
っ
た
。

　

宝
永
二
年
・
正
徳
二
年
の
黒
印
御
定
書
で
高
を
示
し
た
村
以
外
の
各
村
の
免
・
当
高
・
物
成
を
、
宝
永
二
年
の
「
秋
田
郡
村
々
御
黒
印
高

牒
」
か
ら
関
係
分
だ
け
抜
き
書
き
し
て
お
き
た
い
。

　
　

浦
横
町

　
　

免
六
ツ
五
歩
成

　
　

一
高
百
六
拾
壱
石
三
斗
六
升
五
合　
　

本
田

　
　

同
免

　
　

一
同
百
拾
石
九
合　
　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
五
ツ
五
歩
成

　
　

一
同
五
石
六
升　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
五
ツ
成

　
　

一
同
壱
石
五
斗
五
升
七
合　
　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
弐
百
九
拾
九
石
九
斗
弐
升
四
合

　
　
　

此
物
成
百
七
拾
九
石
九
斗
五
升
四
合

　
　

小
立
花
村

　
　

免
六
ツ
成

　
　

一
高
六
拾
弐
石
三
斗
六
升
三
合　
　
　
　

本
田

　
　

同
免

　
　

一
同
七
石
八
斗
五
升
七
合　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
五
ツ
成

　
　

一
同
五
升
九
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
ツ
成

　
　

一
同
弐
拾
壱
石
五
斗
壱
升
六
合　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
八
拾
四
石
六
斗
壱
升
三
合

　
　
　

此
物
成
五
拾
石
七
斗
六
升
八
合
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白
水
沢
村

　
　

免
四
ツ
五
歩
成

　
　

一
高
三
拾
七
石
三
升
五
合　
　
　
　
　
　

本
田

　
　

同
免

　
　

一
同
弐
拾
四
石
六
升
四
合　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
三
ツ
五
歩
成

　
　

一
同
弐
斗
六
升
六
合　
　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
四
拾
五
石
九
斗
七
升
九
合

　
　
　

此
物
成
弐
拾
七
石
五
斗
八
升
七
合

　
　

小
倉
村

　
　

免
四
ツ
五
歩
成

　
　

一
高
四
斗
九
升　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
田

　
　

同
免

　
　

一
同
七
拾
石
四
升　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
三
ツ
成

　
　

一
同
八
石
四
斗
七
升
壱
合　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
五
拾
七
石
壱
斗
三
升
四
合

　
　
　

此
物
成
三
拾
四
石
弐
斗
八
升

　
　

馬
場
野
目
村

　
　

免
六
ツ
五
歩
成

　
　

一
高
八
百
五
拾
六
石
六
斗
弐
合　
　
　
　

本
田

　
　

同
四
ツ
五
歩
成

　
　

一
同
三
百
八
拾
四
石
八
斗
壱
合　
　
　
　

新
田

　
　

同
三
ツ
五
歩
成

　
　

一
同
八
升
七
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
弐
ツ
五
歩
成

　
　

一
同
弐
石
六
斗
弐
合　
　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
千
弐
百
拾
七
石
七
斗
弐
升
弐
合

　
　
　

此
物
成
七
百
三
拾
石
六
斗
三
升
三
合

　
　

岡
本
恋
路
村

　
　

免
五
ツ
成

　
　

一
高
八
拾
八
石
壱
斗
壱
升
九
合　
　
　
　

本
田

　
　

同
免

　
　

一
同
九
石
六
斗
六
升
壱
合　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
ツ
成

　
　

一
同
三
拾
七
石
八
斗
四
升
五
合　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
百
六
石
七
斗
壱
升
四
合

　
　
　

此
物
成
六
拾
四
石
弐
升
八
合

　
　

中
津
又
村

　
　

免
六
ツ
成

　
　

一
高
弐
百
八
拾
五
石
九
斗
弐
升
六
合　
　

本
田

　
　

同
免

　
　

一
同
百
三
拾
八
石
四
斗
四
升
七
合　
　
　

新
田

　
　

同
五
ツ
成

　
　

一
同
五
拾
四
石
三
斗
三
升
八
合　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
ツ
成

　
　

一
同
四
拾
八
石
六
斗
三
升
六
合　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
五
百
弐
石
七
升
九
合

　
　
　

此
物
成
三
百
壱
石
弐
斗
四
升
七
合

　
　

野
田
村

　
　

免
六
ツ
成

　
　

一
高
百
拾
四
石
四
斗
三
升
四
合　
　
　
　

本
田

　
　

同
免

　
　

一
同
弐
拾
八
石
八
升
八
合　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
五
ツ
七
歩
成

　
　

一
同
三
拾
弐
石
八
斗
八
升
三
合　
　
　
　

新
田

　
　

同
五
ツ
成

　
　

一
同
三
斗
七
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
ツ
成

　
　

一
同
拾
七
石
九
斗
五
升
五
合　
　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
百
八
拾
五
石
九
斗
八
升
七
合

　
　
　

此
物
成
百
拾
壱
石
五
斗
九
升
弐
合

　
　

山
内
村

　
　

免
六
ツ
五
歩
成

　
　

一
高
四
百
弐
拾
八
石
六
斗
壱
升
弐
合　
　

本
田

　
　

同
免

　
　

一
同
四
拾
八
石
八
斗
四
升
四
合　
　
　
　

新
田

　
　

同
五
ツ
成

　
　

一
同
四
石
六
斗
八
升
七
合　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
ツ
五
歩
成

　
　

一
同
拾
三
石
八
斗
九
升
七
合　
　
　
　
　

新
田
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同
四
ツ
成

　
　

一
同
百
石
三
斗
六
合　
　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
五
百
九
拾
八
石
四
斗
四
升
四
合

　
　
　

此
物
成
三
百
五
拾
九
石
六
升
六
合

　
　

久
保
村

　
　

免
六
ツ
五
歩
成

　
　

一
高
百
三
拾
八
石
五
斗
八
升
七
合　
　
　

本
田

　
　

同
免

　
　

一
同
壱
石
九
斗
七
升
壱
合　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
四
ツ
成

　
　

一
同
弐
拾
七
石
九
斗
五
升
七
合　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
百
七
拾
石
九
斗
弐
合

　
　
　

此
物
成
百
弐
石
五
斗
四
升
壱
合

　
　

谷
地
中
村

　
　

免
四
ツ
五
歩
成

　
　

一
高
五
拾
八
石
九
斗
九
升
七
合　
　
　
　

本
田

　
　

同
四
ツ
五
歩
成

　
　

一
同
弐
百
石
五
斗
四
升
壱
合　
　
　
　
　

新
田

　
　

同
三
ツ
五
歩
成

　
　

一
同
拾
九
石
六
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
田

　
　

当
高
〆
弐
百
六
石
八
升
七
合

　
　
　

此
物
成
百
弐
拾
三
石
六
斗
五
升
弐
合

　
　
　
　
　
　

秋
田
地
方
は
、
土
地
や
気
候
の
上
か
ら
主
要
な
商
品
作
物
と
し
て
は
、
米
以
外
の
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
こ
の
傾
向
は
、
宿
命
の
よ
う
に
現
在
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
藩
財
政
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
米
を
市
場
に
売
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
藩
は
大
坂
の
米
蔵
に
年
貢
米
を
運
び
、
相
場
に
一
喜
一
憂
す
る
あ
り
さ
ま
で

あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
年
貢
の
米
に
重
点
が
お
か
れ
、
い
っ
そ
う
米
作
り
を
お
し
進
め
る
よ
う
に
な
り
、
米
作
単
一
農
業
が
こ
の
地
方
の
農
業
の

性
格
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
北
方
性
の
風
土
は
、
米
作
り
に
だ
け
た
よ
る
農
業
を
リ
ス
ク
の
大
き
い
も
の
に
し
、「
三
年
一
凶
」
も
ま
た
宿

生
活
規
則

　
　
　
　
　
　

生
活
規
則

　
　
　
　
　
　

命
的
な
も
の
と
し
て
近
代
に
ま
で
続
く
わ
け
で
あ
る
。

　

農
民
は
、
そ
の
生
産
量
の
四
、五
十
％
を
年
貢
・
諸
役
の
貢
租
と
し
て
負
担
す
る
が
、
高
一
石
当
り
に
賦
課
さ
れ
る
の
で
、
耕
地
が
零
細

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
負
担
は
重
く
な
り
、
農
民
の
生
活
は
貢
租
に
圧
迫
さ
れ
貧
困
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
秋
田
藩
の
農
民
の
平
均
持
高

は
約
十
石
で
、
半
数
以
上
は
五
石
以
下
の
零
細
農
民
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
般
的
に
い
っ
て
農
民
と
い
え
ば
貧
農
で
あ
り
、
水
呑
百
姓
が
多
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

郷
土
で
は
、
山
地
の
村
と
平
地
の
村
で
は
、
持・
高・
に
相
当
な
へ
だ
た
り
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
高
の
項
を
み
る
と
、
山
よ
り
の
村
で

は
新
田
の
面
積
が
狭
く
全
体
の
高
に
対
し
て
も
そ
の
割
合
は
小
さ
い
。
湯
ノ
又
村
・
浅
見
内
村
・
黒
土
村
・
高
崎
村
・
館
越
村
な
ど
が
そ
れ

で
、
槐
新
田
村
な
ど
の
新
田
村
で
も
、
そ
の
耕
地
の
規
模
は
小
さ
い
。
と
こ
ろ
が
、
大
川
村
・
石
崎
村
・
西
野
村
・
樋
口
古
江
村
な
ど
の
平

地
の
村
は
、
新
田
の
面
積
が
本
田
を
は
る
か
に
上
ま
わ
っ
て
い
て
、
開
発
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
村
高
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て

い
る
。
こ
の
差
は
、
平
地
と
山
地
の
農
民
の
生
活
の
基
本
に
関
わ
る
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
新
田
開
発
に
つ
い
て
は
、
章
を
改
め
て
書
く

こ
と
に
し
た
い
。

　

貧
し
い
農
民
か
ら
確
実
に
貢
租
を
徴
集
す
る
に
は
、
彼
ら
の
自
由
を
規
制
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
田
畑
を
自
由
に
売
買
す
る
こ
と
を
禁

止
（
廷
宝
二
年
＝
一
六
七
四
年
）
し
た
り
、
欠
落
（
逃
散
）
を
防
ぐ
た
め
に
他
国
に
出
る
こ
と
を
禁
ず
る
政
策
が
と
ら
れ
、
十
人
組
（
後
五

人
組
に
か
わ
る
）
の
連
坐
制
が
と
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
禁
止
措
置
は
、
耕
作
者
と
し
て
の
農
民
を
土
地
に
し
ば
り
つ
け
、
耕
地
の
荒
れ
る
の
を
防
ご
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

も
、
年
貢
収
納
は
「
村
請
け
」
と
い
う
村
に
割
り
つ
け
ら
れ
た
も
の
を
、
村
が
ま
と
め
て
上
納
す
る
し
く
み
で
、
最
終
的
に
は
村
全
体
が
責

任
を
と
ら
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
欠
落
者
が
あ
れ
ば
、
延
宝
三
（
一
六
七
五
）
年
の
黒
印
御
定
書
で
は
、
村
の
責
任
で
納
入
す
る

こ
と
、
欠
落
者
の
田
畑
は
村
が
維
持
す
る
こ
と
と
は
っ
き
り
規
定
さ
れ
る
ほ
ど
、
次
第
に
村
の
連
帯
責
任
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。

　

村
人
で
あ
る
農
民
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
生
活
を
は
っ
き
り
と
枠
の
中
に
閉
じ
込
め
、厳
し
い
規
制
を
し
て
お
く
こ
と
は
、は
っ
き
り
い
う
と
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農
民
の
生
活
を
低
い
レ
ベ
ル
に
お
さ
え
て
お
く
こ
と
で
、

根
こ
そ
ぎ
貢
租
と
し
て
徴
収
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
黒
印
御
定
書
の
諸
役
の
次
の
条
項
に
は
、
衣
類
に
つ

い
て
の
法
度
や
冠
婚
葬
祭
に
つ
い
て
の
身
分
不
相
応
な
供

応
を
す
る
こ
と
の
禁
止
、
村
で
の
相
撲
・
あ
や
つ
り
・
芝

居
の
興
行
を
す
る
こ
と
に
対
す
る
厳
し
い
制
限
な
ど
が
並

ん
で
い
る
。

　

衣
類
の
法
度
は
、
実
際
に
は
肝
煎
と
そ
の
妻
子
は
絹
・

紬
・
木
綿
の
着
用
は
許
さ
れ
る
が
、
一
般
の
百
姓
は
麻
や

カ
ラ
ム
シ
や
藤
糸
で
織
っ
た
布
・
木
綿
の
ほ
か
は
許
さ
れ

ず
、
襟
や
帯
に
絹
・
紬
を
用
い
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
。

色
は
肝
煎
も
百
姓
も
紫
・
紅
色
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
食

物
で
は
、
普
段
は
雑
穀
類
を
主
と
し
、
米
を
食
う
こ
と
が

制
限
さ
れ
て
い
た
。
米
づ
く
り
に
年
中
汗
水
を
流
し
て
い

る
農
民
が
、
自
分
の
手
で
つ
く
っ
た
米
を
思
い
通
り
に
口

に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
制

は
、農
民
を
し
て
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
に
農
業
に
専
念
さ
せ
、

節
倹
の
生
活
を
強
制
し
、
確
実
に
年
貢
だ
け
は
納
め
さ
せ

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

戸
番
号 屋 敷 田 畑 計

持 高
面 積

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

（小走）  

367

367

400

367

293

240

293

－

267

187

267

－

（福性院）

300

200

18　052

13　744

13　215

12　424

9　387

11　136

8　583

8　021

6　240

6　565

5　506

2　739

2　973

2　479

1　638

－

1　794

１　966

1　644

882

2　214

104

1　240

704

1　324

534

560

197

213

126

421

1　183

19　846

16　077

15　226

13　706

11　968

11　533

10　063

9　018

7　744

7　366

6　253

3　203

3　186

2　605

2　359

1　383

2

1

1

1

1

1

1

7

5

5

4

8

0

8

8

8

6

3

2

2

3

3

5

7

2

0

2

0

0

2

3

9

8

0

9

2

1

8

02

12

05

27

19

04

11

19

25

09

01

20

24

14

26

26

計

帳 尻

141　536

141　815

14

14

9

9

6

5

04

04

石

石 石 石 町 反 畝 歩

（注）『八郎潟の研究』より。

野田村百姓持高 （慶安元年）
　
　
　
　
　
　
　
　

野
田
村
は
馬
場
目
川
と
森
山
南
西
麓
の
間
に
あ
る
。
中
世
か
ら
の
村
で
あ
る
こ
と
は
、
鎮
守
八
幡
神
社
の
伝
説
や
古
い

板
碑
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
神
社
の
ケ
ヤ
キ
巨
木
は
、
菅
江
真
澄
『
遊
覧
記
』
に
写
生
図
が
あ
る
古
木
で
あ
る
。
中
世
に

は
馬
場
目
川
は
野
田
の
近
く
を
流
れ
、
夜
叉
袋
の
あ
た
り
に
そ
の
河
口
を
開
い
て
い
て
、
旧
河
道
が
戸
村
堰
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

　

野
田
村
の
農
民
構
成
は
『
八
郎
潟
』（
秋
田
大
学
八
郎
潟
研
究
委
員
会
）
に
表
に
な
っ
て
い
る
。

　

慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
の
百
姓
持
高
は
表
に
あ
る
。
名
請
人
は
「
秋
田
潟
東
之
内
野
田
村
御
検
地
野
帳
」
で
は
一
六
名
、
小
走
屋
敷
・

事
例
・
野
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　

事
例
・
野
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　

区 分 面 積
全 面 積 に
対する比率

田・ 畑 に
対する比率

田

畑

屋 敷

合 計

上
中
下

（計）

上
中
下

（計）

3
3
1

9

0
8
9
9
8

7
0
9
6
4

29
25
18
17
29

1
2

4

4
1
8
3
7

1
2
4
5
4

10
27
19
25
21

14

3

9

14

04

5

5

65.9

34.1

31.3
38.7
20.2
9.8

8.1
22.1
55.8
7.0

7.0

％

％

町  反　畝　歩

野田村田地構成（慶安元年）

（注）面積は検地帳尻による（『八郎潟の研究』より）。

寺
屋
敷
も
入
れ
て
屋
敷
持
ち
一
四
名
、
無
屋
敷
二
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
九
番

と
一
三
番
は
、
高
か
ら
考
え
近
く
の
村
か
ら
の
入
作
で
あ
ろ
う
。
持
高
は
一
九

石
余
か
ら
一
石
余
ま
で
、
平
均
九
石
三
斗
三
升
弱
で
面
積
は
九
反
八
畝
三
五
歩

と
い
う
数
字
で
、
藩
平
均
五
石
よ
り
か
な
り
上
ま
わ
る
が
、
平
地
部
の
村
と
し

て
は
平
均
値
は
大
き
い
と
い
え
な
い
。

　

居
住
者
一
四
名
は
す
べ
て
独
立
し
て
い
て
、
藩
は
小
農
独
立
を
進
め
て
い
る

が
、
こ
の
村
で
は
そ
れ
が
成
功
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
田
位
か
ら
み
る
と
、

純
低
地
の
谷
地
中
村
で
は
下
田
・

田
が
多
い
が
、
自
然
堤
防
上
の
野
田
村
の

よ
う
な
ケ
ー
ス
は
上
田
・
中
田
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
低
湿
地
か
ら
山
麓
地
帯

に
移
行
す
る
地
帯
の
平
地
は
、
高
い
生
産
性
を
示
す
こ
と
が
分
か
る
。

　

村
々
の
本
田
・
新
田
の
高
を
示
す
天
和
元
（
一
六
八
四
）
年
三
月
「
秋
田
郡

村
々
御
黒
印
高
帳
」
か
ら
、
五
城
目
分
を
紹
介
し
た
い
。（
本
田
・
新
田
の
別

の
な
い
も
の
は
抜
く
）
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秋
田
郡
村
々
御
黒
印
高
帳

　
　

浦
横
町
村

　
　
　

当
高
〆
弐
百
九
拾
九
石
七
斗
六
升
五
合

　
　
　
　

内
百
七
拾
四
石
八
斗
弐
升
五
合　
　

本
田

　
　
　
　

同
百
弐
拾
四
石
九
斗
四
升　
　
　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
百
拾
九
石
八
斗
五
升
九
合

　
　

小
立
花
村

　
　
　

当
高
〆
八
拾
四
石
六
斗
壱
升
三
合

　
　
　
　

内
六
拾
弐
石
三
斗
三
升
三
合　
　
　

本
田

　
　
　
　

同
弐
拾
弐
石
弐
斗
五
升　
　
　
　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
五
拾
石
七
斗
六
升
八
合

　
　

白
水
沢
村

　
　
　

当
高
〆
四
拾
五
石
七
斗
三
升
壱
合

　
　
　
　

内
弐
拾
七
石
七
斗
七
升
六
合　
　
　

本
田

　
　
　
　

同
拾
七
石
九
斗
五
升
五
合　
　
　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
弐
拾
七
石
四
斗
三
升
九
合

　
　

岡
本
恋
地
村

　
　
　

当
高
〆
百
五
石
八
斗
五
升
七
合

　
　
　
　

内
七
拾
三
石
四
斗
三
升
三
合　
　
　

本
田

　
　
　
　

同
三
拾
弐
石
四
斗
弐
升
四
合　
　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
六
拾
三
石
五
斗
三
升
四
合

　
　

五
十
ノ
目
村

　
　
　

当
高
〆
四
百
九
拾
三
石
六
斗
七
升
三
合

　
　
　
　

内
四
百
弐
拾
壱
石
六
斗
九
升
九
合　

本
田

　
　
　
　

同
七
拾
壱
石
九
斗
七
升
弐
合　
　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
弐
百
九
拾
六
石
弐
斗
三
合

　
　

山
内
村

　
　
　

当
高
〆
五
百
九
拾
石
六
斗
六
升
五
合

　
　
　
　

内
四
百
六
拾
四
石
三
斗
三
升　
　
　

本
田

　
　
　
　

同
百
弐
拾
六
石
三
斗
三
升
五
合　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
三
百
五
拾
四
石
三
斗
三
升
九
合

　
　

富
田
村

　
　
　

当
高
〆
百
八
拾
四
石
八
斗
九
升
五
合

　
　
　
　

内
三
拾
九
石　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
田

　
　
　
　

同
百
四
拾
五
石
八
斗
九
升
五
合　
　

新
田

　
　
　
　

（
注
、
物
成
の
記
載
な
し
）

　
　

小
倉
村

　
　
　

当
高
〆
五
拾
五
石
六
斗
七
升
壱
合

　
　
　
　

内
三
斗
六
升
八
合　
　
　
　
　
　
　

本
田

　
　
　
　

同
五
拾
五
石
三
斗
三
合　
　
　
　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
三
拾
三
石
四
斗
三
合

　
　

中
津
又
村

　
　
　

当
高
〆
四
百
九
拾
五
石
四
斗
七
升
壱
合

　
　
　
　

内
弐
百
九
拾
石
壱
升
六
合　
　
　
　

本
田

　
　
　
　

内
弐
百
五
石
四
斗
五
升
五
合　
　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
弐
百
九
拾
七
石
弐
斗
八
升
三
合

　
　

馬
場
野
目
村

　
　
　

当
高
〆
千
弐
百
弐
拾
五
石
四
斗
六
升
六
合

　
　
　
　

内
九
百
六
拾
石
三
合　
　
　
　
　
　

本
田

　
　
　
　

同
弐
百
六
拾
石
四
斗
六
升
三
合　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
七
百
三
拾
五
石
弐
斗
八
升

　
　

館
越
村

　
　
　

当
高
〆
百
五
拾
壱
石
八
斗
七
升
壱
合

　
　
　
　

内
百
拾
弐
石
九
斗
七
升
八
合　
　
　

本
田

　
　
　
　

同
三
拾
八
石
九
升
三
合　
　
　
　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
九
拾
壱
石
壱
斗
弐
升
三
合

　
　

久
保
村

　
　
　

当
高
〆
百
八
拾
石
六
斗
九
升
八
合

　
　
　
　

内
百
五
拾
弐
石
八
斗　
　
　
　
　
　

本
田

　
　
　
　

同
弐
拾
七
石
八
斗
九
升
八
合　
　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
百
八
石
四
斗
壱
升
九
合
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本
田
・
新
田
の
高
を
比
較
す
る
と
、
山
間
の
村
・
山
地
へ
移
行
す
る
と
こ
ろ
の
村
・
平
地
の
村
と
、
新
田
の
大
き
さ
が
違
う
こ
と
が
は
っ

き
り
と
出
て
い
る
。
し
か
も
、
本
田
は
六
ツ
五
歩
成
か
ら
六
ツ
成
、
ほ
と
ん
ど
六
ツ
五
歩
成
と
い
う
高
率
な
の
に
対
し
て
、
新
田
は
こ
れ
よ

り
低
い
率
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
本
田
の
割
合
の
大
き
い
山
間
や
山
よ
り
の
村
の
場
合
は
、
明
ら
か
に
低
平
地
の
村
よ
り
不
利
で
あ
る
。

　

基
本
的
に
米
で
納
め
る
「
物
成
」
は
、
検
地
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
公
定
の
生
産
高
に
対
し
て
、
日
当
り
・
水
か
か
り
・
耕
作
上
の
便
不

　
　

新
田
開
発

　

佐
竹
氏
が
秋
田
に
入
っ
た
こ
ろ
、
湖
東
部
一
帯
の
低
湿
な
平
地
は
湖
岸
部
か
ら
河
川
下
流
域
に
広
が
っ
て
い
た
。
そ
の
大
部
分
は
開
田
さ

れ
ず
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
。

　

八
郎
潟
流
入
河
川
最
大
の
馬
場
目
川
の
下
流
部
は
湖
東
平
野
の
北
部
を
占
め
る
。
五
城
目
ま
で
の
馬
場
目
沢
は
馬
場
目
川
、
富
津
内
沢
の

川
は
山
内
川
や
中
津
又
川
な
ど
と
呼
ば
れ
、
合
流
点
五
城
目
か
ら
川
口
ま
で
は
五
十
目
川
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
中
津
又
川
に
途
中
合
流
す
る

川
は
浅
見
内
川
と
い
っ
た
。
今
は
五
十
目
川
流
域
平
野
に
は
、
湖
岸
干
拓
部
分
も
加
わ
り
、
二
五
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
美
田
が
広
が
る
。

　

知
行
半
減
で
移
っ
て
き
た
佐
竹
義
宣
に
と
っ
て
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
な
い
土
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
平
野
の
川
は
蛇
行
し
旧

河
道
や
河
跡
湖
が
あ
り
、
水
利
の
上
か
ら
開
田
で
き
ず
に
い
た
。「
戸
村
堰
縁
起
録
」
に
よ
る
と
、
こ
の
辺
の
田
は
日
照
り
が
続
く
と
た
ち

ま
ち
干
上
が
り
、
低
地
だ
け
に
雨
が
降
り
続
く
と
一
面
湖
の
よ
う
に
な
り
水
が
引
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
ほ
と
ん
ど
天
水
田
状
態
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
水
源
と
し
た
貯
水
池
は
中
世
中
・
後
期
の
開
田
と
と
も
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
も
森
山
麓
岡
本
方
面
の
古
い

溜
池
は
、
そ
の
名
残
り
と
思
わ
れ
る
。

　
　

高
崎
村

　
　
　

当
高
〆
四
百
三
拾
壱
石
六
斗
弐
升
三
合

　
　
　
　

内
三
百
三
拾
壱
石
弐
斗
四
升
壱
合　

本
田

　
　
　
　

同
百
石
三
斗
八
升
弐
合　
　
　
　
　

新
田

　
　

樋
口
村

　
　
　

当
高
〆
六
百
六
拾
七
石
七
斗
六
合

　
　
　
　

内
三
百
四
拾
六
石
四
斗
三
升
七
合　

本
田

　
　
　
　

同
三
百
弐
拾
壱
石
弐
斗
六
升
九
合　

新
田

　
　
　

此
物
成
四
百
石
六
斗
弐
升
四
合

　
　

谷
地
中
村

　
　
　

当
高
〆
弐
百
四
石
九
斗
七
升
壱
合

　
　
　
　

内
四
拾
四
石
六
斗
壱
升
壱
合　
　
　

本
田

　
　
　
　

同
百
六
拾
石
三
斗
六
升　
　
　
　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
百
弐
拾
弐
石
九
斗
八
升
三
合

　
　

西
野
々
村

　
　
　

当
高
〆
四
百
九
拾
四
石
七
斗
三
升
七
合

　
　
　
　

内
百
八
石
壱
斗
八
升
五
合　
　
　
　

本
田

　
　
　
　

同
三
百
八
拾
六
石
五
斗
五
升
弐
合　

新
田

　
　
　

此
物
成
弐
百
九
拾
六
石
八
斗
四
升
弐
合

　
　

石
崎
村

　
　
　

当
高
〆
百
拾
九
石
九
斗
壱
升
三
合

　
　
　

内
七
拾
九
石
三
斗
六
升
五
合　
　
　
　

本
田

　
　
　

同
四
拾
石
五
斗
四
升
八
合　
　
　
　
　

新
田

　
　
　

此
物
成
七
拾
壱
石
九
斗
四
升
八
合

便
・
そ
の
他
の
生
産
上
の
諸
条
件
か
ら
計
算
し
た
「
免
」
と
よ
ば
れ
る
貢
租
率
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
る
。
免
の
決
定
が
実
際
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
、
詳
細
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
原
則
的
に
は
無
年
季
の
定
免
制
と
い
え
る
。

　

高
に
免
を
乗
じ
た
物
成
を
、
さ
ら
に
10
―
６
倍
し
た
も
の
を
六
ツ
成
の
平
均
免
と
し
、
こ
れ
を
六
ツ
成
高（
当
高
）と
す
る
。
当
高
の
６
―

10
―
６
倍
し
た
も
の
を
六
ツ
成
の
平
均
免
と
し
、
こ
れ
を
六
ツ
成
高（
当
高
）と
す
る
。
当
高
の
６
―

10

10

―
６
倍
し
た
も
の
を
六
ツ
成
の
平
均
免
と
し
、
こ
れ
を
六
ツ
成
高（
当
高
）と
す
る
。
当
高
の
６
―
10

―
６
倍
し
た
も
の
を
六
ツ
成
の
平
均
免
と
し
、
こ
れ
を
六
ツ
成
高（
当
高
）と
す
る
。
当
高
の
６
―

が
つ
ね
に
物
成
分
で
、
こ
の
こ
と
を
式
に
す
る
と
、
高
×
免
×
10
―
６
＝
当
高　

当
高
×
６
―

10
―
６
＝
当
高　

当
高
×
６
―

10

10

―
６
＝
当
高　

当
高
×
６
―
10

―
６
＝
当
高　

当
高
×
６
―

＝
物
成　

と
な
る
か
ら
、
ま
と
め
る
と
、
高

×
免
×
10
―
６
×
６
―

10
―
６
×
６
―

10

10

―
６
×
６
―
10

―
６
×
６
―

＝
物
成　

と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
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秋
田
藩
は
、
広
い
土
地
を
家
臣
が
開
発
す
る
の
を
奨
励
し
た
。
初
め
は
開
田
し
た
土
地
を
知
行
地
と
し
て
全
部
開
発
者

に
与
え
て
い
る
。
家
臣
と
上
層
農
民
の
開
田
は
、
許
可
願
を
出
し
指さ
し
が
み紙

と
い
う
開
田
許
可
状
を
藩
か
ら
も
ら
い
開
発
を

行
っ
た
。「
指さ
し
が
み紙

開び
ら
き」

と
い
う
。

　

藩
の
新
田
開
発
政
策
と
村
の
農
民
た
ち
の
願
望
が
馬
場
目
川
の
北
側
の
低
地
開
田
と
い
う
事
業
で
結
び
つ
き
、
戸
村
堰
の
工
事
が
始
め
ら

れ
た
の
は
慶
長
九
（
一
六
〇
四
）
年
と
い
わ
れ
る
。
入
部
後
三
年
目
で
、
こ
の
年
の
八
月
新
し
い
久
保
田
城
が
竣
工
し
、
城
下
町
の
建
設
が

盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
ろ
で
あ
り
、
黒
印
御
定
書
を
始
め
て
交
付
す
る
前
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　

藩
最
初
の
新
田
開
発
と
な
っ
た
の
が
、
戸
村
堰
開
さ
く
工
事
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
領
民
と
の
融
和
と
新
田
開
発
が
、
初
期
藩
政

　
　

岡
本
恋
地
村　
　

二
六
軒　
　
　
　

浦
横
町
村　
　

二
五
軒　
　
　
　

小
立
花
村　
　
　

七
軒　
　
　
　

白
水
沢
村　
　
　

九
軒

　
　

野
田
村　
　
　
　

二
八
軒　
　
　
　

（
以
上
五
城
目
区
域
）　
　
　
　
　

小
池
村　
　
　

二
五
軒　
　
　
　

夜
叉
袋
村　

一
〇
五
軒

　
　

真
坂
村　
　
　
　

二
七
軒　
　
　
　

真
坂
新
田
村　

二
七
軒　
　
　
　

浦
大
町
村　
　

五
二
軒　
　
　
　

川
崎
村　
　
　

一
六
軒

　

小
さ
い
村
落
に
零
細
な
農
民
で
は
、年
貢
を
負
担
す
る
力
は
な
い
。
開
田
に
よ
っ
て
、ま
ず
経
営
規
模
を
大
き
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ

た
。
工
事
は
用・
排・
水
路
の
堰
を
開
さ
く
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
、
秋
田
氏
以
来
の
被
官
で
あ
る
中
川
宮
内
に
「
御
指
紙
」
が
く
だ
さ
れ

て
い
る
。
中
川
宮
内
は
秋
田
氏
時
代
の
こ
の
地
方
の
領
主
で
あ
っ
た
安
東
兵
部
季
村
か
五
十
目
藤
原
内
記
の
下
で
、
潟
東
地
方
の
代
官
な
ど

を
勤
め
て
い
た
も
の
ら
し
い
。
佐
竹
氏
入
部
と
と
も
に
、
新
し
く
現
地
採
用
さ
れ
て
代
官
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
中
川
宮
内
に
く
だ
さ
れ
た
御
指
紙
は
、
思
い
の
外
難
工
事
で
完
成
で
き
ず
に
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
横
手
城
代
戸
村
十
太
夫
に
代

わ
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
御
指
紙
は
「
秋
田
潟
東
の
内
十
二
ケ
村
、
東
は
森
山
流
れ
、
西
は
八
郎
潟
切
り
、
北
は
山
本
郡
境
三
倉
鼻
切
り
、

南
は
大
川
村
ヒ
田
尻
鴨
嶋
切
り
」
の
範
囲
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
中
川
宮
内
は
潟
東
一
二
ヵ
村
の
代
官
で
あ
り
、
戸
村
十
太
夫
は
こ
の
地
域

に
給
分
の
村
を
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
工
事
が
難
工
事
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
時
代
の
用
水
路
開
さ
く
に
共
通
す
る
川
の
上
手
か
ら
引
き
水
し
て
低
地
へ
流
す
と
い
う
点
で

あ
っ
た
。
揚
水
機
が
な
い
場
合
は
、
高
い
位
置
か
ら
川
の
水
を
取
り
入
れ
、
途
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
標
高
を
も
つ
平
地
に
分
水
し
な
が
ら
低
地

へ
水
自
身
の
流
れ
に
よ
っ
て
導
い
て
く
る
と
い
う
長
い
用
水
路
を
掘
り
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
高
低
を
見
極
め
て
水
路
を
決

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
問
題
は
そ
の
測
量
技
術
に
あ
っ
た
。
次
は
、
開
さ
く
の
た
め
の
道
具
で
あ
る
が
、
水
路
に
当
る
宮
花
岬
の
岩

石
を
掘
さ
く
す
る
の
が
難
儀
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、当
然
「
人
海
戦
術
」
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、農
民
の
動
員
も
問
題
で
あ
っ
た
。

　

水
路
の
決
定
は
、
古
代
の
馬
場
目
川
が
夷
湊
付
近
に
流
れ
て
い
た
と
す
る
旧
河
道
を
掘
り
進
む
こ
と
で
解
決
し
、
道
具
は
農
民
が
始
め
て

見
る
と
い
う
鉄
の
鶴
嘴
が
十
太
夫
か
ら
く
だ
さ
れ
、
掘
さ
く
が
楽
に
な
っ
て
い
る
。
農
民
の
動
員
は
、
夜
叉
袋
村
・
下
羽
立
村
の
長
左
衛
門
・

勘
右
衛
門
・
惣
兵
衛
・
七
郎
右
衛
門
の
四
人
が
、
村
む
ら
の
肝
煎
・
組
頭
衆
に
呼
び
か
け
、「
十
六
歳
以
上
は
男
女
共
残
り
無
く
御
関
へ
相

戸
村
堰
の
工
事

　
　
　
　
　
　
　
　

戸
村
堰
の
工
事

　
　
　
　
　
　
　
　

の
重
点
施
策
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
戸
村
堰
工
事
と
そ
れ
に
続
く
開
田
は
、

藩
政
が
村
で
具
体
化
し
た
モ
デ
ル
・
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ

の
よ
う
な
新
田
開
発
政
策
も
、
後
に
財
政
が
逼ひ
っ

迫ぱ
く

す
る
と
と
も
に
て
っ
と

り
早
く
租
税
増
収
を
目
的
と
す
る
も
の
に
変
質
し
て
し
ま
う
。
初
め
藩
や

地
頭
の
事
業
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
が
、
商
人
や
大
高
持
請
け
の
「
注
ち
ゅ
う

進し
ん

開び
ら
き」
に
変
わ
り
、
私
営
の
開
墾
を
奨
励
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
の
「
御
関
根
元
之
書
附
写
」
に
よ
る
と
、
堰

工
事
の
時
代
の
村
は
普
通
三
〇
戸
か
ら
一
〇
戸
ほ
ど
で
、
一
戸
当
り
の
作

付
が
百
刈
か
ら
七
〇
刈
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
の
真
偽
は
別

と
し
て
、
驚
く
べ
き
零
細
で
あ
る
。
享
保
一
五
（
一
七
三
〇
）
年
の
『
秋

田
六
郡
邑
記
』
に
は
、
村
む
ら
の
戸
数
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

現在の戸村堰（新畑町付近）
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詰
め
作
業
す
」（『
組
合
略
史
』）
と
い
う
具
合
に
な
り
、
一
戸
当
り
五
斗
の
米
を
支
給
し
て
い
る
。

　

農
民
の
指
導
者
が
い
て
難
工
事
は
完
成
し
た
の
で
あ
り
、
堰
を
通
し
た
の
は
百
姓
た
ち
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
用
水
路
は
今
日
も
指
紙

を
く
だ
さ
れ
た
施
工
主
の
名
を
と
っ
て
「
戸
村
堰
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

幹
線
水
路
の
完
成
は
、『
組
合
略
史
』
に
よ
る
と
慶
長
五
年
前
後
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
工
事
開
始
ど
こ
ろ
か
佐
竹
氏
入
部
よ
り

早
く
な
っ
て
し
ま
う
。
前
後
の
事
情
か
ら
、
完
成
は
慶
長
一
〇
（
一
六
〇
五
）
年
か
ら
一
二
年
ま
で
の
間
と
思
わ
れ
る
。
水
路
完
成
の
翌
年

か
ら
、
本
田
の
外
田
尻
や
田
頭
か
ら
開
田
し
て
い
き
普
請
奉
行
に
川
尻
舎
人
を
任
じ
て
い
る
。
川
尻
舎
人
に
つ
い
て
も
、
は
っ
き
り
し
な
い

が
、『
羽
後
町
郷
土
史
』
に
よ
る
と
、明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
九
月
軽
井
沢
村
の
藩
境
と
り
き
め
の
際
の
御
検
使
方
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

開
田
が
終
わ
っ
て
検
地
野
帳
が
で
き
た
の
は
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

戸
村
堰
を
「
六
ヵ
郷
の
堰
」
と
か
「
六
ヵ
村
堰
」
と
か
呼
ん
で
い
る
し
、
五
城
目
町
の
字
名
に
「
石
田
六
ヶ
村
堰
添
」
と
い
う
の
も
あ
る

が
、
堰
の
水
が
始
め
夜
叉
袋
村
・
下
羽
立
村
・
小
池
村
・
川
崎
村
・
蒲
沼
村
・
一
日
市
村
の
六
ヵ
村
に
引
か
れ
て
用
水
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
取
水
口
は
、
五
城
目
か
ら
馬
川
に
馬
場
目
川
を
渡
る
場
所
の
辺
り
で
あ
っ
た
。
五
城
目
か
ら
馬
川
・
馬
場
目
方
面
に
川
を
渡
る
場

所
は
、
小
池
町
と
川
原
町
の
境
の
道
を
川
ば
た
に
突
き
当
っ
た
あ
た
り
、
渡
辺
靖
彦
氏
邸
の
裏
の
辺
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
渡
し
場
を
渡
っ
て
、

念
仏
車
の
坂
を
登
る
と
高
崎
村
に
入
る
。
馬
道
の
渡
し
は
、
珠
厳
院
（
川
寺
）
の
道
と
加
賀
谷
氏
邸
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

堰
の
水
は
渡
し
場
に
接
し
て
つ
く
ら
れ
た
横
止
め
か
ら
取
水
さ
れ
、
川
原
町
か
ら
現
在
の
紀
久
栄
町
の
通
り
に
幅
広
い
堰
が
あ
っ
て
流
れ

て
い
た
。
そ
し
て
、
新
畑
町
の
は
ず
れ
か
ら
矢
場
崎
、
面
潟
方
面
に
流
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
水
路
は
現
在
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

い
。
紀
久
栄
町
の
通
り
は
、
大
正
時
代
ま
で
大・
堰・
端・
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
こ
ろ
で
も
、
幅
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
堰
が
あ
り
、
岸
に
は
柳

が
は
え
て
い
た
と
い
う
。
旧
五
城
目
小
学
校
の
土
手
近
く
に
あ
っ
た
柳
の
古
木
も
、
水
路
の
岸
に
あ
っ
た
も
の
の
一
本
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
し
、
校
庭
に
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
古
い
池
は
、
用
水
路
の
名
残
り
か
も
知
れ
な
い
。
石
井
三
友
の
著
書
に
も
、「
大
関
ば
た
」
と
書
い

た
地
図
が
あ
る
。

　

上
町
裏
の
取
水
口
が
現
在
の
馬
場
目
川
・
富
津
内
川
の
合
流
点
の
あ
た
り
に
移
っ
た
の
は
、『
組
合
略
史
』
に
よ
る
と
享
和
年
中
（
一
八

〇
○
年
ご
ろ
）
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
戸
村
堰
縁
起
録
」
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、こ
の
年
代
に
対
す
る
異
論
も
あ
っ
て
、

分
銅
志
静
氏
は
「
史
跡
め
ぐ
り
・
戸
村
堰
」（「
広
報
五
城
目
」」　

昭
和
四
三
・
二
・
一
）
で
、
渡
辺
彦
太
郎
が
馬
場
目
川
を
新
川
掘
替
え
な
ど

に
よ
っ
て
改
修
し
た
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
以
降
と
し
て
い
る
。

　

一
日
市
村
の
御
役
屋
鈴
木
五
助
の
彦
太
郎
宛
の
書
簡
に
「
小
生
も
見
分
仕
候
処
、
堰
根
を
登
せ
、
堰
筋
掘
替
候
へ
は
、
堰
根
村
も
大
に
宜
」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
改
修
工
事
以
降
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
多
分
、
享
和
年
間
の
堰
口
変
更
は
、
小
池
町
裏
か
ら
の
ぼ
っ
た
合
流
点
の

す
ぐ
下
流
あ
た
り
の
五
城
目
木
材
の
裏
手
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
現
在
は
用
水
路
の
余
り
水
を
川
に
落
と
す
水
路
に
な
っ
て
い
る
。
嘉
永
六

年
か
ら
安
政
四
年
ご
ろ
ま
で
の
新
川
掘
替
え
に
あ
わ
せ
た
取
水
口
変
更
は
、
さ
ら
に
上
手
に
の
ぼ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
の
広
ヶ

野
橋
近
く
の
取
水
口
は
そ
の
と
き
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

　

村
の
人
び
と
は
、
藩
政
最
初
の
指
紙
開
き
を
成
功
さ
せ
た
が
、
そ
の
と
き
完
成
を
祈
願
し
た
弁
財
天
は
、
今
も
堰
の
神
と
し
て
下
羽
立
に

あ
る
。
ま
た
、
慶
安
元
年
ご
ろ
か
ら
、
普
請
奉
行
に
代
わ
り
水
肝
煎
が
お
か
れ
、
長
左
衛
門
が
任
命
さ
れ
用
水
路
と
馬
場
目
川
の
水
利
権
も

管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
後
一
日
市
村
に
御
役
屋
が
設
け
ら
れ
る
と
、
水
肝
煎
の
権
限
の
一
部
が
そ
ち
ら
に
移
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

数
字
の
上
か
ら
も
、
馬
場
目
川
の
南
岸
に
広
が
る
大
川
地
域
の
村
々
の
新
田
開
発
は
大
き
い
。
こ
の
地
域
は
、
石
崎
遺

跡
の
発
見
に
よ
っ
て
、
そ
の
開
発
の
歴
史
の
古
さ
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
が
、
集
落
は
低
湿
な
平
地
に
発
達
し
た
自

然
堤
防
上
に
位
置
し
、
低
地
に
は
天
水
田
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
中
世
か
ら
近
世
初
め
に
か
け
て
の
農
業
の
す
が
た
で
あ
っ
た
ろ

う
。
こ
の
地
域
の
真
の
開
発
が
す
す
め
ら
れ
た
の
は
、
真
崎
堰
の
開
さ
く
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
大
川
の
今
日
の
田
園
風
景
は
、
真
崎
堰
の
通

水
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

真
崎
長
右
衛
門
季
富
は
、「
真
崎
氏
家
譜
」
に
よ
る
と
樋と
よ
ぐ
ち口

村
に
本
田
二
百
石
の
知
行
地
を
も
つ
地
頭
で
あ
っ
た
。
樋
口
村
は
、
今
日
の

真
崎
堰
と
開
発

　
　
　
　
　
　
　
　

真
崎
堰
と
開
発

　
　
　
　
　
　
　
　



280281

岩
野
か
ら
樋
口
に
か
け
て
の
あ
た
り
で
、
天
和
四
（
一
七
八
四
）
年
の
御
黒
印
高
帳
で
は
樋
口
村
、
寛
政
六
年
の
惣
高
村
附
帳
で
は
上
樋
口

村
と
な
っ
て
い
る
。
御
黒
印
高
帳
に
、
本
田
当
高
三
四
六
・
四
三
七
石
・
新
田
当
高
三
二
一
・
二
六
五
石
と
な
っ
て
い
て
新
田
率
が
五
〇
％
を

わ
ず
か
に
下
ま
わ
っ
て
い
る
。

　

堰
が
通
る
前
は
、
開
発
可
能
な
野
谷
地
が
多
く
、
高
崎
村
の
落
水
と
村
の
本
田
落
水
、
岩
野
山
か
ら
の
沢
水
を
利
用
し
て
、
切
添
程
度
の

小
規
模
な
新
開
が
行
な
わ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
落
水
の
利
用
で
は
灌
漑
が
不
安
定
で
、
岩
野
山
の
浅
い
沢
で
は
も
と
も

と
沢
水
は
少
な
か
っ
た
か
ら
、
水
不
足
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
、
新
開
の
作
付
が
不
可
能
に
な
り
、
荒
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ

で
、
樋
口
村
肝
煎
五
兵
衛
が
馬
場
野
目
村
第
尺
寺
（
帝
釈
寺
）
で
馬
場
目
川
か
ら
取
水
し
、
こ
れ
か
ら
樋
口
村
ま
で
堰
筋
を
た
て
て
引
水
す

る
計
画
を
地
頭
の
真
崎
長
右
衛
門
に
注
進
し
た
。
長
右
衛
門
は
実
地
検
分
し
た
上
で
、
元
和
元
（
一
六
一
五
）
年
藩
に
願
い
出
て
翌
年
指
紙

を
い
た
だ
い
て
い
る
。
五
兵
衛
の
注
進
は
慶
長
の
末
年
か
ら
元
和
元
年
ご
ろ
と
思
わ
れ
る
。
実
地
検
分
に
よ
っ
て
堰
の
通
る
館
越
村
や
馬
場

目
川
を
本
田
水
元
と
し
て
い
る
高
崎
村
、
水
利
権
を
持
つ
戸
村
堰
筋
の
村
々
と
の
調
整
談
合
も
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
　

樋
口
村
之
内
永
荒
井
や
ち
新
開
之
事
相
心
得
申
候
、
本
田
之
さ
ハ
リ
に
成
候
ハ
ぬ
所
可
有
御
開
候
、
出
来
次
第
ニ
可
有
御
披
露
候
、

　
　

以
上

　
　

元
和
弐
年
辰
十
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

向　

右
近

　
　

真
崎
長
右
衛
門
殿　

旨

　

こ
の
と
き
の
水
利
権
な
ど
の
協
定
は
、「
川
地
盤
平
均
水
口
八
尺
、
横
木
三
段
よ
り
水
通
す
」
と
い
う
取
水
口
の
大
き
さ
を
決
め
て
取
水

制
限
を
す
る
こ
と
や
高
崎
村
・
館
越
村
の
用
水
利
用
な
ど
、
今
日
も
「
水
慣
行
」
と
し
て
関
係
者
に
よ
っ
て
厳
し
く
守
ら
れ
て
い
る
。

　

用
水
路
の
工
事
は
、
長
右
衛
門
の
持
銀
三
十
貫
目
余
を
出
し
、
農
民
た
ち
が
労
働
力
を
提
供
し
て
、
元
和
三
（
一
六
一
七
）
年
に
開
始
さ

れ
、
樋
口
村
ま
で
の
幹
線
水
路
は
翌
四
年
に
は
完
成
し
た
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
帝
釈
寺
に
つ
く
ら
れ
た
横
止
め
か
ら
の
水
入
り
は
取

水
制
限
を
さ
れ
て
い
て
も
極
め
て
よ
か
っ
た
。
今
日
で
も
、長
右
衛
門
の
名
を
と
っ
て
「
真
崎
堰
」
と
呼
ば
れ
る
用
水
路
の
水
量
は
豊
か
で
、

そ
の
流
れ
は
速
い
。

　

水
量
が
豊
か
で
あ
っ
た
か
ら
、
樋
口
村
の
開
田
が
終
わ
っ
て
も
、
ま
だ
多
く
の
余
水
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
西
野
々
村
の
う
ち
畑
中
・
漆

原
、
石
崎
村
、
大
川
村
の
う
ち
川
尻
、
谷
地
中
村
、
井
川
村
、
北
川
尻
村
、
今
戸
村
、
浜
井
川
村
の
八
ヵ
村
の
野
谷
地
の
開
発
を
出
願
し
て
、

元
和
八
（
一
六
二
二
）
年
に
堰
通
り
の
独
占
的
な
開
発
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
第
尺
寺
関
」
と
当
時
呼
ば
れ
た
用
水
路
開
さ

く
の
功
労
が
藩
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　

一
に
し
の
野　

一
う
る
し
原　

一
畑
中　

一
谷
地
中　

一
石
崎　

一
大
河
尻　

一
今
戸　

一
浜
井
川　

一
井
河　

一
北
川
尻

　
　

右
之
村
新
開
之
事
相
心
得
申
候
、
但
八
ヶ
村
へ
新
関
之
水
越
候
事
神
妙
之
由
被
仰
出
候
、
第
尺
寺
通
関
之
内
余
人
開
致
候
ハ
ゝ
御
披
露

可
有
之
候
、
以
上

　
　

元
和
八
年
二
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
半
右
衛
門

　
　

真
崎
長
右
衛
門
殿

　

水
路
は
、
北
川
尻
・
井
川
両
村
地
内
を
経
て
今
戸
村
に
通
ず
る
井
川
方
面
へ
の
延
長
と
、
西
野
々
・
谷
地
中
・
石
崎
の
三
村
と
大
川
村
へ

の
延
長
の
工
事
が
行
な
わ
れ
、
樋
口
村
で
分
水
し
て
い
る
。
こ
の
分
水
堰
は
は
じ
め
三
本
の
水
路
に
分
け
て
並
行
し
て
流
れ
て
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
の
方
面
に
わ
か
れ
て
い
く
の
で
、
今
も
「
三
本
堰
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

西
野
々
村
・
谷
地
中
村
・
石
崎
村
で
は
、
こ
れ
ま
で
本
田
用
水
と
し
て
樋
口
村
の
出
水
と
黒
坪
村
（
井
川
町
）
の
西
野
山
あ
た
り
の
沢
水

を
堤
に
受
け
て
使
っ
て
い
た
。
第
尺
寺
堰
の
水
を
引
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
村
む
ら
の
開
田
は
大
い
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点

で
の
開
発
は
、
九
ヵ
村
全
部
で
四
、五
百
石
に
及
ぶ
と
思
わ
れ
る
。
真
崎
堰
に
よ
る
灌
漑
地
域
は
、
今
日
約
一
〇
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
っ

て
お
り
、
県
内
有
数
の
用
水
路
で
あ
る
。

　
　
　

真
崎
堰
用
水
利
用
反
別
（
明
治
二
二
年
調
べ
）

　
　

大
川
村
大
字
大
川　
　
　
　
　

一
一
四
町
七
反
二
九
歩
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同　
　
　
　

下
樋
口　
　
　
　

三
九
町
四
反
二
畝
九
歩

　
　

同　
　
　
　

石
崎　
　
　
　
　

一
七
町
九
反
五
畝
一
六
歩

　
　

同　
　
　
　

谷
地
中　
　
　
　

七
九
町
八
反
一
九
歩

　
　

同　
　
　
　

西
野　
　
　
　
　

九
〇
町
四
反
一
畝
一
一
歩

　
　

馬
場
目
村
大
字
帝
釈
寺　
　
　

一
〇
町
七
反
九
歩

　
　

馬
川
村
大
字
高
崎　
　
　
　
　

一
〇
町
七
反
六
畝
九
歩

　
　

同　
　
　
　

舘
越　
　
　
　
　

二
〇
町
二
反
三
畝
七
歩

　
　

同　
　
　
　

上
樋
口　
　
　
　

六
二
町
六
反
二
畝
五
歩

　
　

上
井
河
村
大
字
黒
坪　
　
　
　

八
反
七
畝
一
二
歩

　
　

下
井
河
村
大
字
今
戸　
　
　
　

九
九
町
六
反
五
歩

　
　

同　
　

北
川
尻
海
老
沢　
　
　

一
二
五
町
一
反
八
畝
二
三
歩

　
　

飯
田
川
村
大
字
飯
塚　
　
　
　

八
〇
町
二
反
五
畝
三
歩

　

こ
の
よ
う
に
、
馬
場
目
川
南
岸
に
広
が
る
湖
東
平
野
の
開
発
は
、「
鍬
先
次
第
」
と
か
「
堰
筋
一
円
」
と
か
い
う
指
紙
が
あ
っ
た
か
ら
可

能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
や
は
り
、
戸
村
堰
の
場
合
同
様
、
各
村
の
肝
煎
や
上
農
層
の
参
加
に
よ
ら
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の

階
級
の
参
加
に
よ
っ
て
、
百
姓
全
部
が
参
加
す
る
と
い
う
形
が
で
き
あ
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
肝
煎
・
上
農
層
の
参
加
者
は
、
樋
口
村
肝
煎

猿
田
五
兵
衛
・
帝
釈
寺
村
宮
川
松
右
衛
門
・
館
越
村
斎
藤
喜
左
衛
門
・
樋
口
村
伊
藤
吉
右
衛
門
・
西
野
々
村
小
玉
重
右
衛
門
な
ど
の
名
前
が

分
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
長
右
衛
門
の
か
わ
り
に
直
接
指
揮
を
と
っ
た
の
は
、
世
継
の
正
親
政
綱
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

真
崎
氏
は
開
発
の
成
功
に
よ
っ
て
、
新
田
高
六
〇
〇
石
を
本
知
高
二
〇
〇
石
に
「
高
結
び
」
し
、
さ
ら
に
用
水
路
開
さ
く
の
功
労
に
対
す

る
加
増
分
五
〇
石
を
含
め
、
一
躍
八
五
〇
石
の
高
い
知
行
取
と
な
っ
て
い
る
。

　

樋
口
村
肝
煎
五
兵
衛
が
、
開
田
の
う
ち
か
ら
二
十
石
を
給
付
さ
れ
た
の
は
、
見
立
注
進
者
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
工
事
、
開
発
に
直
接

参
画
し
た
た
め
の
辛
労
免
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
百
姓
の
中
に
は
下
樋
口
村
肝
煎
嘉
兵
衛
の
指
示
を
受
け
て
、
潟
端
通
り
起
上

地
を
長
右
衛
門
の
指
紙
下
と
し
て
開
田
し
た
今
戸
村
治
兵
衛
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
っ
て
、
開
発
の
広
が
り
は
こ
の
後
も
大
川
地
域
や
井
川

地
域
で
続
け
ら
れ
て
い
く
。
長
右
衛
門
は
さ
ら
に
潟
東
地
方
の
開
発
地
頭
と
し
て
、藩
の
絶
大
な
信
頼
を
得
て
、寛
永
五　

（
一
六
二
八
）
年
、

馬
場
目
川
北
岸
に
か
か
わ
る
指
紙
ま
で
く
だ
さ
れ
て
い
る
。

　
　

一
野
田　
　

一
小
池　
　

一
川
崎　
　

一
ひ
と
市　
　

一
か
ま
沼　
　

一
屋
し
ゃ
袋

　
　

右
六
ヶ
所
之
野
谷
地
新
開
之
事
相
心
得
候
、
地
形
様
子
に
よ
り
鍬
先
次
第
た
る
べ
く
候
、
但
本
田
の
さ
ハ
リ
に
成
候
ハ
ハ
可
被
相
止
候
、

田
畑
に
不
成
以
前
苅
付
候
よ
し
か
や
被
押
ま
し
く
候
、
以
上

　
　

寛
永
五
年
霜
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
半
右
衛
門

　
　

真
崎
長
右
衝
門
殿　

旨

　

長
右
衛
門
は
、
わ
が
郷
土
の
地
域
の
ほ
か
に
元
和
二
（
一
六
一
六
）
年
に
太
平
村
、
元
和
四
年
に
は
戸
島
村
で
指
紙
開
を
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

猿
田
五
兵
衛
の
一
族
は
、以
前
山
内
城
主
三
浦
氏
に
仕
え
る
郷
士
（
土
豪
）
で
あ
っ
た
。
山
内
の
猿
田
沢
は
屋
敷
の
あ
っ

た
と
こ
ろ
で
、
湊
合
戦
の
前
後
に
上
樋
口
に
一
族
が
移
っ
た
も
の
ら
し
い
。
今
も
猿
田
家
の
菩
提
寺
は
、
山
内
の
円
通

寺
で
あ
る
。
猿
田
一
族
は
、
樋
口
村
の
草
分
け
と
な
り
一
帯
の
天
水
田
を
開
き
、
沢
水
・
落
水
を
引
い
て
切
添
え
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

真
崎
長
右
衛
門
季
富
は
、
秋
田
入
部
以
後
の
初
代
で
永
禄
一
〇
（
一
五
六
七
）
年
に
生
れ
、
寛
永
一
六
（
一
六
三
九
）
年
六
月
七
日
に
逝

去
し
て
い
る
。

　

「
樋
口
十
王
堂
」
は
、
正
し
い
名
前
を
真
崎
山
万
（
満
）
行
院
と
い
う
。
山
号
で
わ
か
る
よ
う
に
、
真
崎
家
寄
進
の
地
蔵
尊
が
安
置
さ
れ

開
田
と
十
王
堂

　
　
　
　
　
　
　
　

開
田
と
十
王
堂
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て
い
る
。
こ
の
堂
は
十
王
堂
と
呼
ば
れ
る
前
に
、
地
蔵
堂
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
い
つ
か
ら
か
、
地
蔵
尊
を
納
め
る
厨
子
の
左
右
に
十
体
並
べ

ら
れ
た
木
彫
十
王
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
十
王
堂
と
人
び
と
が
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

　

厨
子
の
裏
に
、「
享
保
七
（
一
七
二
二
）
年
八
月
五
日
厨
子
建
立
」
と
あ
り
、
真
崎
政
綱
の
室
照
光
院
が
信
奉
し
て
い
た
地
蔵
菩
薩
を
、

そ
の
子
の
正
親
が
寄
進
す
る
と
記
し
て
あ
る
。
厨
子
の
扉
に
は
、
銅
板
を
う
ち
抜
い
た
真
崎
家
の
定
紋
が
左
右
に
つ
い
て
い
る
。
長
右
衛
門

季
富
の
次
の
代
政
綱
は
婿
養
子
で
、
そ
の
子
を
正
親
と
い
う
と
家
譜
に
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
政
綱
と
正
親
の
関
係
が
代
記
で
は
逆
に

な
っ
て
い
る
（『
秋
田
県
史
』
第
二
巻
、
近
世
編
上
）。
開
さ
く
の
記
録
に
も
正
親
を
季
富
の
子
息
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
新
田
開

発
が
最
終
的
に
は
真
崎
家
三
代
に
わ
た
る
大
事
業
で
、
地
蔵
尊
は
そ
の
す
べ
て
が
お
わ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
地
蔵
堂

は
猿
田
一
族
の
氏
寺
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
工
事
の
完
成
を
五
兵
衛
が
祈
願
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　

な
お
、
十
王
堂
の
隣
接
地
は
、「
真
崎
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
真
崎
一
族
の
所
有
で
あ
っ
た
。
工
事
を
奉
行
す
る
役
所
が
お
か
れ
、

そ
の
後
は
水
肝
煎
の
役
所
に
で
も
な
っ
て
い
た
あ
と
で
あ
ろ
う
。
十
王
堂
は
、
明
治
の
こ
ろ
ま
で
は
堰
守
護
の
本
尊
と
し
て
水
利
の
恩
恵
に

あ
ず
か
る
十
一
ヵ
村
の
尊
崇
を
集
め
、
堂
の
前
は
「
下
乗
」
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
今
は
長
ら
く
無
住
の
ま
ま
に
荒
れ
は
て
什

物
も
失
わ
れ
、
三
十
数
年
前
堂
舎
が
改
築
さ
れ
た
が
境
内
は
依
然
と
し
て
荒
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

　

高
崎
と
館
越
の
間
の
館
越
寄
り
の
一
帯
を
「
治
左
衛
門
畷
」
と
い
う
。
こ
こ
は
真
崎
堰
の
通
水
後
に
開
田
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
い
う
。
槐
さ
い
か
ち

村
の
村
役
人
で
あ
っ
た
治
左
衛
門
は
、
中
山
と
雀
館
の
間
の
切
り
通
し
を
受
け
も
た
さ
れ
、
村
人
を
励
ま
し
て
昼
夜
兼
行
の
工
事
を
し
て
開

田
し
た
と
こ
ろ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
槐
村
と
し
て
は
少
な
く
な
い

田
地
が
開
け
た
わ
け
で
、
責
任
者
の
名
を
つ
け
て
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

「
樋
口
」
の
地
名
は
、
用
水
堰
に
関
係
し
た
も
の
で
、
こ
の
ほ
か
樋
ノ
下
、
高
樋
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
樋
口
は
ヒ
グ
チ
ま
た
は
ト
ヨ
グ

チ
と
読
み
、
泉
の
わ
く
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
水
路
の
分
岐
す
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

樋
口
村
は
真
崎
堰
が
開
さ
く
さ
れ
る
前
か
ら
の
名
前
で
あ
る
。
用
水
路
の
で
き
る
以
前
に
猿
田
家
が
開
発
し
た
と
き
か
ら
、
高
崎
村
の
落

水
や
沢
水
を
引
い
た
水
路
を
開
い
て
用
水
に
し
て
い
た
と
想
像
で
き
る
。
や
が
て
真
崎
堰
が
大
川
方
面
に
の
び
て
、
そ
の
末
端
に
近
い
と
こ

ろ
に
開
田
さ
れ
た
土
地
が
広
が
り
、
村
が
で
き
る
と
そ
こ
も
分
水
点
の
樋
口
で
あ
っ
た
の
で
下
樋
口
と
な
り
、
今
ま
で
の
樋
口
は
上
樋
口
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
竹
氏
が
領
内
開
発
の
第
一
に
と
り
あ
げ
た
の
は
、新
田
開
発
で
あ
る
。
こ
れ
は
、領
内
各
地
に
広
い
未
墾
地
が
あ
っ

た
か
ら
で
五
城
目
地
域
も
そ
れ
に
も
れ
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
用
水
路
開
さ
く
工
事
の
項
で
述
ベ
て
き
た
と

お
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
未
墾
地
の
開
田
は
、
家
臣
の
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
新
領
地
へ
小
身
の
家
臣
の
入
国
を
制
限
し
て
も
、
な
お

指
紙
開
と
注
進
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　

指
紙
開
と
注
進
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
領
地
で
の
知
行
の
半
分
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
代
償
に
開
発
し
た
新
田
を
知
行
地
に
加
え
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
開

発
の
許
可
状
を
指
紙
（
差
紙
・
御
指
紙
）
と
い
い
、
そ
れ
に
よ
る
開
発
を
指
紙
開
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
前
述
し
て
あ
る
。

　

指
紙
開
は
、
本
田
に
影
響
さ
え
な
け
れ
ば
「
地
形
様
子
に
よ
り
鍬
先
次
第
た
る
べ
く
候
」
と
い
う
、
強
い
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
開

墾
し
た
新
田
は
、「
高
結
び
」
と
名
付
け
た
知
行
地
く
り
入
れ
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
藩
政
初
期
は
指
紙
開
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。

　

こ
の
場
合
は
、
開
墾
の
費
用
の
全
部
ま
た
は
大
部
分
を
指
紙
を
受
け
た
家
臣
が
出
し
、
労
働
力
は
指
紙
地
の
範
囲
に
あ
る
村
の
農
民
が
戸

村
堰
の
場
合
の
よ
う
に
、
総
動
員
で
提
供
す
る
方
式
が
と
ら
れ
る
。
農
民
は
苦
し
い
工
事
に
当
る
が
、
開
田
さ
れ
た
新
し
い
耕
地
は
、
こ
れ

ら
の
農
民
が
耕
作
す
る
か
ら
、
決
し
て
損
な
仕
事
で
は
な
い
。
七
〇
刈
か
ら
一
〇
〇
刈
の
百
姓
に
と
っ
て
、
耕
地
が
広
く
な
る
こ
と
は
大
い

に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
に
は
、
農
民
の
方
か
ら
開
田
可
能
な
土
地
を
見
つ
け
、
地
頭
に
な
っ
て
い
る
家
臣
に
申
し
出
て
、
そ
の

家
臣
が
指
紙
開
を
出
願
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
蔵
分
に
編
入
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
百
姓
・
町
人
の
出
願
に
よ
る

「
注
進
開
」
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

　

注
進
開
は
、
農
業
資
本
や
商
業
資
本
を
投
入
し
て
開
墾
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
検
地
と
と
も
に
「
辛
労
免
」
と
い
っ
て
三
分
の

一
ほ
ど
が
、
開
発
主
に
与
え
ら
れ
る
の
が
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
。
中
竿
や
後
竿
の
一
斉
検
地
が
行
な
わ
れ
た
原
因
の
一
つ
に
、
新
田
開
発
が
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盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
時
期
が
あ
る
。

　

郷
土
で
も
い
か
に
新
田
が
多
く
開
発
さ
れ
た
か
は
、
先
に
あ
げ
た
村
々
の
本
田
高
と
新
田
高
を
比
べ
て
み
れ
ば
一

目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
中
に
は
槐
新
田
村
と
い
う
名
に
示
す
と
お
り
、
新
田
開
発
に
よ
っ
て
成
立
し
た
村
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
八
郎
潟
町
の
上
羽
立
村
・
下
羽
立
村
と
も
、新
田
村
で
あ
る
。「
羽
立
」は
新
田
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、

大
川
の
西
野
村
の
支
郷
下
タ
村
・
田
中
村
・
四
ツ
家
村
や
谷
地
中
村
の
支
郷
茨
嶋
村
・
樋
下
村
・
四
軒
村
・
三
軒
村

も
新
田
開
発
に
よ
っ
て
で
き
た
新
村
で
あ
る
。

　

表
に
ま
と
め
た
「
秋
田
藩
の
新
田
開
発
」
を
み
る
と
、
転
封
さ
れ
て
八
〇
年
間
に
五
七
％
が
開
発
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
一
八
世
紀
以
降
に
な
る
と
新
田
開
発
が
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新
田
開
発

の
必
然
的
に
も
つ
矛
盾
と
し
て
、
後
の
章
で
述
べ
る
。
藩
政
初
期
に
新
田
開
発
を
重
点
政
策
と
し
、
そ
れ
が
極
限
ま

で
行
な
わ
れ
た
結
果
、
そ
の
後
は
開
発
の
余
地
が
な
く
な
っ
た
と
す
る
の
は
、
少
々
見
方
が
単
純
に
す
ぎ
る
よ
う
で

あ
る
。

　

開
発
は
検
地
が
一
筆
ご
と
に
行
な
わ
れ
、検
地
野
帳
が
つ
く
ら
れ
て
終
わ
る
。
こ
こ
に
そ
れ
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
　
　

畝
合
壱
反
四
畝
廿
三
歩

　
　
　

分
米
合
弐
斗
九
升
五
合

　
　
　
　

内
壱
斗　
　
　
　
　

子
起
返
り

　
　
　
　

同
弐
斗
弐
升
五
合　
　
　
　

其
新
開

　
　
　

寛
政
五
年
丑
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
沢
与
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
川
久
左
衛
門

　

こ
の
五
十
目
村
の
文
書
は
、
位
が
最
低
の
畑
で
、
単
位
が
畝
と
い
う
情
け
な
い
程
の
零
細
な
も
の
で
あ
る
。
次
の
谷
地
中
村
関
係
も
広
大

な
開
田
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
々
の
開
発
を
ト
ー
タ
ル
す
る
と
評
価
は
変
わ
っ
て
く
る
。

　
　
　

畑　
　

＝　
　

三
畝
六
歩　
　
　

六
升
四
合　
　

三
郎
兵
衛

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
拾
歩　
　
　

弐
升
七
合　
　

仁
助

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
弐
歩　
　
　

弐
升
六
合　
　

三
郎
兵
衛

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
弐
歩　
　
　

弐
升
三
合　
　

同
人

四　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
弐
歩　
　
　

弐
升
三
合　
　

同
人

四　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
弐
歩　
　
　

弐
升
三
合　
　

同
人

八

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
弐
歩　
　
　

弐
升
三
合　
　

同
人

八

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
弐
歩　
　
　

弐
升
三
合　
　

同
人

四　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
弐
歩　
　
　

弐
升
六
合　
　

三
郎
兵
衛

四　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
弐
歩　
　
　

弐
升
六
合　
　

三
郎
兵
衛

八

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
弐
歩　
　
　

弐
升
六
合　
　

三
郎
兵
衛

八

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
弐
歩　
　
　

弐
升
六
合　
　

三
郎
兵
衛

四　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
拾
歩　
　
　

弐
升
七
合　
　

仁
助

四　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
拾
歩　
　
　

弐
升
七
合　
　

仁
助

十

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
拾
歩　
　
　

弐
升
七
合　
　

仁
助

十

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
拾
歩　
　
　

弐
升
七
合　
　

仁
助

六
　

　
　
　

畑　
　

＝　
　

三
畝
六
歩　
　
　

六
升
四
合　
　

三
郎
兵
衛

六
　

　
　
　

畑　
　

＝　
　

三
畝
六
歩　
　
　

六
升
四
合　
　

三
郎
兵
衛

十
六

　
　
　

畑　
　

＝　
　

三
畝
六
歩　
　
　

六
升
四
合　
　

三
郎
兵
衛

十
六

　
　
　

畑　
　

＝　
　

三
畝
六
歩　
　
　

六
升
四
合　
　

三
郎
兵
衛

起
返
り

本
張
田
之
内

　
　
　
　

内
壱
斗　
　
　
　
　

子
起
返
り

本
張
田
之
内

　
　
　
　

内
壱
斗　
　
　
　
　

子
起
返
り

御
指
紙
分

　
　
　
　

同
弐
斗
弐
升
五
合　
　
　
　

其
新
開

御
指
紙
分

　
　
　
　

同
弐
斗
弐
升
五
合　
　
　
　

其
新
開

秋田藩の新田開発

年 度 本 田 新 田 開発率

寛文４ （1664）

貞享元 （1684）

享保元 （1716）

229,466

221,114

229,826

90,381

126,015

110,724

39

57

48

石 石 ％

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
五
歩　
　
　

三
升　
　
　
　

庄
助

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
廿
四
歩　
　

三
升
六
合　
　

同
人

　
　

下
川
原
樋
口
境
は
ら

　
　
　

畑　

＝　
　
　

弐
畝
歩　
　
　
　

四
升　
　
　
　

同
人

三　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

弐
畝
歩　
　
　
　

四
升　
　
　
　

同
人

三　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

弐
畝
歩　
　
　
　

四
升　
　
　
　

同
人

廿

　
　
　

畑　

＝　
　
　

弐
畝
歩　
　
　
　

四
升　
　
　
　

同
人

廿

　
　
　

畑　

＝　
　
　

弐
畝
歩　
　
　
　

四
升　
　
　
　

同
人

二　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
廿
四
歩　
　

三
升
六
合　
　

同
人

二　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
廿
四
歩　
　

三
升
六
合　
　

同
人

廿
九

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
廿
四
歩　
　

三
升
六
合　
　

同
人

廿
九

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
廿
四
歩　
　

三
升
六
合　
　

同
人

五　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
五
歩　
　
　

三
升　
　
　
　

庄
助

五　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
五
歩　
　
　

三
升　
　
　
　

庄
助

九

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
五
歩　
　
　

三
升　
　
　
　

庄
助

九

　
　
　

畑　

＝　
　
　

壱
畝
五
歩　
　
　

三
升　
　
　
　

庄
助

新
開
と
荒
を
ま
た
畑
に
起
返
し
た
分
の
も
の
で
、
初
め
挙
げ
た
も
の
は
全
部
畑
で
あ
る
が
、
田
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

　
　

寛
政
五
年
十
月
十
日

　
　

秋
田
郡
五
十
目
村
開
起
返
新
開
御
検
地
一
紙

　
　

鵜
木
下
川
原
上
樋
口
境

　
　
　

畑　

＝　
　
　

廿
歩　
　
　
　
　

壱
升
三
合　
　

源
之
亟

　
　
　

畑　
　

＝　
　

弐
畝
四
歩　
　
　

四
升
三
合　
　

九
兵
衛

起
返
り

四
　

　
　
　

畑　
　

＝　
　

弐
畝
四
歩　
　
　

四
升
三
合　
　

九
兵
衛

四
　

　
　
　

畑　
　

＝　
　

弐
畝
四
歩　
　
　

四
升
三
合　
　

九
兵
衛

十
六

　
　
　

畑　
　

＝　
　

弐
畝
四
歩　
　
　

四
升
三
合　
　

九
兵
衛

十
六

　
　
　

畑　
　

＝　
　

弐
畝
四
歩　
　
　

四
升
三
合　
　

九
兵
衛

四　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

廿
歩　
　
　
　
　

壱
升
三
合　
　

源
之
亟

四　

　
　
　

畑　

＝　
　
　

廿
歩　
　
　
　
　

壱
升
三
合　
　

源
之
亟

五

　
　
　

畑　

＝　
　
　

廿
歩　
　
　
　
　

壱
升
三
合　
　

源
之
亟

五

　
　
　

畑　

＝　
　
　

廿
歩　
　
　
　
　

壱
升
三
合　
　

源
之
亟
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小
松
吉
兵
衛

　
　
　

出
羽
国
秋
田
分
谷
地
中
村
御
検
地
帳

　
　

く
禰
そ
え　

い
か
り
関
添　

と
ん
と
し
田

　
　

家
の
前　

豊
口　

高
田
前　

田
面
沢　

見
谷
地

　
　

谷
地
中　

原
嶋　

あ
ら
ま
た
ら　

嶋
谷
中

　
　

ひ
沢
道　

た
ゝ
な
れ
も
り

　
　

上
田　
　

六
反
参
畝
拾
弐
歩　
　
　
　

分
米　

九
石
五
斗
壱
升

　
　

中
田　
　

弐
町
五
反
七
畝
拾
四
歩　
　

同　

三
拾
三
石
五
斗
五
升
七
合

　
　

下
田　
　

九
町
四
反
八
畝
拾
五
歩　
　

同　

九
拾
四
石
八
斗
五
升

　
　

田　
　

九
町
六
反
九
畝
九
歩　
　
　

同　

六
拾
七
石
八
斗
五
升

　
　

上
畑　
　

弐
畝
四
歩　
　
　
　
　
　
　

同　

壱
斗
七
合

　
　

中
畑　
　

五
畝
七
歩　
　
　
　
　
　
　

同　

弐
斗
壱
升

　
　

下
畑　

一
反
弐
畝
八
歩　
　
　
　
　
　

同　

三
斗
六
升
八
合

　
　

畑　
　

九
畝
廿
九
歩　
　
　
　
　
　

同　

壱
斗
九
升
九
合

　
　

屋
敷　
　

弐
反
八
畝
廿
壱
歩　
　
　
　

同　

弐
石
八
斗
七
升
壱
合

　
　

右
田
畑
屋
敷
合
弐
拾
弐
町
九
反
七
畝
拾
九
歩

　
　

分
米
合
弐
百
九
石
五
斗
弐
升
壱
合

　
　
　
　
　

五
拾
九
石
六
斗
八
升
壱
合　
　

本　

田

　
　
　
　
　

四
拾
九
石
参
斗
参
升
九
合　
　

並　

開

　
　
　
　
　

百
石
五
斗
五
合　
　
　
　
　
　

開
真
崎
正
親

　
　
　

村
下
百
姓
下

　
　
　

家
数
拾
六
軒

　
　

米
九
石
五
斗
六
升
五
合　
　

苗
代
別
帳
有

　
　

慶
安
元
年
五
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塩　

又
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
介
川
弥
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
宮
三
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秦
杢
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
野
彦
右
衛
門

　

慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
の
検
地
帳
で
あ
る
が
、
お
わ
り
の
部
分
に
「
開
真
崎
正
親
」
と
い
う
項
が
あ
り
、
分
米
の
約
半
分
が
彼
の
給
分

と
な
っ
て
い
る
。
谷
地
中
村
と
そ
の
支
郷
は
、
沖
積
平
地
の
ま
ん
中
を
占
め
る
場
所
で
あ
る
が
、
真
崎
堰
の
開
さ
く
に
よ
っ
て
広
い
新
田
が

開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
石
崎
村
の
同
年
の
検
地
帳
に
も
、「
開
小
野
久
五
郎
・
開
真
崎
正
親
」
と
い
う
項
が
あ
り
、
合
わ
せ
て
分
米
の
四
分

の
一
ほ
ど
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
検
地
帳
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
真
崎
堰
の
幹
線
水
路
が
完
成
し
た
元
和
四
年
か
ら
三
〇
年
後
の
こ
と
で
、

真
崎
長
右
衛
門
は
こ
れ
よ
り
一
〇
年
前
の
寛
永
五
（
一
六
二
八
）
年
に
、
馬
場
目
川
以
北
の
六
ヵ
村
に
及
ぶ
指
紙
も
得
て
い
る
。

　

実
際
に
開
墾
の
指
揮
を
し
た
の
は
正
親
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
慶
安
元
年
の
時
点
で
は
正
親
に
代
替
わ
り
し
て
い
る
。
湖
岸
沿
い
の
指

紙
の
分
布
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

真
坂
村　

真
坂
村
之
内
前
谷
地
新
開

　
　
　

延
宝
四
（
一
六
七
六
）
年　

石
山
弥
右
衛
門
・
皆
川
甚
平

　
　

夜
叉
袋
村　

や
し
や
か
袋
道
よ
り
下
町
ノ
後
か
た
き
わ
ま
て
野
や
ち
新
開
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寛
永
六
（
一
六
二
九
）
年　

武
石
角
之
丞

　
　

一
日
市
村　

一
日
市
・
一
向
堂
新
開

　
　
　

元
和
四
（
一
六
一
八
）
年　

人
見
宮
内

　
　

同　
　
　

ひ
と
市
・
が
ま
沼
・
夜
叉
袋
ほ
か
三
か
村
谷
地
新
開

　
　
　

寛
永
五
（
一
六
二
八
）
年　

真
崎
長
右
衛
門

　
　

大
川
村　

大
川
之
川
向
北
中
島
新
開

　
　
　

覚
永
三
（
一
六
二
六
）
年　

中
川
宮
内

　
　

今
戸
村　

大
河
尻
・
今
戸
・
浜
井
川
ほ
か
七
か
所
新
開

　
　
　

元
和
八
（
一
六
二
二
）
年　

真
崎
長
右
衛
門

　
　

浜
井
川
村　

浜
井
川
之
内
永
荒
新
開

　
　
　

元
和
六
（
一
六
二
〇
）
年　

根
岸
惣
内
・
宮
田
作
右
衛
門

　
　

同　
　

浜
井
川
村
手
前
知
行
処
本
田
畑
返
り

　
　
　

天
和
二
（
一
六
八
二
）
年　

吉
川
瀬
兵
衛
・
根
岸
与
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
半
田
市
太
郎
編
『
八
郎
潟
』）

　

大
川
村
関
係
の
検
地
帳
を
調
べ
て
み
る
と
、
新
田
開
発
が
次
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
　

○
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年　
　

稗
田
尻

　
　

○
延
宝
五
（
一
六
七
七
）
年　
　

大
島
・
今
戸
狐
川

　
　

○
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年　
　

中
島

　
　

○
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年　
　

中
野
道
下
鳥
見
場
・
沢
見
・
中
島

　
　

○
安
永
七
（
一
七
七
八
）
年　
　

下
川
原

　
　

○
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）
年　
　

役
所
下
・
新
川
中
島
・
柳
谷
地

　
　

○
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年　
　

お
て
街
道
上
・
今
戸
街
道
下
・
下
島
田
・
石
田
街
道
下

　
　

○
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年　
　

潟
端

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
大
川
村
適
産
調
』）

　

さ
ら
に
、
村
高
の
変
化
を
調
ベ
る
と
、
慶
長
八
（
一
六
〇
三
）
年
一
七
六
・
八
八
三
石
、
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
三
〇
三
・
〇
八
六
石
、

天
和
四
（
一
六
八
四
）
年
五
三
五
・
二
三
一
石
、
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
四
八
五
・
七
三
九
石
、
享
保
一
四
（
一
七
二
九
）
年
四
七
九
・
七
一

〇
石
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
先
の
村
高
に
対
す
る
次
の
村
高
と
い
う
具
合
に
次
々
に
そ
の
割
合
を
み
て
い
く
と
、
慶
安
一
・
七
一
、
天

和
一
・
七
七
、
宝
永
〇
・
九
一
、
享
保
○
・
九
九
と
な
っ
て
、
後
年
の
ほ
う
が
急
に
数
値
が
下
が
る
。
し
か
し
、
最
初
の
慶
長
の
村
高
に
対
し
て
、

享
保
の
村
高
を
み
る
と
二
・
七
一
と
な
っ
て
い
て
、
ほ
ぼ
三
倍
の
高
度
成
長
で
あ
る
。
こ
の
数
値
は
、
約
百
年
に
わ
た
る
新
田
開
発
に
よ
る

増
加
率
な
の
で
あ
る
。

　

大
川
村
の
享
保
一
四
年
一
八
世
紀
前
半
の
新
田
率
は
、
村
高
四
七
九
・
七
一
〇
石
、
新
田
高
三
〇
二
・
八
二
七
石
で
約
六
三
％
と
な
っ

て
い
る
。
他
の
村
で
は
、
野
田
村
四
四
％
・
下
樋
口
村
一
〇
〇
％
・
西
野
村
八
〇
％
・
石
崎
村
四
一
％
・
谷
地
中
村
七
九
％
・
浦
横
町
村

四
六
％
・
岡
本
村
四
六
％
と
な
っ
て
い
て
（
秋
田
県
教
育
庁
編
『
八
郎
潟
の
研
究
』）、
明
ら
か
に
沖
積
平
野
部
の
新
田
率
が
大
き
く
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
沢
目
地
域
に
入
っ
て
も
新
田
開
発
は
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
黒
印
御
定
書
の
村
高
の
項
で
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
富
田

村
や
小
倉
村
の
新
田
率
は
極
め
て
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
秋
田
六
郡
総
村
記
』
に
よ
る
と
、「
新
坂
（
真
坂
？
）
新
田
村
二
十
七
軒

寛
永
二
（
一
六
二
五
）
年
梅
津
主
馬
正
景
開
」
な
ど
と
低
地
部
の
開
発
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
中
津
又
村
の
支
郷
と
し
て
「
根
小

屋
村
十
五
軒
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
開
、
川
堤
村
四
軒
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
開
」
と
い
う
記
録
も
み
え
る
。
川
堤
村
と
い
え
ば
、
富

津
内
川
上
流
の
谷
あ
い
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
も
一
七
世
紀
末
に
は
開
墾
さ
れ
、
新
し
い
村
が
た
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
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高
は
不
明
で
あ
り
、
そ
の
開
発
の
形
も
分
か
ら
な
い
が
、
開
発
は
決
し
て
低
地
・
平
地
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
も
う
二
、三
、
そ
の
例
を
あ

げ
て
お
く
。

　
　
　

御
指
紙
写

　
　

一　

馬
場
野
目
村
之
内

　
　

一　

猿
沢　
　
　
　

一
小
猿
沢

　
　

一　

つ
る
ぎ
林　
　

一
こ
だ
か
沢　
　

一
梅
之
木
野

　
　

一　

杉
沢
野　
　
　

一
小
平
谷
地

　
　

右
七
ヶ
所

　
　
　

右
開
之
儀
相
心
得
申
候　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
茂
右
衛
門

　
　

延
宝
弐
年
三
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
半
右
衛
門

　
　
　

渋
江
宇
右
衛
門
殿

　
　

馬
場
野
目
村
之
内
杉
沢
台
野
恋
地

　
　

台
野
堤
ヶ
台
小
野
台

　
　

右
四
ヶ
所
田
畑
新
開
之
事
相
心
得
候
本
田
之
障
に
成
候
者
可
相
止
候
地
形
様
子
に
よ
り
可
為
鍬
先
次
第
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
賀
谷
佐
兵
衛

　
　

延
宝
二
年
卯
五
月
十
三
日

　
　
　

渋
江
宇
右
衛
門
殿

　
　

馬
場
野
目
村
之
内
恋
路
家
之
下
悪
戸

　
　

新
開
之
事
相
心
得
候
本
田
之
障
に
成
者
可
被
相
止
候
地
形
様
子
に
よ
り
可
為
鍬
先
次
第
田
地
ニ
不
成
以
前
跡
々
苅
付
候
よ
し
か
や
被
押

間
敷
候
仍
如
件

　
　
　

延
宝
六
年
午
七
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
半
右
衛
門

　
　
　
　

渋
江
字
右
衛
門
殿

　
　

馬
場
野
目
村
分
小
野
台
之
内
蓬
田
野

　
　

川
阿
久
戸
滝
沢
阿
久
戸
水
沢
悪
戸

　
　

畑
返
之
事
相
心
得
候
本
田
之
障
ニ
成
候
ハ
バ
可
被
相
止
候
地
形
様
子
に
よ
り
可
為
鍬
先
次
第
候
仍
如
件

　
　
　

延
宝
七
年
末
二
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
半
右
衛
門

　
　
　
　

渋
江
宇
右
衛
門
殿

　
　

右
之
通
御
指
紙
ニ
有
之
候
故
右
様
御
心
得
可
有
之
候　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
祭
十
郎
衛
門

　
　
　

寛
延
四
年
末
十
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
関
曽
右
衛
門

　
　
　
　

石
井
縫
殿
之
亟
殿

　

こ
れ
は
、
馬
場
目
沢
を
支
配
し
て
い
た
石
井
家
へ
の
藩
か
ら
の
知
ら
せ
で
、
開
田
・
開
畑
の
指さ
し
が
み書

の
写
し
で
あ
る
。
延
宝
二
（
一
六
七
四
）

年
・
同
六
年
・
同
七
年
と
な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
山
深
い
悪
条
件
の
場
所
で
あ
る
。
七
年
の
指
紙
は
畑
返
り
と
な
っ
て
い
て
、
沢
水
を

台
の
上
に
引
き
水
す
る
堰
を
通
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
想
像
で
き
る
。

　

五
十
目
村
地
内
関
係
の
指
紙
も
の
こ
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

御
指
紙
写

　
　

五
拾
目
村
之
内
小
屋
の
下
川
原
上
下
畑
開
之
事
相
心
得
候
、
但
畠
返
り
出
候
ハ
バ
御
本
田
水
故
出
目
ハ
御
公
地
江
可
被
指
上
候
、
若
本
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田
障
に
成
候
ハ
バ
可
被
相
止
之
地
形
様
子
に
よ
り
可
為
鍬
先
次
第
畑
返
不
成
以
前
跡
々
よ
り
苅
付
、
萓
草
押
間
敷
候
、
依
如
件　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
茂
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
半
右
衛
門

　
　
　

延
宝
四
年
辰
八
月
一
日

　
　
　
　

渋
江
宇
右
衛
門
殿

　
　

五
拾
の
目
村
之
内
う
の
木
の
下
川
原
悪
戸
、
同
所
御
本
畠
返
、
同
所
杉
ヶ
崎
の
畑
開
、
但
三
（
山
）
内
村
す
か
沢
境
切
、
同
所
坊
沢
西

を
な
か
く
ら
迄
畠
開
、
同
所
川
向
出
川
原
新
開
之
事
相
心
得
候
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
茂
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
半
右
衛
門

　
　
　

延
宝
四
年
辰
八
月
朔

　
　
　
　

渋
江
宇
右
衛
門
殿

　

も
う
い
ち
ど
大
川
村
の
新
田
開
発
を
み
る
と
、
延
宝
四
（
一
六
七
六
）
年
に
大
川
村
肝
煎
多
右
衛
門
が
、
今
戸
村
本
田
堤
の
上
手
の
草
飼

地
を
「
注
進
開
」
し
て
い
る
。
同
年
一
一
月
に
は
村
高
三
四
石
八
斗
七
升
、
翌
年
七
月
に
は
村
高
一
一
石
三
斗
三
升
七
合
（
い
ず
れ
も
免
四

ツ
五
歩
）
を
、
大
川
村
の
内
で
辛
労
免
と
し
て
給
付
さ
れ
て
い
る
。
多
分
、
給
付
地
が
大
川
で
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
大
川
・
今
戸
両
村
に

ま
た
が
る
開
発
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

新
開
主
自
身
の
た
め
に
地
頭
が
行
な
う
指
紙
開
は
、
強
力
で
権
利
地
も
広
範
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
藩
の
た
め
に
行
な
う
開
発
を
注

進
開
（
忠
進
開
）
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
百
姓
・
町
人
が
地
頭
や
藩
に
注
進
し
、
彼
ら
が
彼
ら
の
資
金
と
計
画
と
作
業
に
よ
っ
て
開
発

す
る
が
、
新
開
地
は
原
則
と
し
て
蔵
分
と
な
り
、
そ
の
一
定
部
分
が
辛
労
免
と
し
て
注
進
者
に
給
与
さ
れ
る
と
い
う
開
発
の
し
く
み
で
あ
る
。

　

多
右
衛
門
が
注
進
開
を
し
た
一
七
世
紀
後
半
の
延
宝
年
間
が
、
指
紙
開
か
ら
注
進
開
に
移
行
し
て
い
っ
た
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
後
は

　
　

元
禄
十
四
年
御
忠
進
御
帳

　
　

一
分
米
合
三
石
七
斗
弐
升

　
　
　

内
壱
石
三
升
六
合　
　
　
　
　

畑
返
り

　
　
　
　

内
九
斗
三
升
弐
合　
　
　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
壱
斗
四
合　
　
　
　
　
　

与
右
衛
門
被
下
候
分

　
　
　

同
弐
石
七
斗
弐
升
四
合　
　
　

野
開

　
　
　
　

内
弐
石
四
斗
五
升
二
合　
　

御
く
ら
分

　
　
　
　

同
弐
斗
七
升
弐
合
与　
　
　

与
右
衛
門
被
下
候
分

　
　

宝
暦
四
年
御
忠
進
御
帳

　
　

一
分
米
合
弐
石
弐
斗
四
升
弐
合

　
　
　

内
壱
石
三
斗
五
升
九
合　
　
　

御
蔵
分

　
　
　

同
壱
斗
五
升
壱
合　
　
　
　
　

与
右
衛
門
被
下
候
分

　
　

同
七
斗
三
升
弐
合　
　
　
　
　
　

村
開

　
　
　

内
六
斗
五
升
九
合　
　
　
　
　

御
く
ら
分

　
　
　

同
七
升
三
合　
　
　
　
　
　
　

与
右
衛
門
被
下
候
分

　
　

正
徳
弐
年
御
忠
進
一
紙

　
　

一
分
米
合
五
斗
五
升
弐
合

　
　
　

内
三
斗
四
升
八
合　
　
　
　
　

畑
返
り

　
　
　
　

内
三
斗
壱
升
三
合　
　
　
　

御
く
ら
分

　
　
　
　

同
三
升
五
合　
　
　
　
　
　

与
右
衛
門
被
下
候
分

　
　
　

同
弐
斗
三
合　
　
　
　
　
　
　

村
開

　
　
　
　

内
壱
斗
八
升
三
合　
　
　
　

御
く
ら
分

　
　
　
　

同
弐
升　
　
　
　
　
　
　
　

与
右
衛
門
被
下
候
分

　
　

享
保
八
年
御
忠
進
御
開

　
　

一
分
米
合
壱
石
壱
斗
壱
升
弐
合　

畑
返
り

　
　
　
　

内
壱
石
壱
合　
　
　
　
　
　

御
く
ら
分

　
　
　
　

同
壱
斗
壱
升
弐
合　
　
　
　

与
右
衛
門
被
下
候
分

　
　

享
保
十
一
年
御
忠
進
開

　
　

一
分
米
合
八
石
八
斗
六
升
九
合

注
進
開
が
多
く
な
り
、
や
が
て
注
進
開
だ
け
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
規
模
の
小
さ
い
も
の
ば
か
り
に
な
る
。
後
で
取
り
上
げ
る
が
、
幕
末

の
渡
辺
彦
太
郎
の
開
墾
も
こ
の
ケ
ー
ス
に
入
る
で
あ
ろ
う
。

　

高
崎
村
の
肝
煎
を
つ
と
め
た
館
岡
家
の
文
書
に
、
一
八
世
紀
初
め
か
ら
半
ば
ま
で
の
同
家
の
注
進
開
を
ま
と
め
た
も
の
が
あ
る
。
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内
四
石
三
斗
四
升
八
合　
　
　

畑
返

　
　
　
　

内
三
石
九
斗
四
升
六
合　
　

御
く
ら
分

　
　
　
　

同
四
斗
弐
合　
　
　
　
　
　

与
右
衛
門
被
下
候
分

　
　

同
四
石
五
斗
弐
升
弐
合　
　
　
　

村
開

　
　
　

内
四
石
六
升
九
合　
　
　
　
　

御
く
ら
分

　
　
　

同
四
斗
五
升
弐
合　
　
　
　
　

与
右
衛
門
被
下
候
分

　
　

分
米
惣
合
拾
六
石
五
斗
三
升
五
合

　
　
　

内
八
石
三
斗
五
升
五
合　
　
　

畑
返
り

　
　
　
　

内
七
石
五
斗
五
升
壱
合　
　

御
蔵
分

　
　
　
　

同
八
斗
四
合　
　
　
　
　
　

与
右
衛
門
被
下
候
分

　

五
〇
年
間
実
に
零
細
な
開
田
で
、
し
か
も
畑
返
し
が
大
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
注
進
開
は
蔵
分
に
な
る
と
い
う
原
則
も
、
記
録
に
は
っ
き

り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
、
指
紙
開
で
も
注
進
開
で
も
、
用
水
路
開
さ
く
の
経
費
が
指
紙
主
や
出
資
者
に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
る
が
、
開
さ
く

工
事
・
開
田
工
事
は
す
べ
て
農
民
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
畑
返
し
と
荒
開
き
の
場
合
は
二
年
、
新
開
の
場
合
は
三
年
の
「
鍬

下
年
季
休
み
」
の
の
ち
、
新
開
検
地
や
起
返
し
検
地
に
よ
っ
て
名
請
人
が
決
定
さ
れ
る
。
普
通
、
開
田
人
が
名
請
人
に
な
る
が
、
共
同
作
業

の
と
き
は
「
百
姓
分
」
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
新
田
免
は
本
田
免
よ
り
一
免
か
ら
一
免
五
分
も
低
く
、
小
役
銀
で
も
蔵
分
は
当
高
一
〇

石
に
つ
き
一
九
匁
と
半
役
銀
、
給
分
で
も
本
田
よ
り
一
二
匁
ほ
ど
低
か
っ
た
か
ら
、
本
田
百
姓
ば
か
り
で
な
く
血
縁
や
二
・
三
男
も
開
田
に

加
わ
り
、
そ
の
持
高
を
増
や
し
た
り
自
立
し
て
名
請
人
と
な
っ
た
り
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
面
白
い
ケ
ー
ス
は
、
真
崎
氏
の
指
紙
開
を
し
た
北
川
尻
村
の
う
ち
海
老
沢
村
で
は
、
阿
仁
の
沖
田
面
・
大
海
・
釜
沢
な
ど
の
村

む
ら
か
ら
百
姓
を
移
住
さ
せ
て
、
新
田
開
発
さ
せ
て
い
る
。
海
老
沢
村
（
現
井
川
町
）
は
、
真
崎
堰
の
延
長
に
よ
る
開
墾
で
移
住
者
の
新
田

村
と
し
て
覚
永
二
〇
（
一
六
四
三
）
年
誕
生
し
た
村
落
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
新
田
開
発
は
藩
の
重
要
な
政
策
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ

を
や
り
と
げ
た
の
は
村
む
ら
の
百
姓
で
あ
っ
た
。
肝
煎
た
ち
の
名
前
は
、今
も
残
る
古
い
開
発
の
記
録
に
み
ら
れ
る
が
、真
の
開
発
を
行
な
っ

た
の
は
無
名
の
多
数
の
百
姓
た
ち
で
あ
っ
た
。
郷
土
に
生
き
た
近
世
の
百
姓
た
ち
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
農
民
た
ち
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

農
業
用
水
を
引
く
堰
が
で
き
て
も
、
そ
の
水
を
ど
う
引
き
、
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
関
係
す
る
村
む
ら

の
協
定
が
な
け
れ
ば
、
実
際
に
は
利
用
で
き
な
い
。
用
水
は
、
稲
の
作
柄
を
決
定
す
る
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
量

の
上
で
は
少
な
く
て
も
多
く
て
も
う
ま
く
な
い
の
で
あ
る
。
多
い
場
合
で
も
捨
て
水
を
簡
単
に
田
に
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
、

時
期
の
問
題
も
重
要
で
、
必
要
な
と
き
に
必
要
な
だ
け
の
水
量
が
、
田
に
入
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
水
の
管
理
は
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
用
水
路
の
利
用
と
そ
の
維
持
管
理
は
、
村
相
互
の
細
密
な
協
定

を
と
り
き
め
、
水・
肝・
煎・
を
お
い
て
本
田
肝
煎
・
新
田
肝
煎
が
こ
れ
に
協
力
し
て
運
営
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
水
肝
煎
は
、
本
田

肝
煎
か
ら
選
び
兼
職
し
て
い
る
場
合
が
大
部
分
で
あ
る
。

　

用
水
の
利
用
や
堰
の
維
持
管
理
等
は
、
稲
作
の
死
命
を
制
す
る
の
で
あ
り
、
成
文
化
さ
れ
た
も
の
や
成
文
化
さ
れ
て
い
な
い
規
則
・
契
約
・

約
束
・
申
し
合
わ
せ
な
ど
が
作
ら
れ
、
今
日
で
も
そ
れ
が
生
き
て
守
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
項
を
「
水
慣
行
」
と
呼
ん
で
、
法
律
以

上
の
力
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

館
越
村
田
地
水
掛
り
並
道
乗
之
覚

　
　

一
、
大
川
掛
り
壱
ヶ
所
馬
場
野
目
村
よ
り
留

　
　

一
、
沢
掛
り
弐
ヶ
所　

内
壱
ヶ
所
は
た
の
沢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
壱
ヶ
所
ゆ
ふ
り
沢

水

慣

行

　
　
　
　
　
　

水

慣

行
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右
之
捨
り
水
高
崎
村
関
へ
落
申
候

　
　

一
、
橋
壱
ヶ
処
長
サ
三
間
幅
壱
尺
五
寸
弐
枚

　
　

一
、
道
間
数
百
弐
拾
間　

間
坂
村

　
　

一
、
た
て
越
村
よ
り
久
保
村
ま
で　

川
壱
つ

　
　

一
、
同
村
よ
り
馬
場
野
目
村
迄
六
丁

　
　

一
、
同
村
よ
り
高
崎
村
迄
四
丁

　
　
　
　

延
宝
弐
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
て
越
村
肝
煎　

作
左
衛
門

　
　
　
　

と
ら
八
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
長
百
姓　

伊
右
衛
門

　
　
　
　
　

黒
沢
甚
兵
衛
様

　
　

一
、
た
て
越
村
と
久
保
村
之
境
高
崎
村
落
関
切

　
　

一
、
た
て
越
村
と
馬
場
野
目
村
岩
城
掘
切
境

　

館
越
村
の
延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年
秋
の
「
水
掛
り
並
道
乗の
り

之
覚
」
に
は
、
馬
場
目
川
（
大
川
）
を
馬
場
目
地
内
で
横
止
め
を
つ
く
っ
て

引
水
し
て
い
る
こ
と
と
、は
た
の
沢
と
ゆ
ふ
り
沢
か
ら
の
沢
水
を
引
い
て
い
る
と
い
う
三
ヵ
所
の
水
源
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

捨
り
水
（
し
た
り
水
＝
余
り
水
）
は
、
高
崎
村
の
堰
に
お
と
し
て
隣
り
の
高
崎
村
で
利
用
し
て
い
る
点
に
も
、
筆
が
お
よ
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
川
や
用
水
路
が
村
と
村
の
境
界
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
「
覚
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
馬
場
目
川
の
取

水
口
は
、
帝
釈
寺
（
第
尺
寺
）
の
取
水
口
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
館
越
村
の
用
水
は
沢
水
で
、
量
も
少
な
く
水
温
も
低
い
か
ら
、
大
部

分
を
第
尺
寺
堰
（
真
崎
堰
）
の
水
に
た
よ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

実
は
、
こ
の
真
崎
堰
の
利
用
の
館
越
村
の
権
利
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
一
つ
の
古
い
文
書
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　

川
せ
き
三
門
口
は
ら
へ
し
時
分
に
し
の
新
ひ
ら
き
百
姓
の
こ
り
な
く
め
し
つ
れ
如
在
な
く
可
致
候
、
水
の
儀
ハ
半
分
は
た
て
越
へ
御
引

可
致
候
、
半
分
は
に
し
の
新
ひ
ら
き
之
水
に
て
御
致
し
而
定
水
に
し
の
村
御
通
可
致
候
、
以
来
如
此
一
筆
申
上
候

　
　

元
和
八
年
四
月
八
日　
　
　
　
　
　

樋
口
村
き
も
い
り

　
　

た
て
越
村　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
兵
衛

　
　

き
も
い
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
右
衛
門

　
　

七
右
衛
門
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
百
姓

　
　

惣
百
姓
衆
え

　

元
和
八
（
一
六
二
二
）
年
と
い
う
の
は
、
真
崎
堰
が
樋
口
村
ま
で
開
通
し
て
か
ら
後
、
延
長
工
事
を
し
て
そ
の
堰
筋
の
独
占
的
開
発
権
が

与
え
ら
れ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
年
二
月
に
真
崎
長
右
衛
門
に
指
紙
が
く
だ
さ
れ
て
い
る
が
、こ
の
堰
水
使
用
の
権
利
書
は
そ
の
二
ヵ
月
後
に
、

水
肝
煎
で
あ
っ
た
樋
口
村
五
兵
衛
か
ら
出
さ
れ
た
。
館
越
村
は
、
村
の
す
ぐ
後
ろ
に
中
山
か
ら
馬
場
目
に
の
び
る
丘
陵
が
迫
っ
て
南
を
ふ
さ

ぎ
、
北
の
前
面
は
、
す
ぐ
馬
場
目
川
の
は
や
い
流
れ
に
な
っ
て
向
い
に
久
保
集
落
が
あ
る
狭
く
細
い
場
所
に
あ
る
。
馬
場
目
に
通
ず
る
街
道

の
ほ
か
は
、
両
側
は
屋
敷
で
ひ
と
筋
の
用
水
堰
も
通
せ
る
場
所
で
は
な
い
し
、
高
崎
と
の
間
の
畷
も
村
の
戸
数
か
ら
み
て
狭
す
ぎ
る
面
積
し

か
な
い
。
館
越
に
は
江
戸
時
代
以
来
、
戸
数
を
こ
れ
以
上
ふ
や
さ
な
い
と
い
う
不
文
律
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
事
実
戸
数
は
現
在
も
あ
ま

り
ふ
え
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
田
地
の
面
積
が
小
さ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
村
地
内
に
堰
を
通
す
に
は
、
そ
れ
相
応

の
見
返
り
が
必
要
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
用
水
路
維
持
費
用
の
無
償
と
、
捨
て
水
の
無
制
限
の
利
用
が
そ
の
代
償
と
し
て
約
束
さ
れ
た
と
い
う

の
が
、
最
初
の
樋
口
村
新
開
の
指
紙
が
出
た
元
和
二
（
一
六
一
六
）
年
の
協
定
と
い
う
。
さ
ら
に
前
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
広
大
な
開
発

に
当
っ
て
、
用
水
路
の
幅
な
ど
を
ひ
ろ
げ
る
必
要
も
出
て
き
て
、
さ
ら
に
新
し
い
協
定
を
結
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

文
面
に
は
不
分
明
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
半
分
は
使
用
の
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
あ
ま
り
広
く
な
い
限

り
の
あ
る
館
越
の
田
地
の
水
の
需
要
は
決
し
て
半
分
な
ど
必
要
で
は
な
く
、
極
く
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
協
定
は
、
む
し

ろ
平
年
よ
り
も
日
照
り
で
水
不
足
の
と
き
に
こ
そ
有
効
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。



300301

　

先
に
掲
げ
た
文
書
は
、
館
越
村
の
重
要
文
書
と
し
て
は
じ
め
は
村
の
草
わ
け
で
あ
る
斎
藤
家
が
保
管
し
て
い
た
が
、
後
に
な
っ
て
解
約
さ

れ
る
の
を
恐
れ
て
村
人
に
公
開
し
、
年・
番・
の
家
が
保
管
の
責
任
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
（
馬
川
尋
常
高
等
小
学
校
編
『
南
秋
田
郡
馬
川
村
郷

土
誌
』）。
現
在
は
表
装
し
て
年
番
が
保
管
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

堰
水
に
対
す
る
権
利
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
堰
の
管
理
や
普
請
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
に
は
権
利
や
義
務
が
あ
り
、

大
き
な
発
言
権
を
も
っ
て
い
た
。
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
の
文
書
を
み
よ
う
。

　
　
　
　

乍
恐
口
上
書
奉
願
上
候
御
事

　
　

一
（
前
略
）
先
月
廿
一
日
右
七
ヶ
村
肝
煎
並
多
勢
罷
越
、
当
村
之
内
関
畔
通
之
田
地
江
杭
打
関
縁
削
落
水
秡
、
関
水
口
共
ニ
相
潰
之
由

承
リ
相
咎
候
得
共
、
先
年
之
関
畔
せ
ま
く
其
後
御
検
使
様
御
見
分
之
上
、

九
尺
拝
領
仕
候
段
、（
略
）
御
張
紙
も
可
有
之
処
ニ
御

帳
ニ
ハ
御
張
紙
無
之
と
挨
拶
仕
候
処
、
右
村
々
肝
煎
申
ニ
ハ
、
其
村
先
年
肝
煎
申
ニ
ハ
此
方
田
地
と
ハ
延
地
も
有
之
候
故
、
御
張
紙

不
申
上
候
段
御
検
使
様
へ
御
答
申
上
候
而
御
張
紙
有
之
間
敷
候
、（
略
）
右
田
地
杭
打
候
場
処
ハ
御
高
地
ニ
御
座
候
得
者
各
取
致
ニ

而
田
地
潰
之
段
難
心
得
候
と
申
談
候
処
、右
村
々
肝
煎
申
ニ
ハ
左
候
ハ
バ
急
御
検
使
様
願
上
候
間
同
意
願
可
申
上
趣
申
事
ニ
候
得
共
、

私
共
挨
拶
仕
候
ハ
田
地
相
潰
不
申
以
前
々
取
合
候
得
者
幾
重
ニ
も
致
間
敷
事
ニ
ハ
無
之
候
得
共
、
各
所
致
候
ハ
田
地
相
潰
年
々
御
座

候
得
者
同
意
致
兼
候
趣
申
仕
候
、
右
七
ヶ
村
肝
煎
申
ニ
ハ
其
村
同
意
無
之
候
得
者
此
方
ニ
而
急
御
検
使
様
奉
願
拝
領
仕
候
由
ニ
而
被

帰
り
申
候

　
　

一
是
迄
之
関
畔
け
つ
り
候
得
者
田
地
之
上
関
事
故
少
々
之
雨
ニ
も
関
畔
よ
り
水
越
猶
水
抜
関
掛
関
共
相
潰
、
関
畔
よ
り
前
々
水
涌
出
水

い
か
り
と
罷
成
、
田
地
埋
り
植
付
候
而
も
本
関
畔
ニ
突
上
り
不
申
候
而
も
相
仕
付
候
儀
も
相
成
間
敷
奉
致
候
、
依
之
右
七
ヶ
村
よ
り

急
御
検
使
様
奉
願
候
由
ニ
御
座
候
得
共
、
今
以
被
仰
付
無
之
迷
惑
千
万
ニ
奉
存
候
間
、
乍
恐
右
村
々
江
被
仰
付
私
迷
惑
ニ
相
成
不
申

御
田
地
植
付
仕
候
様
被
成
下
度
奉
願
上
候

　
　
　
　

右
之
趣
乍
恐
以
御
慈
悲
宜
敷
様
、
被
仰
付
被
下
置
度
奉
願
上
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

館
越
村
肝
煎　
　

小　

三　

郎

　
　
　
　
　

寛
政
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
長
百
姓　
　

喜

左

衛

門

　
　
　
　
　
　
　

亥
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作　
　
　

助

　
　
　
　
　
　

野
内
蔵
人
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久　

五　

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小　

八　

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄　

兵　

衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜　

八　

郎

　

館
越
村
か
ら
の
他
の
七
ヵ
村
に
よ
る
村
内
で
の
勝
手
な
堰
普
請
に
対
す
る
、
厳
し
い
苦
情
で
あ
る
。
館
越
村
で
は
早
速
他
七
ヵ
村
に
抗
議

し
、
普
請
に
よ
る
潰
地
は
御
高
地
で
あ
る
の
で
、
旧
に
復
す
る
よ
う
に
申
し
入
れ
た
が
、
ラ
チ
が
あ
か
な
い
の
で
、
郡
方
に
御
検
使
を
願
っ

て
い
る
。
七
ヵ
村
か
ら
も
御
検
使
派
遣
を
願
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
迷
惑
し
て
い
る
の
は
当
方
だ
と
い
っ
て
い
る
。

　

こ
の
結
果
が
ど
う
な
っ
た
か
は
、
関
係
す
る
記
録
は
見
当
ら
な
い
。
し
か
し
、
下
の
七
ヵ
村
に
と
っ
て
重
大
な
用
水
路
の
修
理
で
あ
っ
て

も
、
館
越
村
に
と
っ
て
は
寸
土
も
潰
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　

館
越
本
間
家
文
書
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
写
」
が
あ
る
が
、
年
代
は
不
詳
で
あ
る
。

　
　
　
　

関
水
証
拠
写

　
　

一
真
崎
様
御
関
ニ
付
此
度
下
筋
七
ヶ
村
ニ
て
御
検
地
奉
願
豊
田
幸
左
エ
門
様
小
泉
七
郎
右
エ
門
様
棚
田
文
兵
衛
様
、
右
御
組
合
被
為
出

在
処
よ
り
水
上
段
々
御
吟
味
被
遊
候
、
当
村
金
十
郎
家
下
先
年
よ
り
は
ご
ば
り
候
得
共
右
之
通
致
候
而
日
照
之
節
難
儀
ニ
候
間
、
や

ら
い
な
し
に
当
村
本
田
関
口
六
間
わ
り
上
け
屋
ら
い
な
し
ニ
可
致
旨
被
仰
付
、
下
七
ヶ
村
可
有
是
分
御
尋
被
遊
候
得
共
七
ヶ
村
随
分

水
利
紛
争

　
　
　
　
　
　

水
利
紛
争

　
　
　
　
　
　



302303

宣
キ
ご
座
候

　
　
　

而
御
落
合
申
候
ハ
バ
夫
よ
り
領
之
捨
り
水
御
吟
味
被
遊
候
得
共
当
村
ニ
一
切
捨
り
水
無
御
座
候
、
槐
村
か
か
り
関
高
拾
八
石
分
と
苗

代
か
け
水
作
助
家
後
へ
御
出
被
遊
候
、
御
見
分
被
成
置
候
得
共
少
も
捨
水
無
御
座
候
間
下
七
ヶ
村
大
キ
ニ
御
念
入
申
候
、
無
残
御
見

分
相
済
御
帰
之
由
御
宿
ハ
上
樋
口
村
肝
煎
仍
而
当
村
肝
煎
長
百
姓
御
才
足
ニ
而
罷
上
り
候
得
者
、
先
年
関
通
り
時
分
定
書
付
等
も
可

有
之
候
間
、
此
度
指
出
し
候
儀
被
仰
付
、
仍
而
元
和
年
中
関
通
し
時
上
樋
口
村
肝
煎
処
よ
り
受
取
証
拠
一
統
人
申
侯
、
御
一
見
之
上

書
付
之
通
り
館
越
村
水
半
分
引
取
可
申
候
、
半
分
新
関
江
相
通
し
可
申
候
、
当
村
江
被
仰
付
候
下
七
ヶ
村
者
右
関
無
如
在
井
払
ふ
し

ん
並
関
畔
給
水
捨
不
申
候
様
ニ
水
引
取
可
申
候
分
仰
付
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

館
越
村
写

　

元
和
年
中
の
取
り
決
め
が
、
こ
こ
で
も
「
館
越
村
水
半
分
引
取
可
申
候
、
半
分
新
関
江
相
通
し
可
申
候
」
を
中
心
に
し
て
普
請
の
場
合
も

強
い
発
言
権
を
も
っ
て
い
た
。
堰
普
請
の
費
用
割
と
な
る
と
、
高
に
応
じ
た
計
算
で
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
問
題
は
簡
単
で
は
な
く
ト

ラ
ブ
ル
の
た
ね
に
な
っ
た
。

　
　

先
年
真
崎
九
十
九
様
御
祖
先
ニ
而
御
取
立
御
堰
ニ
御
座
候
水
掛
り
高
千
七
百
五
拾
石
余
、
御
堰
郷
八
ヶ
村
ニ
而
水
門
并
ニ
御
普
請
仕
被

有
候
然
者
右
高
之
内
百
三
拾
石
余
立
越
村
水
掛
り
高
ニ
御
座
候
故
、
先
年
よ
り
去
戍
年
迄
残
七
ヶ
村
同
様
ニ
諸
普
請
人
足
並
ニ
水
門
立

替
其
節
堰
根
杭
柴
共
ニ
右
高
ニ
向
わ
り
合
指
出
し
成
候
処
、亥
年
ノ
人
足
並
普
請
入
目
わ
り
含
共
ニ
指
出
し
之
様
ニ
数
度
申
遣
候
処
ニ
、

右
村
よ
り
申
成
ハ
私
共
村
沢
柄
有
之
、
普
請
人
足
並
其
外
水
門
立
替
杭
柴
差
出
候
儀
相
成
不
申
候
趣
□
応
申
越
候
（
略
）

　
　

館
越
村
よ
り
挨
拶
ニ
ハ
御
訴
之
儀
ハ
七
ヶ
村
勝
手
次
第
ニ
可
致
旨
申
越
、
然
者
御
訴
之
儀
者
前
書
ニ
奉
申
上
候
通
り
恐
入
奉
存
候
故
押

返
口
上
ニ
而
聞
届
候
処
ニ
不
相
替
挨
拶
ニ
御
座
候
、（
略
）
御
吟
味
之
上
先
年
之
通
七
ヶ
村
同
様
ニ
諸
普
請
入
料
共
指
出
し
候
様
ニ
被

仰
付
被
下
度
奉
願
上
（
略
）

　
　
　

寛
政
五
年
丑
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
樋
口
村
肝
煎

　
　
　

五
十
目
村
肝
煎
殿

　

堰
水
を
利
用
す
る
「
御
堰
郷
」
八
ヵ
村
が
、
水
か
か
り
の
高
に
よ
っ
て
水
門
立
替
え
な
ど
の
工
事
費
用
を
分
担
す
る
の
に
、
館
越
村
が
非

協
力
で
あ
る
ば
か
り
か
、
手
ご
わ
い
苦
情
（
挨
拶
）
を
い
っ
て
困
る
の
で
、「
七
ヶ
村
同
様
ニ
入
料
指
出
し
」
す
る
よ
う
仰
せ
つ
け
ら
れ
る

よ
う
に
と
い
う
訴
状
で
あ
る
。
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
に
親
郷
の
五
十
目
村
肝
煎
あ
て
に
、
寄
郷
の
上
樋
口
村
肝
煎
が
訴
え
て
い
る
。
こ

の
程
度
の
争
い
は
よ
く
当
事
者
間
に
あ
る
ト
ラ
ブ
ル
で
、
親
郷
の
調
停
に
よ
っ
て
解
決
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

分
水
に
つ
い
て
の
苦
情
や
願
い
も
多
く
、
文
政
七
（
一
八
二
四
）
年
申
三
月
廿
六
日
の
日
付
の
あ
る
「
高
崎
村
之
内
槐
村
本
田
関
分
水
館

越
村
之
内
よ
り　

関
口
村
出
し　

扣
覚
帳
」
に
は
、
槐
新
田
村
の
「
御
本
田
関
寛
政
年
中
（
一
八
世
紀
末
）
よ
り
真
崎
殿
御
関
江
同
水
ニ
相

成
水
引
」
し
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
館
越
村
本
田
堰
か
ら
の
水
で
は
弐
捨
石
も
「
捨
り
高
」
に
な
っ
て
い
る
と
訴
え
て
い
る
。
こ
れ
の
解
決

に
は
、
水
口
を
広
げ
「
取
り
水
」
を
多
く
す
る
し
か
な
い
が
、
そ
れ
に
は
多
く
の
利
害
が
か
ら
ん
で
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
。「
真
崎

堰
縄
手
本
分
水
」
か
ら
直
接
引
か
せ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
日
付
で
「
御
本
田
道
関
御
証
拠
壱
枚
入　

新
田
村
」
と
い
う
文
書
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
年
前
に
「
此
度
槐
新
田
村
御
田
地
懸
関
水
不
足
ニ
付
当
村
同
水
口
よ
り
定
水
ニ
流
し
」

て
い
る
と
い
う
館
越
村
肝
煎
長
助
、
長
百
姓
喜
右
衛
門
・
小
三
郎
・
小
八
郎
・
庄
兵
衛
か
ら
の
武
藤
東
治
あ
て
の
文
書
が
あ
る
。
館
越
村
か

ら
の
捨
て
水
で
は
、
い
く
ら
定
水
に
流
し
て
も
水
不
足
は
解
決
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
じ
文
政
七
年
八
月
に
蓮
沼
仲
支
配
所
吟
味
役
下
田
甚
兵
衛
・
赤
須
半
之
助
か
ら
、
郡
方
吟
味
役
菅
生
兵
右
衛
門
に
出
し
た

書
類
に
は
、
戸
村
堰
の
水
不
足
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
え
が
出
さ
れ
た
の
は
、
第
尺
（
帝
釈
）
寺
村
で
「
川
留
無
残
留

切
」
る
よ
う
な
川
留
め
に
し
、
取
水
口
を
広
げ
る
な
ど
し
て
い
る
が
、
も
と
も
と
水
利
権
は
戸
村
堰
の
ほ
う
に
あ
る
の
で
、
は
っ
き
り
さ
せ

て
お
き
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
訴
え
を
す
る
前
の
文
化
元
年
に
は
、
御
検
使
か
ら
「
其
節
幅
六
戸
深
さ
壱
尺
被
明
下
此
後

無
残
川
留
切
不
申
、
川
水
に
準
水
通
候
様
」
八
ヵ
村
に
通
達
さ
れ
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
も
末
に
な
る
と
、
開
田
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
す
べ
て
開
田
さ
れ
、
農
業
用
水
も
こ
れ
ま
で
の
用
水
路
の
流
量
で
は
間
に
あ
わ
な
く
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な
っ
て
き
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
も
、
川
か
ら
の
取
水
で
は
自
然
の
条
件
で
川
の
流
量
が
変
化
し
て
、
特
に
日
照
り
の
と
き
に
は
い
っ
そ
う

水
の
量
が
減
り
取
水
量
が
足
り
な
く
な
る
。
真
崎
堰
の
取
水
口
よ
り
戸
村
堰
の
取
水
口
の
ほ
う
が
下
流
に
あ
る
か
ら
、
水
利
権
を
主
張
す
る

の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
も
「
五
拾
目
村
地
形
の
内
よ
り
川
上
仕
往
古
よ
り
川
筋
末
水
之
御
関
根
甚
た
六
ケ
敷
川
留
に
て
年
毎
難
渋
」
し
て

い
た
の
が
戸
村
堰
で
あ
っ
た
。

　
　
　

大
川
村
と
水
元
一
件
寛

　
　

大
川
村
堤
水
本
は
熊
門
之
清
水
ヲ
水
元
ニ
仕
北
川
尻
之
御
田
地
仕
付
申
来
候
前
に
黒
坪
村
肝
煎
甚
兵
衛
右
関
筋
被
取
申
候
而
ハ
大
川
村

一
郷
相
潰
申
之
外
無
御
座
候
間
、
御
検
使
ヲ
以
被
仰
付
被
下
度
段
申
上
候
ニ
付
、
今
度
名
様
御
検
使
に
御
出
被
成
候
（
略
）

　
　

一
黒
坪
村
肝
煎
甚
兵
衛
申
上
候
ハ
、大
川
村
よ
り
申
立
候
熊
門
之
清
水
関
筋
之
水
ヲ
取
私
新
開
仕
候
由
申
上
候
得
共
、右
御
田
地
ハ
慶
安

元
年
御
本
帳
付
古
関
ニ
而
岡
半
左
衛
門
殿
分
ニ
御
座
候
由
申
上
候
ニ
付
帳
面
壱
筆
御
調
被
成
候
所
、
熊
門
之
清
水
字
ニ
而
筆
始
メ　

下
畑
（
高
以
外
省
略
）
＝
壱
升
弐
合
本
府
（
符
）
人
弥
兵
衛
今
府
人
甚
兵
衛　

下
畑
＝
三
升
弐
合　

下
畑
＝
壱
升
弐
合　

（
略
）
右

御
田
畑
五
筆
御
帳
付
府
人
甚
兵
衛
ニ
御
座
候
、
関
越
野
崎
下
田
＝
三
斗
六
升
七
合
本
府
人
喜
兵
衛
今
府
人
庄
三
郎　

右
之
通
筆
続
キ

相
違
無
御
座
候
然
ハ
大
川
村
水
本
熊
門
之
清
水
関
筋
よ
り
右　

田
（
略
）
御
田
地
江
水
口
付
申
候
前
々
水
本
ニ
御
座
候
、
余
水
有

是
候
得
者
大
川
村
堤
江
水
参
由
甚
兵
衛
申
上
候
、
名
様
仰
之
御
見
分
被
成
、（
略
）
熊
門
の
清
水
大
川
村
堤
水
本
相
究
り
候
、
両
大

川
村
堤
ま
て
関
筋
通
り
其
合
ニ
北
川
尻
村
関
弐
筋
、
谷
地
中
村
関
三
筋
、
右
五
関
共
上
樋
口
ニ
而
水
取
申
候
所
ニ
甚
兵
衛
右
開
、
熊

門
之
清
水
関
水
本
之
由
左
候
得
ハ
古
関
之
余
水
ヲ
以
大
川
村
御
本
田
仕
付
申
ニ
相
聞
候
段
御
不
審
ニ
付
甚
兵
衛
申
上
候
ハ
前
ニ
申
上

候
通
り　

御
不
審
ニ
而
申
開
難
御
座
候
、
御
吟
味
之
通
私
御
田
地
水
本
私
庄
三
郎
御
田
地
間
関
筋
水
本
ニ
御
座
候
、
此
末
大
川
村
水

本
熊
門
之
清
水
関
筋
よ
り
一
切
水
取
申
間
敷
候
、
毎
度
之
通
私
庄
三
郎
御
田
地
合
ニ
御
座
候
関
筋
よ
り
水
取
可
申
候
、（
略
）

　
　

一
右
之
通
黒
坪
村
肝
煎
甚
兵
衛
最
前
何
角
と
相
違
成
義
申
上
候
得
共
（
略
）
向
後
熊
門
之
清
水
大
川
村
水
本
関
筋
よ
り
水
取
申
間
敷

候
毎
々
之
通
並
之
御
田
地
本
府
人
喜
兵
衛
今
府
人
庄
三
郎
御
田
地
と
甚
兵
衛
御
田
地
合
ニ
御
座
候
関
筋
よ
り
水
取
可
申
由
申
上
候
ニ

付
、
先
々
熊
門
之
清
水
大
川
関
よ
り
水
為
取
申
間
敷
候
由
大
川
村
へ
被
仰
付
候
、
依
之
右
之
次
第
先
々
双
方
覚
罷
有
候
為
ニ
両
村
書

付
壱
通
ニ
御
取
被
成
候
間
、
此
書
付
之
趣
写
シ
申
候
（
略
）

　
　

一
（
略
）
黒
坪
村
肝
煎
甚
兵
衛
大
川
村
堤
水
本
熊
門
之
清
水
関
筋
之
水
ヲ
取
□
□
右
之
田
地
開
申
候
由
慶
安
元
年
御
本
帳
付
右
開
ニ
相

□
候
田
地
ヲ
近
年
開
と
申
上
候
得
ハ
、
黒
坪
村
肝
煎
甚
兵
衛
ニ
申
掛
致
候
段
御
断
ニ
御
座
候
、
庄
八
申
上
候
ハ
絵
図
ヲ
調
可
申
候
由

被
仰
付
候
間
其
絵
図
江
新
開
と
書
印
申
候
、私
共
口
上
書
ニ
而
御
会
所
へ
申
上
候
ハ
新
開
仕
候
ト
ハ
不
申
上
候
と
申
上
候
ニ
付
（
略
）

大
川
村
水
本
関
よ
り
甚
兵
衛
水
ヲ
取
申
候
間
新
開
ニ
可
有
是
と
存
近
年
開
中
段
申
上
候
、
名
様
御
不
審
ニ
ハ
他
江
（
郷
）
田
地
ニ
而

古
田
新
田
之
次
第
不
存
候
ハ
バ
毎
度
取
不
申
候
、
大
川
村
関
よ
り
水
取
申
候
間
向
後
水
取
不
申
様
ニ
（
略
）

　
　

一
右
之
通
両
村
共
ニ
相
違
無
御
座
候
、
為
後
之
両
村
肝
煎
長
百
姓
印
判
仕
指
上
申
候　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
川
村
肝
煎　

庄　
　

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
長
百
姓　

彦
右
エ
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

門
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久　

治

　
　
　
　
　

享
保
六
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

丑
ノ
九
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

黒
坪
村
肝
煎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
兵
衛
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

曽
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
兵
衛
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右
検
使
田
中
藤
左
衛
門
殿
戸
崎
太
郎
兵
衛
殿
岩
堀
吉
右
衛
門
殿
御
見
分
ニ
而
相
済
、
則
両
江
よ
り
右
之
受
取
ニ
而
証
文
致
、
両
江
肝
煎

印
判
ニ
而
指
上
ヶ
申
候　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
川
村
肝
煎　

庄　

八

　

享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
の
大
川
村
と
黒
坪
村
（
井
川
町
）
と
の
水
元
に
つ
い
て
の
争
い
の
、
一
件
落
着
の
書
付
け
で
あ
る
。
こ
の
争
い

に
終
止
符
を
う
つ
に
は
、
郡
方
役
人
の
調
停
が
必
要
で
あ
っ
た
。
大
川
村
に
は
、
真
崎
堰
よ
り
も
前
に
黒
坪
村
地
内
の
熊
門
之
清
水
か
ら
堤

に
水
を
引
い
て
お
り
、
こ
れ
も
ま
た
そ
の
後
も
重
要
な
水
源
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
下
流
の
村
は
、
水
元
近
い
と
こ
ろ
で
分
水
さ
れ
れ
ば
、
田

地
の
死
命
を
制
さ
れ
る
わ
け
で
争
い
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
の
黒
坪
村
の
新
田
開
発
に
か
ら
む
問
題

で
、
そ
の
後
の
開
田
に
よ
る
両
村
の
水
不
足
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

近
世
で
の
用
水
路
費
用
の
分
担
と
用
水
の
分
水
が
具
体
的
に
ど
ん
な
数
字
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
明

治
時
代
の
数
字
は
、
前
時
代
の
も
の
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
分
水
量
は
、
水
を
幹
線
水
路
か
ら
流
す
水
門
や
樋

の
口
の
大
き
さ
、
堰
の
幅
な
ど
で
決
め
て
い
る
。
そ
れ
に
、
通
水
の
日
ど
り
と
時
間
の
長
短
と
時
刻
な
ど
も
、
細
か
に

と
り
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
し
、
田
地
の
面
積
と
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
お
け
る
農
作
業
と
の
関
係
も
考
慮
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
早か
ん

魃ば
つ

や
洪
水
の
際
の
対
処
の
仕
方
も
決
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
水
慣
行
に
は
、
こ
う
し
た
事
項
が
周
到
に
お
り
こ
ま
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

真
崎
堰
用
水
費
大
割
当
高
（
明
治
二
九
年
一
月
）

　
　

一
、
五
〇
七
石
四
斗
五
升
七
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
川
村
西
野

　
　

一
、
五
〇
九
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
川
村
大
川

　
　

一
、
四
一
〇
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
井
河
村
今
戸

　
　

一
、
三
〇
六
石
四
斗
一
升
二
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
川
村
上
樋
口

　
　

一
、
二
一
四
石
四
斗
八
升
九
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
川
村
谷
地
中

　
　

一
、
二
〇
一
石
二
斗
四
升
三
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
井
河
村
北
川
尻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

海
老
沢

　
　

一
、
二
〇
五
石
四
斗
九
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
田
川
村
飯
塚

　
　

一
、
一
七
一
石
二
斗
四
升
七
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
川
村
下
樋
口

　
　

一
、
九
六
石
八
斗
五
升
五
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
川
村
石
崎

　
　

一
、
二
〇
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
川
村
高
崎

　
　

一
、
二
石
一
斗
九
升
二
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
井
河
村
黒
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
五
城
目
町
の
歴
史
』）

　

館
越
の
分
が
の
っ
て
い
な
い
の
は
、
元
和
年
間
の
開
さ
く
の
時
点
で
の
約
定
が
、
守
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　

水
路
の
分
水
度
量
（
明
治
二
三
年
）

　
　

１　

馬
場
目
村
帝
釈
寺
水
門
口　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
丈

　
　

２　

同
村
同
字
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
寸

　
　

３　

同
村
同
字
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
尺

　
　

４　

同
村
同
字
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
寸

　
　

５　

同
村
同
字
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
寸

　
　

６　

馬
川
村
館
越
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
寸

　
　

７　

同
村
同
字
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
寸
四
方
埋
樋

用
水
路
に
関
す

る
と
り
き
め
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８　

同
村
同
字
に
係
る
掛
堰　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
寸
位

　
　

９　

同
村
同
字
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
寸
四
方
埋
樋

　
　

10　

同
村
同
字
に
係
る
苗
代
掛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

埋
樋

　
　

11　

同
村
同
字
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
尺
五
分

　
　

12　

同
村
高
崎
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
寸
四
方
埋
樋

　
　

13　

真
崎
堰
、
馬
川
村
上
樋
口
に
於
け
る
第
一
総
分
水
口　
　
　
　

一
丈
四
尺
五
寸

　
　

14　

大
川
村
西
野
、
馬
川
村
上
樋
口
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　

三
尺

　
　

15　

真
崎
堰
、
馬
川
村
上
樋
口
に
於
け
る
第
二
総
分
水
口　
　
　
　

一
丈
三
分

　
　

16　

大
川
村
西
野
、
馬
川
村
上
樋
口
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　

二
尺
八
寸
四
分

　
　

17　

大
川
村
西
野
、
馬
川
村
上
樋
口
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　

二
尺
六
寸
八
分

　
　

18　

大
川
村
西
野
、
馬
川
村
上
樋
口
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　

五
寸

　
　

19　

大
川
村
谷
地
中
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
尺

　
　

20　

大
川
村
谷
地
中
、
下
井
河
村
北
川
尻
に
係
る
分
水
口　
　
　
　

一
尺
五
寸

　
　

21　

大
川
村
大
川
、
下
井
河
村
今
戸
、
北
川
尻
に
係
る
分
水
口　
　

一
丈
一
尺

　
　

（
22
・
23
・
26　

町
外
に
つ
き
省
略
）

　
　

24　

大
川
村
大
川
に
係
る
分
水
口　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
尺
九
寸

　
　

25　

大
川
村
谷
地
中
、
下
井
河
村
北
川
尻
に
係
る
分
水
口　
　
　
　

六
尺
四
寸

　
　

27　

大
川
村
谷
地
中
掛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

28　

大
川
村
石
崎
掛

　
　

29　

大
川
村
谷
地
中
掛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

30　

大
川
村
石
崎
掛

　
　

31　

大
川
村
谷
地
中
掛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

32　

大
川
村
谷
地
中
掛

　
　

33　

大
川
村
谷
地
中
掛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

34　

大
川
村
下
樋
口
掛

　
　

35　

大
川
村
大
川
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
五
城
目
町
の
歴
史
』）

　
　
　
　

真
崎
堰
費
賦
課
金
法
決
定
書
（
明
治
二
九
年
一
月
）

　
　
　

草
払
場

　
　

一
、
二
三
三
間　
　

上
樋
口　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
三
九
六
間　
　

大
川

　
　

一
、
一
五
五
間　
　

海
老
沢
・
黒
坪　
　
　
　
　

一
、
三
一
三
間　
　

今
戸

　
　

一
、
七
三
間　
　
　

石
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
一
六
間　
　
　

高
崎

　
　

一
、
一
三
五
間　
　

下
樋
口　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
一
〇
二
間　
　

館
越

　
　

一
、
一
五
七
間　
　

谷
地
中　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
一
五
七
間　
　

飯
塚

　
　

一
、
三
八
五
間　
　

西
野　
　
　
　
　
　
　
　
　

計
二
一
二
六
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
五
城
目
町
の
歴
史
』）

　

こ
の
よ
う
な
と
り
決
め
も
、
水
慣
行
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
明
治
時
代
に
な
る
と
、
水
肝
煎
は
水
利
組
合
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
数
ヵ
村
に

わ
た
る
水
利
組
合
に
組
織
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
農
業
用
水
の
重
要
さ
は
少
し
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
近
世

の
歴
史
と
生
活
の
流
れ
の
中
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
慣
行
や
規
則
は
、
非
常
に
重
い
も
の
で
、
時
代
を
超
え
て
生
き
続
け
て
き
た
こ
と
が

わ
か
る
。
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村
々
・
百
姓

　

す
で
に
藩
の
成
立
や
新
田
開
発
で
、
村
の
い
ろ
い
ろ
な
面
を
述
べ
て
あ
る
。
こ
の
あ
と
は
、
本
町
の
特
長
で
あ
る
山
林
経
営
と
の
関
係
で
、

村
の
一
つ
の
面
を
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。

　

「
村
」
は
領
内
統
治
の
基
本
単
位
で
あ
る
か
ら
、
年
貢
の
割
当
、
法
や
規
則
の
伝
達
、
宗
門
改
（
戸
籍
事
務
）、
等
々
は
村
単
位
（
村
請
制
）

で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
統
治
単
位
と
し
て
の
面
な
ど
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
戸
時
代
の
村
は
、
村
落
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
村
と
い
う
単
位
で
数
え
ら
れ
る
。
中
世
で
は
か
な
り
広
い
範
囲
に

散
ら
ば
る
村
落
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
「
郷
」
を
、
村
と
し
て
領
主
は
統
治
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
五
十
目

の
呼
び
名
が
浦
か
ら
山
内
ま
で
の
館
の
主
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
想
像
で
き
る
。
し
か
し
近
世
で
は
違
う
。

　

佐
竹
氏
が
移
封
さ
れ
て
き
て
、
藩
の
行
政
組
織
を
地
方
に
確
立
す
る
仕
事
の
第
一
着
手
は
、
行
政
単
位
と
し
て
の
村
を
は
っ
き
り
さ
せ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
最
初
の
検
地
先
竿
に
さ
き
だ
っ
て
、あ
る
い
は
同
時
に
、「
村
切
り
」
と
い
う
村
境
の
確
定
を
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

村
境
は
、
峰
・
山
の
尾
根
や
沢
・
川
や
用
水
路
・
道
路
な
ど
の
自
然
物
を
目
じ
る
し
に
、
村
落
ご
と
に
村
切
り
を
し
て
い
っ
た
。
こ
の
と
き

の
村
は
、
今
「
字
」
と
し
て
の
こ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
村
落
を
一
単
位
の
村
と
し
て
い
く
と
、
当
然
の
こ
と
に
ひ
と
り
立
ち
の
で
き
る
大
き
な
村
と
、
実
力
の
伴
わ
な
い
村
と
が
で

き
て
く
る
。
ま
た
、
新
田
開
発
が
進
み
い
わ
ゆ
る
新
田
村
が
つ
く
ら
れ
る
と
、
こ
れ
も
初
め
の
う
ち
は
実
力
の
な
い
村
と
み
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
、
藩
で
は
年
貢
・
諸
役
の
割
当
や
そ
の
基
礎
と
な
る
検
地
を
行
な
う
便
宜
の
た
め
に
は
村
落
単
立
の
村
を
、
行
政
上
の
便
宜
の
た
め
に

は
数
ヵ
村
か
ら
十
数
ヵ
村
を
組
み
あ
わ
せ
た
単
位
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
村
の
組
み
あ
わ
せ
が
「
親
郷
制
」
で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
、
グ
ル
ー
プ
の
中
心
と
な
る
村
が
親
郷
で
あ
り
、
組
み
合
わ
さ
れ
た
村
々
は
寄
郷
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
村
で
は
あ
る
が

極
く
小
さ
く
、
年
貢
・
諸
役
の
割
当
が
親
郷
や
寄
郷
に
ふ
く
ま
れ
て
御
定
書
に
記
載
さ
れ
る
も
の
を
、
支
郷
と
呼
ん
で
い
る
。
支
郷
の
小
さ

い
も
の
に
は
、「
家
員
三
軒
」
な
ど
と
い
う
の
が
あ
る
。

　
　

秋
田
郡
浦
横
町
百
姓
分
調
一
紙

　
　

当
高
九
石
三
斗
七
升　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

臼
井
三
軒

　
　
　

同
壱
石
七
斗
弐
升
五
合　
　
　
　
　
　
　
　

打
職
免
職

　
　
　
　

同
壱
石
壱
斗
弐
升
壱
合　
　
　
　
　
　
　

御
代
地
不
在
分

　
　
　
　
　
　

同
六
斗
四
合　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
代
理
被
下
分

　
　
　
　
　

残
七
石
六
斗
四
升
五
合

　
　
　
　
　
　
　

同
壱
石
五
斗
弐
升
八
合　
　
　
　
　
　

甚
太
郎

　
　
　
　
　
　
　

同
六
石
壱
斗
壱
升
七
合　
　
　
　
　
　

長
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

　

享
保
一
三
（
一
七
二
八
）
年
申
正
月
二
三
日
の
こ
の
書
付
の
浦
横
町
（
村
）
は
寄
郷
で
、
そ
の
支
郷
は
臼
井
（
村
）
で
あ
る
。
戸
数
は
三

戸
で
あ
る
が
、
高
は
高
持
の
百
姓
は
二
戸
で
あ
る
。
村
高
の
内
容
を
み
る
と
、
一
戸
か
二
戸
の
百
姓
が
欠
落
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

を
入
れ
て
も
臼
井
村
は
四
戸
か
五
戸
の
村
に
す
ぎ
な
い
。

　

前
に
あ
げ
た
「
六
郡
惣
高
村
附
帳
」
に
よ
る
と
、
馬
場
目
川
の
谷
の
村
々
、
富
津
内
川
・
浅
見
内
川
の
谷
の
村
々
の
親
郷
は
五
十
目
村
で

あ
り
、
馬
場
目
川
南
岸
の
平
地
の
現
在
の
大
川
地
域
付
近
の
村
々
の
親
郷
は
大
川
村
で
あ
る
。
一
日
市
村
が
親
郷
と
な
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ

は
、
馬
場
目
川
北
岸
の
森
山
・
高
岳
山
ま
で
の
平
地
の
村
々
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
五
十
目
村
グ
ル
ー
プ
が
非
常
に
広
く
、
寄
郷
の
数
も
圧

親
郷
・
寄
郷
・
支
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
郷
・
寄
郷
・
支
郷
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倒
的
に
多
い
。

　

親
郷
の
村
の
肝
煎
は
、
親
郷
肝
煎
と
い
わ
れ
て
特
別
の
権
力
を
も
っ
て
組
み
合
わ
さ
れ
た
村
々
を
統
括
し
た
。
親
郷
肝
煎
は
単
な
る
村
の

役
人
と
い
う
だ
け
の
職
務
・
権
限
を
超
え
て
い
た
。
今
も
親
郷
肝
煎
あ
て
の
村
方
の
文
書
が
、
多
く
残
っ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

親
郷
肝
煎
あ
る
い
は
頭
村
肝
煎
と
呼
ば
れ
る
役
職
の
任
務
は
、
藩
と
村
の
中
間
の
機
関
と
し
て
上
意
を
村
々
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
村
々
の

年
貢
上
納
を
総
括
し
、
村
内
や
村
相
互
間
の
紛
争
の
調
停
と
未
決
紛
争
の
上
申
な
ど
で
あ
っ
た
。

　

親
郷
制
は
延
宝
三
（
一
六
七
五
）
年
ご
ろ
か
ら
実
施
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
上
意
下
達
が
迅
速
・
確
実
に
な
り
、
郷
費

が
節
約
さ
れ
た
（『
秋
田
県
史
』
第
二
巻
）
と
い
う
。

　
　
　
　
　

そ
こ
で
、
村
と
い
う
の
は
単
な
る
行
政
上
の
し
く
み
の
ひ
と
つ
な
の
だ
ろ
う
か
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
が
浮
か
ん
で
く
る
。
今
日
わ
れ
わ
れ
が
い
う
農
村
と
い
う
意
味
や
町
よ
り
も
人
口
の
少
な
い
自
治
体
と

い
う
意
味
と
は
、
近
世
の
村
は
ち
が
う
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、『
秋
田
六
郡
総
村
記
』
に
あ
げ
ら
れ
た
郷
土
の
村
を
み
た
い
。
自
分
の
居
住

地
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
　

一
小
立
花
村　

家
員
七
軒　

宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
小
郷
故
浦
大
町
支
配
願

　
　

一
白
水
沢
村　

同
九
軒　

同
年
右
同
断
願

　
　

一
浦
横
町
村　

家
員
廿
五
軒

　
　

一
岡
本
恋
地
村　

同
廿
六
軒　

高
百
廿
七
石
余

　
　

一
野
田
村　
　

同
廿
八
軒

　
　

一
五
十
目
村　

家
員
二
百
九
十
八
軒　

市
日
二
七
親
郷
村
也

　
　

一
上
樋
口
村　

同
廿
八
軒　

上
樋
口
支
江
山
田
村
四
軒

　
　
　

郡
村
改
迄
樋
口
村
ト
云

　
　

一
下
樋
口
村　

同
十
八
軒
郡
村
改
ニ
古
江
村
名
目
改
黒
印
賜
ル

　
　

一
高
崎
村　
　

同
十
七
軒　

高
崎
支
江
坊
村
八
軒　

田
中
村
十
二
軒

　
　

一
館
越
村　
　

同
廿
二
軒　

高
百
六
十
石
余

　
　

一
久
保
村　
　

同
廿
四
軒

　
　

一
槐
新
田
村　

同
六
軒　

改
日
、
新
田
郷
吟
味
ノ
上
黒
印
被
止
最
寄
ノ
村
へ
可
加
哉　

御
高
六
十
石
余

　
　

一
馬
場
野
目
村　

総
名
ナ
リ　

支
郷
中
村
ト
云
民
家
有
り
、
改
ニ
野
ノ
字
除
ク
モ
ア
リ　

近
辺
ノ
大
郷　

高
千
四
百
石

　
　
　

天
正
之
頃
安
東
五
郎
季
宗
住
居
ナ
リ

　
　
　

大
釈
寺
村
十
五
軒　

町
村
四
十
八
軒　

門
前
村
七
軒　

小
才
村
五
軒　

寺
庭
村
廿
四
軒　

中
村
卅
六
軒　

大
吹
沢
村
十
二
軒　

坊
ケ

沢
村
六
軒　

中
屋
敷
村
十
軒　

水
沢
村
十
九
軒　

平
野
下
村
十
三
軒　

恋
地
村
四
十
三
軒　

杉
沢
村
廿
一
軒　

大
琴
村
五
軒

　
　

一
中
津
又
村　

家
員
七
軒

　
　
　

八
田
村
十
三
軒　

堂
ノ
口
村
五
軒　

御
蔵
下
村
八
軒　

増
田
村
十
軒　

小
林
村
六
軒　

落
合
村
十
七
軒　

高
田
村
卅
三
軒　

北
村

十
五
軒　

根
小
屋
村
十
五
軒　

元
禄
五
申
年
開　

川
堤
村
四
軒　

元
禄
九
子
年
開

　
　

一
富
田
村　
　

家
員
四
十
五
軒

　
　

一
黒
土
村　
　

同
十
六
軒

　
　

一
湯
野
又
村　

同
四
十
五
軒　

湯
の
又
支
江
外
野
沢
村
廿
軒　

小
川
口
村
四
軒

　
　

一
浅
見
内
村　
　

同
七
十
五
軒

　
　
　

山
本
郡
上
岩
川
村
ト
秋
田
郡
浅
見
内
境
ハ
打
渡
り
村
西
の
又
入
り
通
松
木
沢
ノ
節
台
村
高
杉
長
根
伝
へ
峯
切

　
　

一
小
倉
村　
　

家
員
十
七
軒　

御
高
五
拾
八
石
余

村

　
　
　
　
　

村
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山
本
郡
程
沢
村
と
秋
田
郡
小
倉
村
卜
境
ハ
比
ノ
沢
長
根
よ
り
谷
地
倉
ノ
西
長
根
迄
峯
分
水
落
次
第

　
　

一
山
内
村　
　

家
員
廿
軒

　
　
　

中
嶋
村
一
軒　

荒
町
村
廿
三
軒　

和
田
村
三
軒　

門
前
村
六
軒　

山
根
村
五
軒

　

戸
数
の
記
録
は
一
部
で
あ
る
が
、「
秋
田
六
郡
村
々
御
高
附
帳
写
」
に
も
あ
る
。

　
　

駅
馬　

大
川
村　

百
廿
一
軒

　
　

宝
永
三
古
江
村
支
配
ニ
ナ
ル　

石
崎
村

　
　

宝
永
七
小
江
故
浦
大
町
支
配
ニ
ナ
ル　

小
立
花
村

　
　

浦
横
町
村　

廿
五
軒

　
　

岡
本
恋
地
村　

廿
六
軒

　
　

親
郷　

五
十
目
村　

三
百
軒

　
　

改
メ
上
ノ
字
除　

上
樋
口
村

　
　

御
黒
印
ニ
古
江
村
卜
云　

下
樋
口
村

　
　

天
正
ノ
頃
安
東
五
郎
季
宗
住
ス　

馬
場
野
目
村

　
　
　

集
テ
二
百
七
十
軒

　
　

山
本
上
岩
川
村
卜
浅
見
内
村
卜
山
堺　

中
津
又
村　

集
テ
百
卅
軒

　
　

富
田
村　

四
十
五
軒

　
　

湯
野
又
村　

四
十
五
軒

　
　

山
本
上
岩
川
村
卜
山
堺　

浅
見
内
村　

七
十
五
軒

　
　

山
本
種
沢
卜
山
長
根
通
り
堺　

小
倉
村

　

戸
数
を
み
る
と
、小
村
で
戸
数
が
少
な
い
か
ら
支
郷
と
い
う
の
は
単
な
る
原
則
で
、実
際
に
は
寄
郷
な
み
の
村
が
少
な
か
ら
ず
支
郷
と
な
っ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ま
れ
に
は
寄
郷
よ
り
大
き
い
村
さ
え
あ
る
。
親
郷
・
寄
郷
・
支
郷
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
村
も
あ
る
。

馬
場
野
目
村
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

は
じ
め
馬
場
野・
目
村
と
い
う
名
前
で
あ
っ
た
の
が
、
郷
村
改
に
よ
っ
て
「
野
ノ
字
除
ル
」
と
さ
れ
、
馬
場
目
村
と
な
っ
た
。
慶
長
一
〇

年
の
御
定
書
に
「
馬
場
ノ
目
」
と
し
て
い
る
が
、
野
を
用
い
て
も
、
そ
れ
を
除
い
て
も
読
み
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
御
定
書
に

村
と
な
い
の
は
、
少
な
く
と
も
村
切
を
決
め
た
藩
政
初
期
の
段
階
で
は
、
馬
場
目
村
は
な
か
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
便
宜
的
に
、
中
世

の
馬
場
目
郷
に
ま
と
め
て
、
馬
場
目
川
の
谷
あ
い
全
体
を
お
さ
え
た
も
の
ら
し
い
。『
総
村
記
』
に
「
総
名
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
の
は
、
馬

場
目
村
と
い
う
親
郷
も
し
く
は
寄
郷
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
広
い
地
域
に
散
在
す
る
多
く
の
支
郷
の
ト
ー
タ
ル
と
し
て
馬
場
目
村
の
名

が
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
付
近
で
総
名
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
他
に
和
田
妹
川
村
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。

　

秋
田
藩
の
林
制
に
、
藩
の
山
林
に
接
す
る
村
を
「
麓
村
」
と
い
い
、
山
林
の
作
業
の
役
務
を
提
供
す
る
し
く
み
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
藩
政
当
初
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
麓
村
を
組
織
す
る
た
め
に
馬
場
目
村
と
い
う
特
別
な
村
を
つ
く
っ
た
の
で
も
な
い
。
こ
の

村
は
、
寺
庭
の
石
井
家
が
各
村
の
肝
煎
の
上
に
た
っ
て
支
配
し
て
い
て
、
後
は
藩
の
山
林
と
も
関
係
し
て
く
る
が
、
石
井
家
の
支
配
は
非
常

に
特
異
な
形
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
に
抜
い
て
あ
げ
た
『
総
村
記
』
と
「
御
高
附
帳
写
」
で
、特
に
記
録
し
て
あ
る
の
は
郡
境
で
あ
る
。
村
で
は
村
境
が
大
事
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　

馬
場
目
境
手
形

　
　

此
度
当
村
平
均
御
竿
被
入
置
候
ニ
付
村
境
之
儀
御
検
吏
様
よ
り
御
座
候
、

　
　

然
者
黒
坪
村
と
馬
場
目
村
境
之
儀
者
先
年
之
通
小
猿
沢
長
根
通
水
落
次
第
ニ
者
先
代
之
境
ニ
御
座
候
、
尤
於
以
後
違
乱
無
御
座
候
、

　
　

其
為
相
互
ニ
手
形
被
取
替
仕
候　
　
　
　
　
　

以
上　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
目
村
肝
煎　
　
　

専
右
エ
門

　
　
　

享
和
二
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村　
　
　
　
　
　
　
　

専
之
丞
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黒
坪
村
肝
煎　

長
右
エ
門
殿

　
　
　
　
　

同
村　
　
　
　
　

小
八
郎
殿

　
　
　
　
　

同
村
長
百
姓　
　

三
之
丞
殿

　
　
　
　
　
　

上
樋
口
境
証
文

　
　

其
元
村
と
当
村
境
者
御
札
山
長
根
境
ニ
御
座
候
、
当
村
此
度
平
均
御
竿
被
入
置
ニ
付
、
向
後
出
入
為
無
之
証
文
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
樋
口
村
肝
煎　
　
　

弥　
　

市

　
　
　

寛
政
四
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村
長
百
姓　
　
　
　

勘
右
エ
門

　
　
　
　

子
六
月
朔
日

　
　
　
　
　

黒
坪
村
肝
煎
吉
十
郎
殿

　
　
　
　
　

同
村
長
百
姓
太
治
右
エ
門
殿

　

こ
の
境
手
形
・
境
証
文
は
、
以
前
か
ら
の
村
境
を
検
地
が
お
わ
っ
て
手
形
を
交
換
し
て
確
認
す
る
も
の
。
慎
重
な
村
の
態
度
が
う
か
が
わ

れ
る
。
こ
の
村
境
は
山
林
地
帯
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
境
目
を
い
つ
も
関
係
の
村
で
は
っ
き
り
と
し
て
お
か
な
い
と
、
山
林
の
伐
採
や
採
草

の
上
で
、
あ
る
い
は
入
会
地
の
問
題
で
、
村
の
存
立
を
危
う
く
す
る
こ
と
に
発
展
し
か
ね
な
い
。
村
は
、
村
同
士
の
境
が
あ
っ
て
成
立
す
る

の
で
あ
る
。

　

村
に
土
地
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
住
む
住
民
が
な
い
と
有
名
無
実
で
あ
る
。
村
に
住
む
人
び
と
は
、
特
別
な
職
業
の
極
く
少
数
の
人
び
と

を
除
い
て
、
す
べ
て
身
分
は
百
姓
で
あ
る
。
極
く
少
数
の
人
び
と
と
い
う
の
は
、
神
官
・
僧
侶
・
修
験
で
、
普
通
、
村
に
は
武
士
や
商
人
は

住
ま
な
い
。
村
は
百
姓
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
町
は
藩
の
役
所
と
そ
れ
に
配
置
さ
れ
た
武
士
（
給
人
）
の
侍
屋
敷

を
中
心
と
し
て
発
展
し
た
給
人
町
で
あ
る
。
城
下
町
は
い
う
を
待
た
な
い
。
こ
の
給
人
町
の
ほ
か
に
、
港
に
発
達
し
た
港
町
や
鉱
山
を
中
心

に
成
立
し
た
町
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
町
の
中
心
と
な
る
住
人
は
、
百
姓
の
身
分
の
者
で
は
な
く
、
武
士
・
商
人
・
工
人
で
あ
る
。
そ

の
点
で
は
、
五
十
目
村
は
市
に
よ
る
商
工
人
も
多
数
居
住
す
る
村
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
在
郷
町
」
の
村
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
村
は
被
支
配
者
の
住
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
被
支
配
者
と
は
百
姓
（
農
民
）
で
あ
る
。
藩
は
そ
の
被
支
配
者
で
あ
る
多

数
の
農
民
が
支
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
黒
印
御
定
書
の
文
面
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
武
士
は
冬
囲
い
も
馬
の
飼
料
も
百
姓
か
ら
徴
集

す
る
。
農
民
の
支
え
が
な
け
れ
ば
、
藩
は
た
ち
ま
ち
に
崩
れ
去
る
。
武
士
の
社
会
は
た
ち
ま
ち
に
崩
れ
る
。
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
農
民
と
農

村
の
統
制
は
強
く
せ
ざ
る
を
え
な
い
。『
総
村
記
』
な
ど
の
元
本
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
境
目
奉
行
岡
見
知
愛
が
享
保
一
五
（
一
七
三
〇
）

年
に
書
い
た
『
秋
田
六
郡
郡
邑
記
』
か
ら
関
係
分
を
抜
い
て
み
よ
う
。

　
　

○
谷
地
中
村　
　
　

二
十
三
軒

　
　
　
　

原
島
村
四
軒　
　

「
樋
下
。
四
軒
村
。
三
軒
村
」

　
　

○
西
之
野
村　
　
　

十
五
軒

　
　
　
　

四
ツ
屋
村
六
軒　

「
下
タ
村
。
田
中
村
」

　
　

○
大
川
村　
　

百
廿
一
軒
。
川
端
迄
一
丁
五
十
二
間
、
舟
渡
川
掵
（
幅
）
一
丁
三
十
六
間
の
内
。
駅
馬
、
大
久
保
二
里
十
一
丁
卅
二
間
、

虻
川
一
里
卅
丁
四
十
間
、
一
日
市
七
丁
六
間
、
鹿
渡
二
里
卅
三
丁
一
間
、
五
十
目
一
里
五
丁
廿
四
間
。

　
　

○
石
崎
村　
　

二
十
ケ
年
以
前
迄
郷
中
に
肝
煎
相
立
、
以
後
役
任
の
者
な
く
古
江
村
は
地
形
も
入
合
の
儀
故
、
宝
永
三
年
に
古
江
村
支

配
に
な
る
、
民
家
十
三
軒
。

　
　

○
小
立
花
村　
　

宝
永
七
寅
年
小
郷
故
浦
大
町
支
配
預
ら
る
。
家
員
七
軒
。

　
　

○
浦
横
町
村　
　

民
家
二
十
五
軒
。

　
　

○
白
水
沢
村　
　

宝
永
七
寅
年
小
郷
故
浦
大
町
村
支
配
預
ら
る
。
民
家
九
軒
。

　
　

○
岡
本
恋
地
村　
　

同
廿
六
軒
。

之
字

　
　

○
西
之
野
村　
　
　

十
五
軒

之
字

　
　

○
西
之
野
村　
　
　

十
五
軒

除
る

　
　

○
西
之
野
村　
　
　

十
五
軒

除
る

　
　

○
西
之
野
村　
　
　

十
五
軒
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○
野
田
村　
　

同
廿
八
軒

　
　

〇
五
十
野
目
村　
　

同
二
百
九
十
八
軒
。
市
日
は
二
日
、
七
日
、
十
二
日
、
十
七
日
、
廿
二
日
、
廿
七
日
。
○
天
正
頃
秋
田
右
近
太
夫

住
居
す
。
藤
原
秀
盛
の
故
城
可
有
也
。

　
　

○
上
樋
口
村　
　

郡
村
改
迄
樋
口
村
と
云
、
凡
民
家
廿
八
軒
。

　
　
　
　

山
田
村
四
軒

　
　

○
下
樋
口
村　

郡
村
改
に
古
江
村
名
目
改
墨
（
黒
）
印
給
る
。

　
　

○
高
崎
村　
　

十
七
軒

　
　
　
　

坊
村
八
軒　

田
中
村
十
二
軒

　
　

○
館
越
村　
　

廿
二
軒

　
　

○
久
保
村　
　

廿
四
軒

　
　

○
槐
村　
　
　

六
軒
。
改
曰
、
新
田
郷
吟
味
之
上
墨
印
被
止
高
崎
の
村
へ
可
加
哉
。

　
　

○
馬
場
目
村　
　

改
曰
、
馬
場
野
目
村
野
字
除
く
。
支
郷
中
村
と
云
土
民
住
惣
名
也
。
天
正
の
頃
安
東
五
郎
秀
宗
住
居
也
。

　
　
　
　

大
釈
寺
村
十
五
軒　

町
村
四
十
八
軒　

門
前
村
七
軒　

小こ

才ざ
い

村
五
軒　

寺
庭
村
廿
四
軒　

中
村
卅
六
軒　

大
吹
沢
村
十
二
軒　

坊

ケ
沢
村
六
軒　

中
屋
敷
村
十
軒　

水
沢
村
十
九
軒　

平
野
下
村
十
三
軒　

恋
地
村
四
十
三
軒　

杉
沢
村
廿
一
軒　

大
琴
村
五
軒

　
　

○
中
津
又
村　
　

七
軒
。

　
　
　
　

八
田
村
十
三
軒　

豊
口
村
五
軒　

御
蔵
下
村
八
軒　

増
田
村
十
軒　

小
林
村
六
軒　

落
合
村
十
七
軒　

高
田
村
卅
二
軒　

北
村

十
五
軒　

根
小
屋
村　

元
禄
五
申
年
開
○
同
十
五
軒　

川
堤
村
同
九
子
の
年
開
○
同
四
軒

　
　

○
富
田
村　
　

四
十
五
軒

　
　

○
黒
土
村　
　

十
六
軒

　
　

○
湯
野
又
村　
　

四
十
五
軒

　
　
　
　

外
野
沢
村
廿
軒　

小こ

川が

口く
ち

村
四
軒

　
　

○
浅
見
内
村　
　

七
十
五
軒
。　

山
本
郡
上
岩
川
村
と
秋
田
郡
浅
見
内
村
境
は
折
渡
り
村
西
野
又
入
り
通
り
松
木
沢
の
節
台
村
高
杉
長

根
伝
峯
切
也
。

　
　
　
　

小
川
口
村
四
軒

　
　

○
小
倉
村　
　
　

十
七
軒
。
山
本
郡
裡
沢
村
と
秋
田
郡
小
倉
村
と
の
境
ハ
ピ
ノ
沢
長
根
よ
り
谷
地
倉
の
西
の
長
根
迄
峯
分
水
落
次
第
。

　
　

○
山
内
村　
　

廿
軒
。

　
　
　
　

中
島
村
一
軒　

荒
町
村
廿
三
軒　

和
田
村
三
軒　

門
前
村
六
軒　

山
根
村
五
軒

　
　

○
一
日
市
村　

百
三
十
三
軒
。
駅
馬
、
虻
川
二
里
一
丁
四
十
六
間
、
鹿
渡
二
里
廿
五
丁
五
十
五
間
。

　
　
　
　

中
島
村
七
十
年
以
前
戸
村
十
太
夫
初
開
地
○
民
家
三
十
七
軒

　
　

○
蒲
沼
村　

民
家
一
日
市
村
の
内
に
住
す
。
六
十
年
以
前
一
日
市
村
往
還
所
令
さ
れ
た
る
時
に
移
る
。
押
切
村
と
云
有
り
、
六
十
ヶ
年

間
前
一
日
市
村
に
民
家
移
り
右
村
入
る
也
。
寛
文
二
年
よ
り
往
還
に
成
る
。

　
　

○
真
坂
村　

境
は
山
本
郡
天
瀬
川
村
と
の
境
三
倉
鼻
山
峯
分
、
ツ
ク
シ
森
峯
分
、
大
台
山
峯
分
、
長
根
つ
た
ひ
五
倫
坂
迄
。
但
同
郡
市

野
々
村
と
真
坂
村
境
五
倫
坂
長
根
つ
た
ひ
大
沢
の
上
迄
峯
分
。

　
　
　
　

真
坂
新
田
村
寛
永
二
年
梅
津
主
馬
開
○
民
家
凡
二
十
七
軒

　
　

○
浦
大
町
村　

山
本
郡
市
之
野
村
と
秋
田
郡
浦
大
町
村
同
横
町
村
と
の
郡
境
高
岳
山
よ
り
北
に
寄
峯
分
、
并
屏
風
長
根
峯
の
分
、
同
大

長
根
峯
分
に
候
。
凡
家
員
五
十
二
軒
。

　

五
十
目
村
は
三
〇
〇
戸
の
戸
数
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
桧
山
町
の
戸
数
は
八
十
余
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
い
く
つ
か
の
町
村
の
戸
数

を
調
べ
て
み
る
と
、
湯
沢
四
六
八
、
増
田
三
〇
三
、
大
曲
二
三
五
、
能
代
一
二
三
一
、
鷹
巣
九
五
、
大
館
三
六
〇
な
ど
で
、
比
較
し
て
五
十

野
字

　
　

○
湯
野
又
村　
　

四
十
五
軒

野
字

　
　

○
湯
野
又
村　
　

四
十
五
軒

除
る

　
　

○
湯
野
又
村　
　

四
十
五
軒

除
る

　
　

○
湯
野
又
村　
　

四
十
五
軒

新
田
字

　
　

○
槐
村　
　
　

六
軒
。
改
曰
、
新
田
郷
吟
味
之
上
墨
印
被
止
高
崎
の
村
へ
可
加
哉
。

新
田
字

　
　

○
槐
村　
　
　

六
軒
。
改
曰
、
新
田
郷
吟
味
之
上
墨
印
被
止
高
崎
の
村
へ
可
加
哉
。

加
ら
る

　
　

○
槐
村　
　
　

六
軒
。
改
曰
、
新
田
郷
吟
味
之
上
墨
印
被
止
高
崎
の
村
へ
可
加
哉
。

加
ら
る

　
　

○
槐
村　
　
　

六
軒
。
改
曰
、
新
田
郷
吟
味
之
上
墨
印
被
止
高
崎
の
村
へ
可
加
哉
。

野
字

十
野
目
村　
　

同
二
百
九
十
八
軒
。
市
日
は
二
日
、
七
日
、
十
二
日
、
十
七
日
、
廿
二
日
、
廿
七
日
。
○
天
正
頃
秋
田
右
近
太
夫

野
字

十
野
目
村　
　

同
二
百
九
十
八
軒
。
市
日
は
二
日
、
七
日
、
十
二
日
、
十
七
日
、
廿
二
日
、
廿
七
日
。
○
天
正
頃
秋
田
右
近
太
夫

除
る

十
野
目
村　
　

同
二
百
九
十
八
軒
。
市
日
は
二
日
、
七
日
、
十
二
日
、
十
七
日
、
廿
二
日
、
廿
七
日
。
○
天
正
頃
秋
田
右
近
太
夫

除
る

十
野
目
村　
　

同
二
百
九
十
八
軒
。
市
日
は
二
日
、
七
日
、
十
二
日
、
十
七
日
、
廿
二
日
、
廿
七
日
。
○
天
正
頃
秋
田
右
近
太
夫
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目
村
が
大
き
な
「
在
郷
町
」
と
し
て
、
こ
の
地
方
の
中
心
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ど
う
い
っ
て
も
、
中
世
以
来
の

六
斎
市
や
座
の
発
展
が
、
町
場
と
し
て
村
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
、
実
力
の
あ
る
村
で
あ
っ
た
。

　

『
郡
邑
記
』
の
村
名
を
み
る
と
、
村
は
現
在
の
大
字
や
字
に
相
当
す
る
。
特
別
な
場
合
以
外
、
戸
数
は
せ
い
ぜ
い
で
五
〇
戸
ま
で
で
あ
る
。

三
軒
村
・
四
軒
村
は
、
戸
数
そ
の
も
の
が
支
郷
の
村
名
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
書
き
出
さ
れ
た
戸
数
は
「
高
持
百
姓
」
の
数
を
指
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。「
水
呑
」
と
よ
ば
れ
る
小
間
居
百
姓
は
、
帳
簿
に
「
分
付
け
」
さ
れ
て
い
る
の
で
実
際
の
戸
数
は
も
っ
と
多
い
か
も
知
れ

な
い
。

　

前
に
も
述
べ
た
が
、
村
は
藩
の
支
配
す
る
ひ
と
つ
の
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
、
同
族
団
的
関
係
「
ま
き
」
を
含
ん
だ
農
業
生
産
の
単
位
で

も
あ
っ
た
。
用
水
路
の
手
入
れ
や
修
理
で
も
水
掛
け
で
も
、
田
植
え
稲
刈
り
な
ど
の
農
作
業
に
し
て
も
、
村
単
位
で
な
く
て
は
一
つ
と
し
て

で
き
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
入
会
の
問
題
や
草
飼
場
の
問
題
で
も
、
村
同
士
の
交
渉
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、「
村

八
分
」
が
最
も
恐
ろ
し
い
制
裁
と
な
る
。
八
分
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
村
人
と
の
交
際
が
な
く
な
る
の
で
は
な
く
、
用
水
の
利
用
や
入
会
山
の

利
用
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
事
実
上
農
業
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
村
が
、
郷
を
解
体
し
た
結
果
中
世
と
ち
が
っ
た
近
世
の
村
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
村
で
の
農
民
の
生
活
は
、
農
業
生

産
の
共
同
体
に
組
み
込
ま
れ
た
生
活
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
村
の
在
り
方
を
、
村
落
共
同
体
と
い
う
。

　

そ
こ
で
、
村
は
用
水
で
も
入
会
で
も
、
共
同
体
の
ひ
と
り
で
あ
れ
ば
そ
の
利
用
は
平
等
公
平
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
見
方
に
よ
っ
て
は
公

平
で
あ
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
大
変
不
公
平
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
名
請
地
の
大
小
や
そ
の
位
置
に
有
利
不
利
の
差
が
、
村
落
内
で
は
相
当

に
大
き
い
か
ら
、
小
農
の
場
合
は
大
高
持
に
奉
仕
す
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
全
体
的
に
み
れ
ば
村
は
小
農
た

ち
の
生
活
の
場
で
あ
っ
た
。
村
の
確
立
に
よ
っ
て
、
一
戸
平
均
五
石
ほ
ど
の
規
模
の
小
百
姓
の
農
業
生
産
が
維
持
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

農
民
に
と
っ
て
生
活
と
生
産
の
場
で
あ
る
村
は
、
農
民
個
々
を
村
落
共
同
体
的
規
制
に
服
さ
せ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
内
部
か
ら
の
統
制
の

ほ
か
に
、
外
部
か
ら
統
制
し
て
幕
藩
体
制
の
社
会
を
強
力
に
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
黒
印
御
定
書
や
「
条
々
」
や
多
く
の
禁
令
な
ど
が
、
そ

う
し
た
統
制
を
具
体
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
親
郷
制
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
郡
奉
行―

御
役
屋
の
制
度
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

村
の
住
民
は
本
百
姓
と
呼
ば
れ
る
高
持
百
姓
で
、
こ
れ
に
対
す
る
「
水
呑
」
は
百
姓
と
し
て
法
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い

層
で
あ
る
。
こ
う
し
た
村
の
代
表
者
が
肝
煎
で
あ
る
が
、
肝
煎
は
本
百
姓
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
者
を
、
領
主
が
任
命
す
る

と
い
う
形
式
を
ふ
ん
で
い
る
。
肝
煎
の
ほ
か
に
、
長
百
姓
・
百
姓
代
の
村
方
役
人
が
あ
り
、
こ
れ
を
村
方
三
役
と
呼
ん
で
い
る
。
村
方
三
役

は
本
百
姓
同
士
の
入
札
（
記
名
投
票
）
で
選
出
さ
れ
る
。

　

肝
煎
は
現
在
で
い
え
ば
自
治
体
の
長
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
権
限
は
は
る
か
に
広
く
強
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
た
い
て
い
村
の

大
高
持
の
名
家
が
選
ば
れ
、
あ
る
家
の
当
主
が
数
代
も
続
い
て
務
め
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
二
、三
し
か
な
い
大
高
持
が
交
替
で
務
め
る
し
き

た
り
に
な
っ
て
い
る
村
も
あ
る
。
肝
煎
の
権
限
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

①
年
貢
・
課
役
の
割
当
て
と
取
立
て
に
あ
た
る
。
村
を
単
位
と
し
て
割
当
て
ら
れ
る
の
で
、
長
百
姓
立
会
い
の
も
と
に
高
持
百
姓
に
割

当
て
、
百
姓
か
ら
集
め
た
も
の
を
一
括
し
て
納
め
る
。

　
　

②
水
利
・
土
木
工
事
に
関
す
る
こ
と
。
こ
れ
も
長
百
姓
や
惣
百
姓
の
寄
合
い
で
決
定
す
る
が
、
肝
煎
の
発
言
権
は
強
力
で
あ
る
。

　
　

③
戸
籍
に
関
す
る
事
務
。「
宗
門
改
帳
」「
人
別
帳
」
と
い
う
戸
籍
を
檀
那
寺
と
協
力
し
て
作
り
、
保
管
す
る
。

　
　

④
異
変
の
改
め
・
風
俗
取
締
り
・
消
防
な
ど
警
察
に
関
す
る
事
務
。
軽
犯
罪
の
場
合
は
、
そ
の
処
分
を
決
定
す
る
。
百
叩
き
な
ど
は
肝

煎
の
庭
で
行
な
っ
た
。
そ
の
回
数
を
と
ば
し
て
数
え
る
な
ど
の
手
心
を
加
え
た
も
の
と
い
う
。
藩
で
は
村
に
二
名
ず
つ
の「
目
明
し
」

を
肝
煎
の
下
の
警
察
力
と
し
て
任
命
し
て
い
る
。

　
　

⑤
法
人
で
あ
る
村
の
名
義
人
と
し
て
他
村
と
の
協
約
を
結
ぶ
こ
と
。
村
を
代
表
し
て
訴
訟
す
る
こ
と
。
土
地
そ
の
他
の
財
産
を
村
が
所

有
す
る
こ
と
、質
入
れ
す
る
こ
と
、売
る
こ
と
な
ど
の
名
義
人
と
な
る
こ
と
。
以
上
の
名
義
人
・
代
表
者
と
し
て
の
役
目
と
事
務
。
残
っ

て
い
る
古
文
書
に
よ
る
と
入
会
地
に
関
す
る
協
定
が
多
か
っ
た
ら
し
く
、
訴
訟
の
大
部
分
は
入
会
地
関
係
の
も
の
で
あ
る
。

村
方
三
役

　
　
　
　
　
　

村
方
三
役
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⑥
村
内
の
訴
訟
の
仲
裁
や
調
停
を
す
る
こ
と
。

　
　

⑦
証
書
の
加
印
・
証
明
の
事
務
。
百
姓
の
印
鑑
は
全
部
肝
煎
に
預
け
て
お
い
た
も
の
ら
し
い
。

　
　

⑧
郡
方
（
郡
奉
行
）
か
ら
出
さ
れ
る
藩
の
お
触
れ
の
伝
達
と
徹
底
に
関
す
る
こ
と
。
年
貢
・
課
役
の
高
と
百
姓
の
心
得
て
お
く
べ
き
法

度
を
か
い
て
あ
る
「
黒
印
御
定
書
」
は
、毎
年
正
月
に
村
中
の
住
民
を
肝
煎
宅
に
あ
つ
め
、読
み
き
か
せ
る
の
が
例
で
あ
っ
た
。
残
っ

て
い
る
村
方
文
書
の
多
く
は
、
数
多
く
出
さ
れ
た
お
触
れ
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
出
し
た
村
内
へ
の
文
書
の
写
し
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
五
城
目
町
の
歴
史
』）

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
権
限
は
村
政
の
全
般
に
渡
っ
て
い
る
。
特
に
⑤
で
は
、
他
の
村
方
役
人
と
と
も
に
村
の
代
表
と
し
て
の
ぞ
む
こ
と
に

な
っ
て
い
る
し
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
場
合
に
村
民
の
行
為
に
対
し
て
連
帯
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
大
き
な
権
限
と
同
時
に
強
い

権
威
を
も
っ
て
、
村
方
を
支
配
し
監
督
し
て
い
た
。

　

年
貢
の
割
当
て
及
び
取
立
て
、
検
地
、
土
木
工
事
、
訴
訟
の
地
方
的
政
務
を
「
地じ

方か
た

」
と
よ
ん
で
い
る
が
、
肝
煎
の
仕
事
の
中
心
が
地
方

で
あ
っ
た
。

　

寛
文
末
（
一
六
七
〇
年
ご
ろ
）
か
ら
、肝
煎
の
補
佐
役
と
し
て
本
百
姓
代
表
の
長
お
と
な

百
姓
が
み
ら
れ
る
が
、こ
れ
は
以
前
の
「
組
頭
」
や
「
惣

百
姓
代
」
が
体
制
的
に
整
備
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
高
持
百
姓
の
中
か
ら
筆
算
に
達
者
な
も
の
を
選
ん
だ
が
、
多
く
て
も
八
名
を
越
え
る
こ

と
は
な
い
。
百
姓
代
は
、
百
姓
の
代
表
で
は
な
い
。
大
高
持
と
呼
ば
れ
る
大
地
主
や
中
地
主
以
上
か
ら
選
ぶ
の
を
例
と
す
る
。
肝
煎
や
長
百

姓
の
目
付
と
し
て
村
政
の
監
察
に
あ
た
り
、
年
貢
・
諸
役
の
割
当
て
に
立
ち
あ
う
。

　

百
姓
の
寄
合
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
ら
は
、
村
民
全
体
の
利
害
に
直
接
関
係
す
る
よ
う
な
重
大
な
お
触
れ
の
伝
達
、
年
貢
の
割
当
て
、

「
郷
掛
り
」
と
呼
ん
で
い
る
村
の
仕
事
の
費
用
、
予
算
・
決
算
な
ど
の
勘
定
、
村
借
金
、
村
の
お
き
て
と
な
る
村
決
め
の
新
設
・
改
廃
な
ど

で
あ
る
。
ま
た
、
付
近
の
村
む
ら
に
関
係
の
あ
る
事
務
や
事
件
の
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
村
方
役
人
が
集
ま
っ
て
相
談
し
て
決
定
し

て
い
る
。
親
郷
・
寄
郷
の
会
議
や
水
肝
煎
が
招
集
す
る
会
合
も
、
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

村
の
事
務
は
肝
煎
の
自
宅
で
行
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
昔
肝
煎
を
務
め
た
と
い
う
旧
家
か
ら
は
、「
肝
煎
文
書
」
と
呼
ば
れ
る
古

い
帳
簿
や
書
付
や
検
地
帳
・
人
別
帳
・
黒
印
御
定
書
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
当
時
を
知
る
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
身
近
な
歴

史
を
大
切
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

肝
煎
の
下
に
は
、「
筆
取
」
と
い
う
書
記
役
や
「
小
走
」
と
い
う
小
使
役
が
い
る
村
も
あ
っ
て
、
事
務
を
助
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
費

用
も
郷
掛
り
に
ふ
く
ま
れ
、
村
民
か
ら
徴
集
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。


